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F手重量 言果是亘とプゴ主長

日本農業の泣きどころは、日本経済における農業の役割・位置づけが不明確

なまま、農政の方向が揺れ動いていることにある。

本論文は、わが国農業さらに農業政策の果たすべきあるいは果たさねば‘なら

ない役割を明らかにし、今後の農政、なかでも特に揺れに揺れ見直 Lがせまら

れている価格政策をめぐる問周に対して、経済学の立場から本格的な分析・検

討を行なうことを目的としている。

近年、わが国農業に対して国の内外からわきおこる厳しい批判の声とともに、

現行農業政策のあり方についても各界からさまざまな問題提起がなされてきた。

わが国農業・農政をとりまく内外の社会経済環境およびその他諸条件の大きな

変化にともなって、いま農業そして農業政策はそのあり方が問われ政策体系の

見直しが求められている。そして、その議論の中心に必ずといっていいほど位

置しているのが価格政策である。

価格政策は、基本法農政以降、生産政策、構造政策などと並んで主要な農政

の 3本住として位置づけられ、わが国の戦後農政において重要な役割を果たし

てきたo しかしながら、いま、価格政策は多くの観点からそのあり方が問われ、

価格政策の見直しが農政の重要な課題の lつとなっている o

では、なぜ、いま価格政策なのであろうか。 4つの要因が関係していると恩

われる o まず第 lは、財政負担の問阻である。価格政策の予算を農林予算全体

の中にどう位置づけていくのかに関連している。第 2は、近年と〈に円高によっ

て増幅されてい石農産物価格の割高感、内外価格差の問閣である。第 3は、高

価格支持政策がもたらす生産過剰の発生である。そ Lて最後に第 4としては、

価格政策偏重が農業の構造調整を妨げてきたのではないかという問題である o

以上のような諸点から価格政策の見直 Lが必要とされてきたのである o

さて、価格政車をあつかった研究業績は、第 l章の「戦後農政論の展望」で

詳しく見る通り、膨大なものがある。しかしながら、そのほとんどが、個々の

価格政策を対象として、その詳細な計量分析を行なったもので、大きな枠組の



中で価格政策を論じたものは近年きわめて稀である。日本経済の産業構造の変

化を中心とする大きな流れ、さらに政策体系の中に価格政策を位置づけ、政策

聞の相互依存性にまで考案を進めることが、いまほど求められている時はない

といってよい。

日本経済はいま、技術革新と経済の成熟化とをベースとした長期的な構造転

換の方向とともに、近年の急速な円高の進行が生んだ経済の各側面における格

差の拡大が、構造調整の必要性を加速化している局面にある。

このダイナミックに動〈経済の大きな枠組みのなかで、わが国農業をどう位

置づけていくのか、また新しい産業構造のなかで各種の社会経済的役割をどう

果たしていくのか、またそれは可能なのか、ということを探り考えていくこと

がまず必要である。つまり、今後の望まれる経済構造の転換方向を見据えなが

ら、そのなかで農業という産業部門が存在しうる道を考える手がかりを探りだ

さねばならないのである。これが第 lの課閣である。

そしてさらに、そのために政策は何をなしうるのか。どういう役割を果たさ

ねばならないのか。ここが次に問題となってくる。そのためには、わが国にお

ける農業政策の政策体系としての特質を把握し明確にしておくことが重要な課

題となる。農業政策の政策体系は、本来目標と手段の複合的体系といわれてい

るように、日開と手段とが螺旋的累積・重層構造をもち、高次の目標一手段関

係の手段が下位の目障となりこれがまた斬たな日開一手段の関係を形成してい

るものである。現行の農業政捕がこういうシステムの関係で見てどういう問題

点、を抱え矛盾を持っているのかを明らかにすることがつづく課題といってよい。

さて、基本的に、政策的介入・干渉を市場メカニズムの補完的役割を果たす

ものと、著者は位置づけている o そして、機能面からみて市場メカニヌ;・ムに代

替可能なものとは位置づけない立場に立っている。市場メカニズムのもつ弱点・

限界を補正する意味で実施される政靖的介入は、当然のごと〈、市場メカニズ

ムを通じて、その政策効果の面で相互に大きく影押し合っている。つまり、個

々の農業政策は、自己完結的ではなく、市場の力を通じて、きまぎまなj度及効

果を持ち彫智し合っているという意味において相互依存関係にあるのである。
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「価格は市場のング.ナルである Jといわれる以上、この相E関i呆の中心に位置

しているのが価格政策であるのも当然のことであろう o 価格政策相互間しかり、

価格政策と他の政策手段との聞についてみても同捕である。ある場合には補完

関係となり政策効果を増幅 L、また別の場合には蹟合関係となり政策効果を打

ちj闘し合うといった具合である。

価格政策そのものの課題と今後の方向を提示することはもちろん必須のこと

ではあるが、それとともに価格政策を中心とする政策相互聞の関係をときほぐ

すことが、つぎに明らかと Lなければならない中心的課題となる。

以上のような大きな課題群に対して、本論文は、近代経済学的思考方法に基

づL、て考察を進める。まず論点の整理とその批判的検討を行ない、その過程で

抽出される重要な問題を、さらに部分均衡アプローチを用いて理論分折を詳細

に行ない問題の本質を明らかにするという方法をとる。

本論文は以下のような構成になっている。

戦後わが国においては、国民経済の成長・尭展および農業・農村の変化に対

応して、農業問題は変貌しまた農政の展開がみられたわけであるが、農業経済

学者・農政研究者は、ニの政捕の揺れ動〈惜、構造変化を経済学的にどう認識・

評価し、政策提案・政策手段の設計をおこなってきたのかを、第 1章で考察す

る。いわば、農政研究のレビューを通ピて政策分析の到達点を明らかにするこ

とを目的としている。その際、第 2改大戦後を、その中心的政顕課題に基づい

て、農業部門内部問闇対応朗、農工問問題対応問、国際間問題対応期という 3

期にわけ、対象とする政車分野別に、各期に焦点となった農政輸の流れを明ら

かにするという方法をとる。

農業の1生割と農政の役割とは、密接に絡み合い分離不可能な問題である。農

政の役割を明らかにするには政第の目障と手段との構図が明らかにされねばな

らないが、農政の目障の設定は、国民経済に対 Lて圏内農業が果たす投書IJに対

する正確な認識があってはじめて可能となるものである。そこで第 2章では、

戦後における日本経済・産業構造の展開と今後の方向を明らかに L、その経済

のダイナミックな流れの中に農業さらに農政をどう位置づけてゆくのかあるい
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は位置づけてい〈必要があるのかを考察する。つまり、今後の経済構造の転換

方向を見据えながら、その中で農業という産業部門が存在しうる道を考えよう

とするわけである。いわば、ここでは政策の自開設定の基礎となる農業の役割

論の検討を日本経済の大きな枠組の中で行なうわけである。

一方、農政の問題を考える場合、農業の役割論の検討から導かれる農政の方

向性とともに、政策目標と手段との関係という政策体系の特質を理解しておく

ことが欠くべからざるもう lつの大きな問題である。

では一体、現在行なわれている農業政策はどういう内容でまたどういう方向

を向いているのか、つまり政策としての現状はどうなっているのか。また、目

的一手段の陵台的体系といわれる政策体系は、どういう特質をわが国の場合もっ

ているのかまた変化 Lてきているのかを問題にし把握しておくことが必要であ

る。これを行なうのが第 3章である o 具体的には、法制度面・予算面からの特

質の抽出、そして手段別政策ごとの現状と特質の把握をまず行なう。それにつ

づL、て、目的と手段の聞で組み立てられる政策体系の特質の明確化にポイント

がおかれる。農業政策の政策体系は、本来日開と手段の直合的体系といわれて

いるように、日開と手段とが螺旋的累積・重層構造をもっている。そして、個

々の農業政策は自己完結的ではな〈、さまざまな枝及効果を持ち影響し合って

いるという意味において、相互依存関係にある。本論文の中心課題となる価格

政策をめぐる問題について経済分析を行なうに際して、この政策相互間の関係

を理解しておくことは必要不可欠なステップといってよいだろう。

これらのことを前提として、農政の基本的課題の中から、第 4章では価格政

策をその対象に選び、現行政策の批判的検討と対案の提示をおこなう。つまり

主要品目別価格政績という側面と、政策相互聞の関係という 2つの側面から検

討を行ない、これをもとに農産物価描政績の課題とそれに答えるために採択さ

れる政策の将来の展開方向を提案する。その際、第 lの側面としては、米・食

肉・加工原料事L.野菜という農産物としての性格も価格政策のシステムと Lて

も異なる 4つの品目をとりあげ個々に検酎を行なう。第 2の側面については、

総合的価格政策という価格政第相互間及び生産政策との関係に留意した観点、と



いま大きな論点の 1つとなっている構造政策との関係という観点という 2つの

視点から経済学的に分析・検討を行なう。

この第 4章における検討・分析を前提と Lて、価格政策と他の農業政蹟との

相E依存関係について、問題を限定して、部分均衡アプローチで理論的に経済

学の光をあてたのが、以下につづく第 5章と第 6章とである。

第 5章では、価格政策のマイナスの副産物といってよい生産過剰に対処する

生産調整政策(生産政策の一極)を分析対象として、これを経済理論的観点か

ら再評価を与える o 具体的には、生産調整政策の政策手段の中から、その対象

として調整提励補助金に熊点をあて、生産者の現実的・短期的反応をもとに構

築した基本的モデルを用いて理論的にその経済効果を分析する。すなわち、短

期的な供給反応{ニ焦点をあてるために、土地の悩劣をモデルの基本概念にすえ、

ミクロレベルの生産反応をもとに奨励補助金のもたらす供給曲線への膨特を考

案し、これを基慣として社会的(国民経済的)な観点からみた損得および政策

実施の大きな目的の lつである財政負担に及ぼす影智を厚生経済学的視点から

分析を行なう。さらに、奨励金制度の運用に関 Lて、 3つの場合を考え、生産

調監の政策効果の安定性や財政負担に現われる政策コストの大きさという 2つ

の観点からそれぞれ比較・評髄を行なう o

そして第 6章では、第 4章の総合的価格政策の lつの側面である経営複合的

価格政策の問題に関辿して、経営の憤台化と価格政靖との関係について経済理

論的な考案を行なう。具体的には、農家の意志決定に経済理論の洗礼を与えた

「農家主体均衡論」に、農業生産の季節性の問題をとりいれるというかたちで、

時間概念を導入し、経営の陣合化に対応可能な方向に主体均衛輸を拡捜するこ

とを第 lの課題とする。そして、ここで明らかとなった複合経営農家の行動メ

カニズムをもとに、価格変化に対する反応を考察し、価格政策との関係につい

て検討することを第 2の課題とする o その際、本質を示すためにモデルを単純

化し、一般に農繁期である夏季半年と農閑期である冬季半年とに同一耕地で二

毛作を行なっている農家を考え、労働市場の存在しない基本モデ・ルの農家と、

完全醗争的日置い労働市場に直面する農家というの 2つ場合について、その主

- 5 -



体均街条件と経済的な意味づけを明らかにする。そして比較静学的手法により

その《生産物価格》変動効果をみることによって、政策価格水準の変化と経嘗

の複合化との関係を経済理論的に明らかにするという方法をとる。

そして最後に、終章で本輸文を要約するとともに、本論文で分析しきれず残

された重要な課題を提起 Lて踊文を Lめくくることにする。
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多再 1 主主 単え千麦居室是正文言命G;)屋霊童呈

第 l節はじめに

戦後の農業経済学・農政学は.経済学・経済政策宇一般の例にもれず，急速

な分化と専門化の進展で特世づけられる.それゆえか，過去の展望論文・レビ

ュー等を読み通した後で，戦後の発展・展開の「流れ」ともいうべきものが，

細部の詳細な文献指摘のために，薄れているという感をどうしてもぬぐ L、きれ

ない.そこで，ここでは，戦後のわが国における農政学(なかでも近代経済学

的手法・考え方にもとづくものを中心に)の「流れ」を，問題提起と現実農業

政策との関連を念頭におきながら.かなり荒っぽさは残るが概説することにす

る.

戦後の農政をその中心的政策課題あるいはその制約条件によって，段階区分

すれば，昭和30年代前半までの「農業部門内部問題対応期J.それ以降の高度

成長過程の「農工間問闇対応期J.そ Lて低経済成長局面への転換以降現在に

いたる「国際間問題対応期」という区分ができょう. この段階区分にもとづい

て.これと対応させるかたちで「戦後第 l胡 (1945'"'-'60年)j r戦後第 2期 (

1960，....，75年)J r戦後第 3期(1975年以降)jと 3期にわけて考えることにする.

また本章は，わが国の戦後期における農政輸の展開，つまりその論調の流れ

を把握し，これを概説することを目的とするが，人別ではな〈対象政策分野別

に農政輸の流れを明らかにしていくことにしたい. ここでは.一応便宜上，政

策分野を.宣撞政策的 7 jールドとしては何をどれ〈らい作るのかという農政

の基本的枠組みに関係する「生産・貿易政策」と米を中心とした政策シグナル

としての「価格政策J.構造政策的フ 4ールドとしては農地改革ゃく農地法〉

の問題を担う「農地政策Jと労働力の産業間移動等を主として考える「産業問

調整問闇(労働問題) Jという 4分野にわけて整理することにした.

このような戦後農政の段階区分を横糸とし.対象政策分野区分を縦糸として.
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政策体系の構造変化とこれに対する考え方の変化，言葉を換えていえば，各時

胡ごとの政策目障とビジョン論の論調の変化および農政に対する「学問的分析

方法の進化Jならび.に「学問的分析体系の変化」とを，以下では明らかに Lと

らえようとするものである.その際，農政の政策目標・政策手段およびその関

係，さらにはその政策主体と政粛の実行可能性には十分注意が払われねばなら

ないのは当黙のことである.

ところで，農政論とはいったいどういったものをさすのであろうか.農業政

策に関する論争(農政論争)をさすのであろうか.それとも農業政痛の理論的

基礎である農政理論なのであろうか.あるいは，こうした考えもできる.つま

り.農政論は大全〈わけて性質の異なる 2極のものヵ、ら成り立っている，とい

うものである. 1つは，将来に向かつての政策提言・提案といったピジョン論

およびそのための政策手段の設計といった将来指向的なものぞその基礎となる

予測・推計のたぐいを含むもの，これは「計画的(事前的)農政論」といって

よいであろう.もう lつは，過去・現在の農業政策の評価つまり政策の及ぼす

経済効果の分析を行なうもの，これは「評価的(事後的)農政論」と呼ぶべき

ものである. もちろん，この 2つは密接に結びついており，過去・現在の政策

評価のなかから将来への展望・提言が生まれるわけであるが，そのどちらに大

きなウェイ卜があるかによって 2分類ができると考えられる.

そこで.本章では，政策目障的意識を持ったビジョン論.目標一手段の斉合

性・経済効果の分析，政策的問題意轍の弛い現状分析・シミュレーシ田ン分析，

以上 3分野に主として限定したい.単なる政軍批判・見解の違いの表明といっ

たたぐ‘ L、は本対象からはいっさい除外することにする.

第2節 戦後第 l期ー農業部門内部問題対応問一

1945年(昭和20) の敗i間.そしてその後の混乱のなかから日本経済が再建さ

れるわけだが.農業部門に目を転ずれば，この時期は膨張した人口を弱体化し
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た農業生産でいかにして盆わせていくかに苦心していた時代である.

これは，いわば‘シュルツ (Schultz. Theodore W. 米)のいう「食糧問題」

を解決する時期に対応する.農業政策の面で言えば食糧増産一本槍の時代，ま

たそのために地主・小作関係といった農業部門内部の問題を解決して，農業生

産力をできるかぎりアップさせようとした時代であった.そして，そのための

手段と Lて各種の政策がとられた時代といってよい.

1 .生産・貿易政策をめぐる農政論

まず最初に，どんな作物をどれ〈らい国内でつ〈るのか，という日本農業の

大きな枠組みを示す生産政策にかかわる論議の展開から始めてみることにしよ

う.ここでは，戦後直後の食圏不足朗の食糧確保政策段階の生産や需要に関す

る研究・論調をとらえるとともに，農業保護輪，つまり国境調整政策にかかわ

る問題も含めて考雌することにする. また，日本農業の大きな枠組みに関する

ピジョン論も主としてここで取り扱われる.

終戦後から昭和30年代はじめまで(ここでいう戦後第 l期)は，一言でいっ

て Lまえば食糧不足・飢触と食糧難からの脱出.食唖増産の時代であった.

飢えた国民にいかにして食糧を確保・供給するのかの必要から.甘藷作を基

礎とする輪作式有畜農業を基本政策として提言する大槻E男著『日本農業の進

路j (朝日新聞社. 1947年)が.まずビジ g ン論としてあげられるだろう，

また，大川一司の『食糧経済の理論と計測J (日本評論社， 1945年)は，近

代経済学による戦後日本農業・農政分析の基礎となったという意味で押さえて

おく必要があろう.

さて対外面では，以後のわが国の貿易政策に大きくかかわってくるものと L

て，アメリカの占領下でMSA協定の受け入れの問題，つまり MSA小麦と呼

ばれる蝿助物資(アメリカにとっては処理の必要に迫られた過剰農産物)の導

入問題に関して起こった撤しい論争・論戦が展開 Lたことを落とすわけにはい

かないだろう.結局. MS  A 協定は1954年(昭和29)に結ばれ，以後小麦や大
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豆等の自給率、が大き〈なることはないわけであるが.その前夜の論争が現在の

日本農業の大きな枠組みを作ったといっても過言ではないだろう.農政面から

のMSA協定批判論文としては，近藤康男の fMS A小麦と日本の独立J ( 

『中央公論』第790号. 1954年7月)があり，余剰農産物の押しつけの側面をそ

の本質として指摘している.また，東畑四郎の「アメリカ農業が日本に持つ意

味J (r中央公論』第820号. 1957年l月)は.協定締結に直接タッチした人の

言葉として注目に値するだろう. しか L. いま撮り返ってみた場合，実際には

当時の政策目標から見て，選択可能な政策の幅がきわめて小さかったことは一

言付け加えておかねばならないだろう.

2 .価格政策をめぐる農政論

つづいて.米の問題を中心にすえ，食管制度や米価算定・米価水準等のとく

に価格に関係する政策論の展開に目を移してみよう.本来. 1. の問題と区別

して輪ずることは困難である(とくにこの時期は不可能である)が，ここでは，

わが回戦後農政のなかで重要な位置を占めてきた食管の問題をとりだしてみて

みることにする.

この戦後第 1期は，米の生産・出荷・配給が厳しい政府の統制下におかれ，

一方その裏面では闇米が横行 Lた時代であった. <食糧管理法〉のもとでいか

なる算定方式にもとづいて米価が決定されるべきか，さらに食管制度(食檀統

制)そのものの存在に重要な関心が向けられた時期であった. Lたがって，こ

うした問闇を取り上げた論文・著書が多〈みられる.

そうしたものの lつとして，闇米の需給分析は当時の非常に重要な政策課題

であったが，これを計量的にその実態を明らかにしたものとして土匡圭造の

「米流通機構の計量的分析J(r農業経済研究』第31巻4号， 1960年3月)があ

る.

また米価決定方式については，社会経済の変化につれ. 1946年(昭和21)か

ら採用された価格パりテ 1一方式はしだいに実情にそわなくなり，所得パリテ t
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一.生産費及び・所得補憤方式を中心t二種々の米価算定方式・米価をめぐる論議

がしだいに活発化した.そうしたとき，小農生産の特質に照らして，米価を生

産費によって決定しようとすることは，増産という政策目的達成の手段として

は意味がないと主担した井上竜夫の「米価と生産費一小農経済における農産物

価格の形成一 J (r農業経済研究』第29巻l号， 1957年6月)が注目される. さ

らに.米価問題に関 Lては，パリテ 4一価格を上回る生産者価格を設定すべし

との意見が出ていることに反対 L. 労働生産性の低位性の改革こそが必要であ

ると主張した大川一司の「価格体系における米価J (r食糧管理月報』第l巻8

号. 1946年8月)も落とすわけにはいかない文献であろう.

なお，当時の米価決定方式の論議を知るには，それぞれ後に論文を整理尭表

した大槻正男著『米価・生産費・地代J (有斐閣. 1959年) .硲正夫著『米価

問題J (弘文堂. 1968年) .加用信文著『農畜産物生産費論J (楽曲字書房. 19 

76年)等が基本的文献といってよい.

またこの時期は，食糧統制撤廃問題が社会の各階層をまきこんだ論争をおこ

Lていたが，次期以後の食管論議とは立場を逆に Lて， この1952年(昭和27)

段階の食管制度撤廃論は，農民サイドからの食管制度批判を基礎・よりどころ

とするものであった. 1950年(昭和25) に政府は揖河原会談として有名となっ

た会談で食管制度の再検討をおこない，財政当局を中心に統制撤廃の方向で意

毘確認された. しかしながら. インフレーシ aンを恐れた占領当局の拒否に会

い.麦だけが間接統制への移行が決まり，米は統制がつづけられることとなっ

たわけである.いわば食糧が不足を極める「良糧問題」段階の食糧統制問題の

典型といってよいだろう.

最後に，経済発展にともなう農業政策，と〈に食橿政策の変化について農業

保護関税の問題から米価政策の問題まで幅広〈分析しているものに.持田恵三

橋「食温政策の成立過程J(r農業総合研究』第8巻2号. 1 9 54年4月)がある

ことをつけ加えておこう.

少し視点の異なった財政面からの接近としては，高木文堆の『農業と財政』

(財務出版， 1956年)が，主として食管・米価に対する升析として興味深い.



3. 農地制度・政策をめぐる農政論

農地改革はその後のわが国の農地制度を強〈規定し，自作農中心主義という

耕作惜の強い1952年(昭和27)のく農地法〉に引き継がれていった.だから，

農地制度・政策をめぐ.る農政論は農地改革の評価からまず出発しなければなら

ない.

その評価をめぐって，と<，ニマルクス経済学の分野を中心に，戦前の日本寅

本主義論争の再燃というかたちで論争が繰り広げられた.その両者の代表的な

ものとしては，山田盛太郎描「農地改革の歴史的意義J (r戦後日本経済の諸

問題』有斐閣. 1949年)と大内力著『日本資本主義の農業問題J (日本評論社，

1948年)とをあげることができる.

この農地改革の評価は. 1953年(昭和28) の日本農業経済学会大会において

も共通論題「農地改革をめぐって」というかたちで議論されている. こうした

各種の諸論説を見るのに.農政調査会『農地改革に関する諸論説J (農政調査

会. 1959年)は非常に有用な文献である.

ニれら以外に，農地改革に関する論考として見落とすことのできないものと

しては，栗原百寿著『現代日本農業論J (中央公論社. ]946年) .加藤一郎著

『農地改革J (r法律学体系』第 2部.日本評論新社. 1953年) .井上晴丸著

『農業問闇入門J (青木書庖. 1952年) .石渡貞雄著『農地改革の基本構造』

(東京大学出版会. ] 954年) .阪本楠彦著『日本農業の経済法則J (東京大学

出版会. 1956年) .山崎春成著『農地改革と日本農業J (大月書屈. 1957年) . 

大島清著『農地改革と農業問題J (日本評論新社. 1958年)等があげられる.

4. 産業調整政策(労働問題)をめぐる農政論

食糧問題に対処しているこの時期.産業調整政策はまだほとんどなかったと

いってよい. しかしながら.農村に滞留していた過剰な労働力を対象にした研
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究が多数見られた.

まず，国民経済のなかにわが国農業の姿を描き，農業の経済的発展とそれに

ともなう問題を近代経済学的な手法を用いて分析 Lているものに大 JII一司著

『農業の経済分析j (大明堂. 1955年)がある. ここで，農村の過剰人口を限

界生産力の相対的低位性として把握し.その存在は平均生産力の均衡に求める

いわゆる「過剰就業と偽装均衛」の概念・理論が打ち出され.次期にこれが過

剰就業論として尭展 Lてゆ〈わけである.

また，後の過剰就業論につながるという意味でも忘れてはならないものに，

東畑精一編『農業における潜在失業j (日本評論社. 1956年)がある.農業が

経済の高度成長にまきこまれる前段階における労働力利用の場としての農業と

いう昭和20年代の問題意識を強〈反映した古典的文献であり，当時の農村人口

問題や農業就業問題の論議のさまが生き生~と描かれている，

経済発展過程における経済と農業との関連を数量的に分析したものとしては.

東畑・大川編『日本の経済と農業一成長分析J (岩波書庖 I 1956年)および東

畑・大川桶『日本の経済と農業一構造分析J (岩波書庖. 1956年)という共同

研究の成果がある.明治初期以来の経済の発展過程における農業の長期動態を，

農業・非農業という 2部門分析によって，全経済のなかでの構造的把握をおこ

なったはじめてのものとして特筆できるものである. 日本農業の経済他部門と

の相互関連のもとでの把握を目的としてなされた昭和30年代初期までのこの分

野の集大成といってよいであろう.以後の研究の芽が聞所にみられる.

第 3即 戦後第 2期ー農工問問闇対応問一

ょうや〈緩和した米を中心とする主食の需給事情を背景に〈農業基本法〉は

1961年{問和36) に制定されたわけだが.これは明らかに食唖増産一本惜の農

政からの転換を目指したものであった・これ以後，農工聞の所得格差是正.成

畏農産物への選択的拡大.構造改善を通じての生産性の向上等を政策目標とし
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て，わが国の農政は展開してゆくわけである.

この時期は，農業部門と工業で代表される他の産業部門との間の資調配分調

整問題と言う意昧でのシュルツのいう「農業問題 J (速水佑次郎では「農業調

整問題 J )が政策課題となってきた時期であり.これを意識して制定されたの

が〈農業基本法〉であったと言える.

1 .生産・貿易政策をめぐる農政論

1960年(昭和35)前後から以降，ここで言う戦後第 2期は，それ以前とは大

きく琉れの変わった時代だといってよい，第 1期では，米の増産，さらに米中

心の食生活パタ ンの維持・回復が畏政の基本とされてきたが，この期のはじ

めには国民の食糧消費は主主一本から，野菜・果物・畜産物等への多様化の萌

芽をみせはじめていた.

この期のまず最初の農政上の出来事は，農林省が昭和30年代はじめの米の連

続豊作を背景とした企糧消費の多様化に着目して金糧需要分析に乗り出したこ

とであろう.

こうしたおり，企糧需要のパターン変化を的確に予想したのが中山誠記の

「食糧消費水準長期変化について J ( Ii農業総合研究』第12巻4号. 1958年10

月)であった.さらにこれを啓蒙書としてだし話題を呼んだのが中山著『食生

活はどうなるか.lI (岩波書眉. 1960年)である.

その後のこの需要分析の分野では，佐々木脱三や三枝義清および永木正和や

川口雅正さらに唯是康彦等により研究が蓄積されている.

また，との時期は種々のビジョン論が乱立した時JVlでもあった.農林油業基

本問題調査会の E農業の基本問題と基本対策.B (1960年)や経済同友会の『農

業近代化への提言 J (1964年) ，さらに日本経酒調査協議会の『日本農業のビ

ジョン.!I (1966年)や国際化に対応 Lた農業問題懇談会の『日本農業の基本構

想 A (1974年)等があげられる.

一方，投資の経漬効果分析については.生産閃数を mいた土地政良の経済分
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析として清水良平によって始められたことが特筆される.

対外的な貿易政策面では，松岡亮の「貿易の自由化と農業 J ( r農林統計調

査』第10巻与号. 1960年ち月)が，当時の貿易の自由化問題の所在に有用という

だけでなく，日本農業の先を見通した指摘にいま改めて注目される.この期の

終わりごろになって，財界を中心とする農産物自由化促進の主張と農業界の保

護存続の主張とが真っ向から対立しはじめるが，その中心はむしろ次期にある

といってよいだろう.

2.価格政策をめぐる農政論

昭和40年代に入ると，米生産の著しい増加と米消費の持続的な減少傾向とが

つづき.膨大な過剰在庫の顕在化とその処理および処理コストにも困るように

なった.こうした価格支持のマイナスの副産物である過剰の時代を迎えて，食

管制度や米価等の問題を扱った論文・著作が数多くあらわれたのも当然のこと

であった.

そうしたもののなかでも，まず米価凍結論として論議を呼び起こした中嶋千

尋の「米価を碩結せよ J ( r中央公論』第957号， 1967年6月)が注目される.

結局およそ2年後に米価は実質据置きとなるわけであるが，これを起爆剤とす

る論争が種々の雑誌上で掛り広げられた.

ちょうどこの時期は，企管制度改革の論議が高まったときでもあった.

政府の直接管理をやめ市場メカニズムを十分にいかした間接続制を最終の到

達点として，そとにいたる経過的段階についての種々の提案と，これに対する

既得権益仁しがみつく農業団体・販売業者団体の食管制度擁語論のぶつかりあ

いである.

ちょうどこの時期に間接続制移行を精密に検討している力作として馬場啓之

助の『金糧管理制度の改善と改革 J ( r農業構造問題研究』第31号， 1968年10

月)がある.馬場はこのなかで.間接統制に移行するためにはどのような前提

条件が必要かを明らかにしている.
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さらに，小倉武ーを中心とする食糧管理制度研究会は，その報告のなかでこ

うした複雑な数多くの論議を整理・分類している( ~畏業楠遣問題研究』第66

号， 1972年3月参照). 

また，食管赤字の増大を反映してか，財政面からの分析も目についたのもこ

の時期である.膨大な赤字財政の構造と財政負担の内容とその機能に関する分

析が，大内力や佐伯尚美や今村奈良臣等によってなされている.

その他の注目すべき研究としては，大森真一郎著『米価政策史.!I (三一書房，

1960年) I 村上保男著『穀物価格政策の楠造.!I (弘分堂. 1961年) .持田恵三

著『米穀市場の展開過程.!l {東京大学出版会. 1970年)さらに桑原正信編『企

祖管理制度と米の読通Jl ( r講座現代農産物涜通論』第 2巻，家の光協会. 19 

69年)，近藤康男編『食管制度.!I (日本農業年報第17集，お茶の水書房. 1967 

年).小倉武一編『食管制度を考える.1 (家の光協会. 1973年)等がある.

一方，農産物価格政策一般についてでは，井上竜夫の『農産物価格の理論と

政策.!I (大明堂. 1967年)が基本的文献としてあげられる，

3.農地制度・政策をめぐる農政論

この期の農地にかかわる問題は，高度経漬成長にともなう農地価格の土地価

格化と農地の資産価値の増大，さらに資産的土地保有農家の増加という言葉で

代表される.この傾向を 1962年(昭和37)というきわめて早い時間に指摘して

いたのが小宮武ーの「農業構造改善事業についての提言 J ( rr農業協同組合』

第8巻3号. 1962年3月)である.

また，農地政策としては，自作民主義から借地農主義への原則の方向転換の

手はじめとして借地否定主義から借地容認主義への転換が， <農地法〉の1970

年(昭和45)大改正で確認され，政策の転換がなされたのもこの時期であった.

こうした政策転換を先取りしてみていたのが梶井功であった.梶井著『基本法

農政下の農業問題J {東京大学出版会. 1970年)や「農地価格の土地価格化」

で有名な梶井著『小企業農の存立条件.B (東京大学出版会 I 1973年)は. (畏
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業基本法〉以後における畏地政策との関連の中で農業構造の変化について見て

いるものとして注目される，

一方，経E育成長による地価の高騰との関係で農地の転用に関連して，昭和40

年代半ばに地価の理論について新沢嘉芽統と岩田規久男との問で論戦があった

ことは時代を象徴している.これをそれぞれ整理したものとして，新沢嘉芽統・

華山諦著『地価と土地政策 J (岩波書唐. 1969年)と岩田規久男著『土地と住

宅の経済学 J (日本経涜新聞社. 1977年)とがある.

4.産業調整政策(労働問題)をめぐる農政論

この時期になると，節のタイトル(農工問問題対応期)から類推されるよう

に，経演の高度成長過程で農業部門から他産業部門へ労働力の涜出というかた

ちでの農業人口の急激な減少がみられ，農業労働力をテーマとするいくつかの

力作が発表されている.

まず r過剰就業と偽装均衡」の理論に代表される過剰就業論については，

大川一司を中心とする農業問題の近代経漬分析グループ (TEA研究会)のメ

ンバーによる膨大な研究の発展と蓄積がある.その代表的なものとして.大川

編『過剰就業と日本農業A (:春秋社. 1960年)と大川編『日本農業の成長分析』

(大明堂. 1963年)とをあげることができる.

次に，軽漬の尭展プロセスでの労働力の移動に関しては，並木正吉と梅村又

次の貢献が目立っている.

当時.涜行語の 1 っともなった並木正吉の『農村は変わる~ (岩波書庖. 19 

60年)は，農村の構造変化の底涜を労働力聞からいち早く指摘し，将来の日本

農業の姿を予告したという点で重要な位置づけがなされてしかるべきものであ

ろう.さらに並木は『農業総合研究』誌上を中心に農業労働力の涜出による農

業の構造変化の問題に対して統計分析を行なっている.

また，戦前における農業人口の固定性とこれと対照的な戦後の農業人口の減

退について詳細な統計分析を展開している梅村又次の『賃金・雇用・農業』

- 17-



(大明堂. 1961年)も注目すべき文献である.このなかで梅村は，労働力の産

業移動については主として就業機会説でプル要因を，賃金格差説でプッシュ要

因を説明している.

これ以外にも，農家労働力の涜失メカニズムについての研究は膨大なものと

なるが，代表的なものとしては.逸見諦三，増井幸夫，井上竜夫，舘斉一郎等

による理論的・実証的研究があげられる.

一方，農家数や労働力の将来予測については，マルコフ過程論的分析によっ

て農家戸数や農業労働力が終局的に収束する値を推計した神谷慶治の一連の研

究，さらにとれを発展させた清水良平の多数の研究蓄積がある.マルコフ分析

は，推移確率と 2時点の周辺分布から一定の変動仮定をもっ定差方程式体系で

接近し，終局値や平均余命を指標に吟味するものであり，軽音理論面でのチェッ

クがある限りきわめてすぐれたものであるといえる.代表的なものとして，神

谷慶治の『日本農業の可能性 J (勤草書房. 1966年)と清水良平の「わが国に

おける人口移動と産業の地域構造 J ( r農業経涜研究』第36巻l号. 1964年6月)

とをあげておこう.

さらに，まだ農政上の直接の大きな問題とはなっていないが，次期に大きな

政策対象となる兼業農家に閲する論議のはしりとしては.並木正吉による「兼

業農家問題の新局面 J ( Ii'農業総合研究』第25巻2号. 1971年ち月)がある.

第 4節 戦後第 3期一国際間問題対応期ー

197ち年(昭和50)ごろを境として，日本も含めた世界経苗全体が低経済成長

局面に入ってゆくと考えられるわけであるが • t民経請成長局面への移行により

経漬全体のパイそのものの伸びが小さくなるため.当然のように園内での農業・

農政に対する風当たりも強くなってくる.しかし，これとともに海外との関係

が日本自身が先進国になったということ以外でも重要となってくる.つまり.

高度経昔成長期には需要の増加，金生活の高度化によって輸入が増大し.農産
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物輸出国の要望を満たしやすかったが，低成長期になると輸入の増大も思うに

まかせず日本農業・農政への海外からの風当たりも強くなるのである.いわゆ

る国際的視野から日本農業・農政のあり方を論じ，国際聞の問題に対応するこ

とが不可欠となったときといってよい.

1 .生産・貿易政策をめぐる農政論

政策構想フォーラム z牛肉輸入自由化案一国際協調と国内農業発展の両立を

目指して.!I (1978年) .全国農業協同組合中央会1i'1980年代日本農業の課題と

農協の対応.JJ (1979年) .農政審議会1i'80年代の農政の基本方向 JI (1980年) . 

農政審議会1i'21世紀へ向けての農政の基本方向 11 (1986年) .少しピックアッ

プしただけでこれだけの日本農業に閲するビジョン論が出され論議を呼んだ.

そうした時期がこの戦後第 3期である.自由化要求という外圧と財政面からの

内圧が農政を揺り動かそうとしている時期である.

貿易政策面では，主として牛肉やオレンジの自由化問題をめぐって論争が幾

度となく繰り返された.

まず. 1987年(昭和日)に出された速水筒次郎の「農産物貿易自由化の設計 J

( Jj'季刊 現代経漬』第31号)を軸に第 1回目の論争があった.これ自身はア

メリカの牛肉の自由化要求に対して不足払いと組み合わせたかたちの政策提案

であるが.その前提としてとっている牛肉の価格弾力性の大きさとその安定性

の問題に論議は集中した感がある.

第 2回目の論争は，唯是tJf彦の「牛肉・オレンジは自由化できる J ( Ii'エコ

ノミスト』第60巻49号. 1982年11月16日)と藤谷築次・武部陸の「オレンジ自

由化の衝撃は大きい J ( rエコノミスト』第61巻3号. 1983年l月日日)という

シミュレーション分析に基づく論争に始まり rシンポジウム 牛肉・オレン

ジの輸入自由化問題 J ( r季刊 現代桂荷.JJ .第同号. 1983年4月)でそのピ

ークをむかえたといえるものであった.

このシンポジウムにおいては結局のところ.根本的な認識の遣いは，保護水
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準を下げれば農業の産業規模の絶対的縮小のテンポが早まるという見方と，保

護をはずしていかないとかえって縮小テンポが早まるという見解の違いにある

ようである.産業調整のタイムスパンをどのように考えているか，つまり構造

改善の進展の基礎となる「土地革命Jが長期的にみておこりうるのかどうかに

ポイントがあったといえる.

この貿易と関連 Lた分野では，農業保護費用の計測が，速水佑次郎を中心に

本間正義や川越俊彦等によって楕力的になされた.その代表的なものとしては.

速水・本聞の『国際比較からみた日本農業の保護水準J (政第構想フ寸 ラム，

1983年)や本聞の『日本の農業財政の特質J (政策構想フォーラム. 1985年)

をあげることができる.また.農業保護・貿易の問題を本格的に論じた文献と

しては，神谷貫・是永東彦編『農業保護と農産物貿易問題J (農林統計協会.

1985年)が非常に参考になる.

'&に，農業補助金の機能およびその構造については，今村奈良臣が包括的な

分析を多数発表している.さらに農業補助金の経済効果の計側面についてでは，

わが国農業構造をめぐる因果関係からマクロ計量経済モデルをつくったうえ，

シミュレーション分析を通じて補助金等の経済効果を計量的に把握しようとし

たものに黒柳俊雄を中心とした一連の研究蓄積がある.

土地改良投資や農業水利投資等の経済効果についても.主として費用・便益

分析によって間野征告や堀内久太郎の研究があけfられる.

なお，二の祖の経済効果の計ifilJの最近のものとしては.高嶋正彦・黒柳俊雄

編『農政の経済分析J (明文書房. 19BI年)がある.

一方.研究開発・技術普及・農業投資の評価といった研究がすすんだのもこ

の時期であった.農業技術の研究開尭投資がもたらす社会的効果を評価する研

究は主と Lて費用・便益分析を用いてすすめられた. こうしたものの代表と L

ては.秋野正勝による米の品極改良.増井幸夫による家畜人工受精に関する分

析があげられる.また，秋野はこれとともに技術普及の生産関散のシフト要因

としての機能も計量している.技術普及の研究については.これ以外にロジス

ティック曲線等の手法を用いてその要因分析が，組本志良，崎浦誠治.大塚啓
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二郎らによってもすすめられた.

需要分析の分野では，沢田裕によるロッテルダム・モテd ルの適用や内山敏典

の回帰主成分分析を用いたものが庄目される.

2. 価格政策をめぐる農政論

1970年(昭和45)に米の過剰対策(生産調整)は始まったわけであるが， ー

の時期はほとんどすべての農産物に過剰が及んだ時期であり，農産物の過剰問

題とそのための需給調整対策に関するものが多数日の目を見たときであった.

そうしたなかでも，梶井功・藤谷築改稿「農産物過剰の現代的性格J (梶井

偏『農産物過剰』明文書房. 1981年)は，過剰と需給調整の慨念がきわめてよ

く整理されているものである.その他著作としては.先の論文を含む梶井編

『農産物過剰』ゃ土屋圭造編『農産物の過剰と需給調整J (農林統計協会. 19 

84年) .武藤和夫監修『野菜の需給動向と需給対策J (筑波書房， 1985年)等

が基本的文献と Lてあげられよう.

一方，食管制度については，石渡貞雄編『食管一八0年代における存在意義

一J (日本農業年報第28集.お茶の水書房. 1980年)や今村奈良臣編『転機に

立つ食管制度J (家の光協会. 1979年)等があるが.むしろ計量面から制度に

光をあてようというものが L、くつか目についた.

食管制度に対 Lて計量のメスを入れようとした最初のものは，日i主是康彦の

「米麦の需給モデルー食管制度のシュミレーションー J (r農業総合研究』第

32巻l号. 1960年l月)であろう.とくにニの論文は，政策過程を制度方程式と

してモデルに組み入れて計ifliJを実施したニとに大きな意義を持っていると思わ

れる.

ほかに食管制度の分析としては，靖国忠彦摘「食祖管理制度の政治・経済分

析J (r季刊 現代経済』第44号. 1981年9月)があるが，これは制度の簡単

な厚生分析とともに制度の政治的決定過程を研究の対象にしている点に特徴が

ある・また同惜の厚生分析については，生産調整も含めた米価吏持政策の社会

ー 2 1 -



的費用の計測が大塚啓二郎lニよってなされている，

米価支持政策の所得分配面に関する研究としては，沢田学や増井幸夫によっ

て概能的分配の視点から所得補償機能を詳細に分析したものがある. こうした

米に対する研究の最新の成果をまとめたものとしては，崎j甫誠治桶『米の経済

分析J (農林統計協会. 1984年)や山田弘・桜井(宇治編 fコメの経済学J (富

民協会. 1984年)がある.

農産物価格政策一般では，白川清や常盤政治や北出佳昭の研究業績が目だっ

ており，価格安定政策に関しては永木正和や上路利雄さらに武部隆による計量

分析，吉田十ーによる理論的分析等の一連の研究蓄横がなされている.

3 .農地制度・政簡をめぐる農政論

土地利用型農業の生産性を上げるため，規模拡大に向けて， 1975年(昭和50)

に〈農業彊興地域の整備に関する法律) (農振法)が改正され農用地利用増進

事業が始められたが，さらに1980年(昭和55)制定のく農用地利用増進法〉に

よって借地容認主義から借地促進主義へ借地農主義が強化された.

こうした時代のさまが実によく示された基本的文献として，梶井功の『農地

法的土地所有の崩壊J {農林統計協会， 1977年)があげられ，それ以外には.

小倉武一，今村奈良臣，関谷佳作等による研究業績に注意が必要であろう. ま

た近年では.武部陸や宮崎猛の土地の干IJ用権・賃借権に関する研究も注目され

る.

日本農業，とくに土地利用型農業の再編に閲して，将来像をどこに求めるの

か，またどういった調整過程がとられねばならないのかが. この時間最も論議

の的となったといってよい.

それ以前から議論はされてきたが.その起埠剤となったのは.その論理の荒

さゆえか.やはり fNI R A報告書J (総合研究開発機構『農業自立戦略の研

究J1981年)およびその普及に努めた竹中一雄，叶芳和の各論説であろう.

将来像の違いについては，最近，速水佑次郎著『農業経済論J (岩波書庖.
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1986年) .礎部佳彦・常盤政治・保志桐編『日本農業論j (有斐閣. 1986年) . 

梶井功著『現代農政論J (柏書虜. 1986年)という 3冊の本でそれぞれの立場

から整理されたかたちで出版されている.参考となろう.

また調整過程については.米価水準を上げたほうが農地の流動化がすすむの

か，それとも下げたほうがよいのかで論議が進展したが，まだ説得力のある結

論は出されていないようにみえる.経済理論的につめたかたちで，波及効果も

含めた彫明を整理・考察するような研究が期待される・今後の重要な課題とな

ろう.

さて，少し視点の異なったものとしては.樋口員三による経営耕地規模別農

家数分布の構造変化パターンの統計分析がユニークなものとして非常に興味深

いものである.その理論的な説明には問題が残っているが，この今後の進展に

は注意が必要であろう.

また，農家階層構造変動の統計分析についてでは. r農業総合研究』誌上を

中心になされた須永芳顕のセンサスを基にした研究が注目される.

4 .産業調整政策(労働問題}をめぐる農政論

国民経済の大枠のなかで農業を位置づけてみていこうというものに，産業連

関表による分析がある.この分野では，鈴木忠和.舘斉一郎，小野寺義幸.清

水良平等によって，国民経済の高度化の過程のなかで経済全体から受ける膨枠

の変化を解明しようとした研究蓄摘がある.さらに地域分析にもしばしば応用

されるようになったが，そうしたものの代表としては.清水楠[農業および.そ

の関連産業の分析一地域産業連関表による-J (r農業総合研究』第四巻4号

~第30巻2号. 1975年4月rv1976年2月)をあげることができょう.

さらに少し視点の異なったものとして.農産物価格政策が農業の雇用調整・

産業調整に対 Lてどういったインパクトを与えたかを労働移動性閑散の計調IJに

よって数量的に分析しているものとして黒田誼の「農産物価格政策と労働の産

業間移動J {逸見謙三・加藤輯桶『基本法農政の経済分析J (明文書層. 1986 
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年)があげられる.

低経済成長局面に移行 Lておこった兼業農家の「滞留構造Jが多くの論者に

よって指摘されている.兼業農家をめぐる論議については，田代洋一稿「兼業

農家輸をめぐる諸問周J (r農林金融』第33巻5号. 1980年5月)が書考になる.

さらに井上和術ぞ御園喜博や酒井醇ーの研究蓄積も落とすことができない.な

お，兼業農家の農政上の位置づけといった兼業農家論については， 1981年(共

通酎論 r80年代日本農政の選択J)と 1982年(共通討論「兼業農家問題と日本

農業J)の両年にわたって日本農経学会大会で繰り広げられた論戦が，その立

場の違レがはっきりしていて興味深い.
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鐸事 2 茸童 日ヰE 可重注等 0:>重力問]と

崖是業の士也 f立および干支害rjの至芝イι

第 1節はじめに

21世紀まであとわずか10年余、いまぞ21世紀へ向けての長期ピジョン、花盛

りの感がある。 1986年(昭和61)11月には、農林水産省が r21世紀へ向けての

農政の基本方向一農業の生産性の向上と合理的な農産物価格形成を目指してー』

と題する農政審議会報告を発表し、一方翌1987年(昭和62)6月には、経済企

画庁がれl世紀への基本戦略ー経済構造調整と日本経済の展望ー』という総合

的な長期展望を世に問うている。

わが国をとりまく国際的環境が大きく変化 L、社会経済に多〈の不確定要素

が渦巻〈現在ほど、構造転換の方向とそこへいたる道筋を示し得るような長期

的展望が求められている時はないといってよい。

一方で技術革新と経済の成熟化とをベースと Lた長期的な構造転換の方向が

求められ、他方で近年の急速な円高の進行が経済の各側面で格差の加速化現象

を生み、構造調整の必要性を加速化しているという現実がある。

結局、国際協調のもとで対外不均衡を是正しつつ、しかも経済の活力を失わ

ないかたちで.経済成長の成果を国民生活の質の向上に撮り向けるような経済

構造の転換をはかることが求められているわけであるが、こうした経済の大き

な枠組みのなかで、わが国農業をどう位置づけてい〈のか、また斬しい産業構

造のなかで各極の社会経済的役割をどう果た Lていくのか、またそれは可能な

のか、ということを探り考えていくことが本章の主たる課題である。つまり、

今後の望まれる経済構造の転換方向を見据えながら、そのなかで農業という産

業部門が存在 Lうる道を考える手がかりを探りだそうとするわけである。

まず第 2節では、わが国の戦後経済を産業構造の質的変化の過程と産業立地

の移動の両面から概観し、産業構造の変化のプロセスを明らかにする o そして
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こう Lた過去の傾向をもとに、産業構造変化の基本的要因を踏まえた産業構造

の将来展望をおこない、ここにいたる産業構造調整の過程での農業・農政の対

応についても考えることにする。

第 3節では、農業が国民経済において果たしてきた役割を歴史的に撮り返り

つつ、新しい産業構造のなかで今後果たすべき、あるいは果たしうる社会経済

的役割とは何かという点について検討をおこなう。

第 4師では、農業のもつ地域性、地域基盤産業という特性ゆえに、国土空間

構造の利用再踊成の必要性を指摘するとともに、農業の役割のなかで「緑の空

間と国士・自然環境の保全」という役割が、将来ますます重要になることを明

らかに L、そのためにはいま何をしなければならないかを考え、そして第 5節

で本章をしめくくる o

第 2節 戦後における日本経済の展開と今後の方向

1 .産業構造の高度化【 1) 

産業尭展には世界各国に共通してみられるパターンが存在 Lている。国民経

済の発展に対応して、どの国でも、産業構造は一定の法則的な変化を示してき

たといわれている。そして、その変化が発展の段階を示す 1つのメルクマール

と主れてきたのである。

そうした法則的な変化を代表するものに、国民 1人当たり所得水準が高まる

につれて、就業人口(および生産所得)が、相対的に第 l次産業から第 2次産

業へ、さらに第 3&産業へと比重を移してきたという現象がある。これは、最

初にこの一般法則を発見したベテ 1 (Petty， Williom 1623'""-'87. 英}の名に

ちなんで「ベテ 4の法則」と名づけられている。もともとこのベテ fの法則は、

労働力構成の変化について立てられたものであるが、所得構成についても検出

できる。クラーク (Clork. Colin 英)やクズネツツ (Kuznets. Simon 米)
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表2-1 産業発展パターンの要約 (3部門構成)

②/① 相対所得
① 労働力構成比 @ 所得構成比

(比較生産性)

時系列分析 横断面分析 時系列分析 横断面分析 時系列分析 横断面分析

低下;低落
(1以下}

第1l欠産業 低下 低落
低下 iほぽ不変

.--.................ーーー................_-- 一一一一一一-------ー・.a-• • • .・ーーー--------------_.._--

第2次産業 不明確 ! 上昇
( 1以上)

上昇 上昇
上昇 i 低落

ーー.._-_.._-_............_-...ーーー -・・..ーー--..-..ー・・・・・ー.......，.........__._--............._--_...... ....... __................._.. ...... __...___.a.... _"'_"_"''''' .................. _____ 

第3次産業 上昇 上昇
わずか上昇

不明確
( 1以上)

(安定的) 低下 低落

注;1) r不明確」とは傾向を一般化できないケースをいい、全体としては横ばい、ない Lは微増

である。

2)宮沢髄ー著『産業の経済学』東洋経済新報社， 1975年より転載。
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によって検討された労働力と所得の産業構成変動の分析結果は、表2-1のよう

に要約されている。

このような経験法則が成立する要因としては、以下の 3つのことが考えられ

ている。まず第ーは、第 l次産業のほとんどの生産物の所得弾力性が小さく、

所得が増えたほどには需要の伸びが見られないことである。つまり、消費者の

有効需要が、所得水準の上昇につれて、第 1次産業の生産する必需財から第 2

次・第 3次産業の貰沢財的性格のより強い肘・サーピスに移っていくという需

要面の要因が考えられる。第 2としては、第 l次産業は収樺逓減法則に従うの

に対して、第 2次産業では逆にほぼ.収慢逓増法則に従い、第 3次産業の若干の

部門でもこれがみられることである。そのために第 2次・第 3次産業になるほ

ど、資本装備率を高め、多面的な規模経済をともなう技術革新を採択しやすく、

それによって動態的に資本利潤率も賃金串もともに増加させやすいという供給

面の要因があげられる。第 3の要因としては、第 l次・第 2次産業の生産物は

運搬可能で国際貿易の対象となり得るのに反して、第 3次産業の生産物は金融

その他の若干のサービスを除いて、それが不可能なことがあげられる。こうし

た3つの要因が相互に作用しあってベティの法則が成立しているのである。

ところで、こうした産業構成の変化という数量的な経験法則成立の前提とし

て、わが国の場合については、明治期にそうであったように、工業化に先行し

て「農業余剰」の形成・蓄積が不可欠であるという質的経験法則が先行してい

る点を認識しておく必要があろう。

さて、産業構造の変動は、産業全般の構成比の変動だけではなく、第 2次産

業内部における構成変化にも認められる。この点について、ホフマン (Hoff-

mnnn. Wn1 ther Gustnv 独)は、第 2次産業の近代化過程では、消費財産業よ

りも投資財産業の比率が大き〈なるということを「工業化指数Jによって尭見

した。これは「ホフマンの法則」といわれている o しか L、近年の産業連関分

析の成果によると、実は発見したのは「重化学工業化」という経験怯則であっ

て、消費財・投資財産業という最終用途別の 2部門分割による構成比の傾向法

則ではなかったということがわかっている o
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部門構成の変化という局面に重点をおけば、経済の発展はサービス産業の比

重をも拡大させ、サービス産業と物財産業との活動関係そのものにも変化を生

んでいる。フュックス (Fuchs. Victor Robert 米)は、就業人口における非

物財部門に従事する就業者比率が、物財の生産に従事する就業者比率を超えた

事実に、サービス経済化の指原を求めている。

ところで、経済発展段階差に応じて産業構造がとる個性を類型化するには、

「圏内生産J r圏内消費J r輸出J r輸入」という 4つの断面をとらえ、この

動きを比較することが必要である。こう Lた考えにもとづいて、発展途上国

(後尭工業国)についてそのパターンを一般化したものが、 「輸入→圏内生産

→輸出」という流れを考える赤松要の「雁行発展形態Jである。そして先進工

業国についてその発展パターンを「圏内生産→輸出→輸入j というかたちでみ

たものが、ず 7 ーノン (Vernon. Raymond 米)による「フ・ロダクト・サイク

ル論」である。このあたりのプロセスを模式的に示したのが図2-1である o

の考え方にそって戦後の日本経済の変化をみていこう o

プロダクト・サ fクル論によれば、産業発展のパターンの第 l段階は新産業

の導入期である o 戦後のわが国では、 1950年代の前半からの新技術を導入し圏

内市場開発のすすんだ時期がこれにあたる。とくに 1950年(昭和25) の朝鮮戦

争をきっかけとして軍需品の下請工場が特需景気にわき、石炭、鉄鋼、紡績な

どの工業が発展 Lたo しかも、この特需景気以降も圏内市場の急速な拡大に対

応 Lて、石油化学、鉄鋼、合縮、建設などの重化学工業化路線をひた走りに走

ることになっ fこ。

第 2段階は、海外市場へ向けて輸出が急激に増大する時期である。これは 19

60年代前半から後半にかけてであり、重化学工業の国際蛇争力が強まり、輸出

が大幅に伸びた時期である。乗用車の輸出比率は、 1960年(問和35) にはわず

かに4.2%にすぎなかったが、 1970年(昭和45) には22.8%、1980年(昭和55)

には55.4%と生産の半分を輸出するようになった。鉄鋼(普通鋼鋼材}の輸出

比率も 1960年の13.2%から 1970年には24.4%、1980年には27.6%へと急増した。

家電製品についても同憶な動きがみられる。また園内需要の増大に対しても、
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図2-1 斬産業とプロダ・クト・サイクルの過程

先進国 A

先進国 B

発展途上国

輸入
消費 ¥ _.~..'予ヂ
¥司 "'... ..，. .~::.:::::::::y. 

J ...，:.~:.~.:;\:::::}::おG%I訟gfj7' 生産

i新製品導入}む 成熟期 j 標準化期 1 
詑:1) 生産と i肖 il~は実組および点組の1111椋で.桔

出と輸入は生塵・ i肖刊の 21仙組の差のifIif良部

分で.それぞれ示される。

2) 出典は喪 2-1に同 to
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スーパ一、住宅産業、コンビューターなと斬しい業曲が成長し、カラーテレビ、

クーラ一、力ーという 3Cプームカ1おこった o

第 3段階は、輸出先の発展途上国が低賃金を武器として国際観争力を強化し

てくるので、繊維、造船、鉄鋼、非鉄金属など重厚長大型の産業は、これらの

N I C S (新興工業国)諸国との陣争に敗れて、むしろそれらの固から製品を

輸入するか、または、主として工場設備を現地に移転する段階である。同時に、

先進工業国に対する輸出においても国際経済摩擦が激化して、現地企業を創設

し、現地工場製品が輸出製品にとってかわる段階である。

この産業構造再編の第 3段階になると、石油化学、化学肥料、アルミ精練な

どの素材産業は、 2度の石油危機によるエネルギーコストの上昇、需要の減退、

過当蹟争、国際鞭争力の喪失によって、急速に衰退の道をころがり落ちていっ

た。それと対照的に、エレクトロニクスを中心とした加工産業が主役につき、

いわゆるマイクロ。エレクトロニクス革命の担い手となった。また機械部門で

は、自動制御工作機や産業用ロボット、コンビューターによる設計・製造など

のフ 7 タトリー・オートメーシ自ンが進展し、加工精度を高め、省エネルギ一・

省力化を進め、生産工程の合理化を可能にした。

事萌部門では、オフ 4ス・オートメーシヨン化がすすみ、省力化と事務合理

化に威力を尭揮している。また、マイクロ・エレクトロニクス技術は、時計、

カメラ、家電製品、医療器具、自動車などあらゆる製品に斬しい機能を加え、

品質の向上をもたら Lている。このような軽簿短小型の製品に対する需要を創

造し、欧米を中心として、急激に輸出を伸ばしていった。

トフラー (Toffler. Alvin 米)が『第三の披J (The Third Wave. 1980年)

で論じているように、エネルギー消費が少な〈、情報を基本的な資源とする新

Lい第三の披ともいうべき文明のもとでは、かつての産業革命(第二の披)以

来、繁栄をきわめてきた素材型産業は、大量のエネルギーを消費し、巨大な産

業廃棄物を吐き出し、しかも長時間労働、非熟練労働、反復作業、企画化され

た製品に象蝕されるような古典的産業として、衰退の道をたどることになった

のである。
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それらに代わって21世紀を支配するのは、エネルギーにエレクトロニクスと

コンビューター、宇宙産業、海洋開発、生命工学を活用 Lた生物学産業であり、

マハループ Olachlup. Friz 米)のいう情報化時代{または知識産業社会)

およびベル (Bell， Daniel 米)のいう脱工業化社会の到来が予想されるので

ある。

このように工業では、情報化、サービス化が進展 Lたが、国民の消費支出に

おいてもモノ離れが進み、レジ守一、文化、教聾費への支出が高まっている o

家計消費支出のなかで、 1965年(昭和40) には、毛ノに対する支出が67.5%、

サービスに対するそれが32.5%であったのが、 1982年(昭和57)には、モノ支

出が56.6%に減少し、サーピス支出が43.4%に上昇している。つまり、 1980年

代に入ると耐久消費財はゆきわたり、人々の要求はモノよりも人間らしい生活

をお〈ることに重点が移り、さらに週休 2日制の普及など余目白が増えるのにつ

れて、スポーツや旅行、外食などのサービスに対する支出が増加していったo

そのうえ人々の価値観が個性化、多様化して、それが趣味や教養などの消費生

活に反映されるようになったのである。

このように、所得水準の向上と余暇の増大、都市化の進展、高学歴化などの

社会環境の変化は、新 Lいサービス需要を増大させて、それがサーピス産業の

尭展を誘発させ、情報関連産業の尭展を促した Q また、モノに関する消費生活

面でも、生活の社会化がすすむにつれて、外食、惣菜サービス、宅配サービス

などに対する需要が増大し、 1980年代には本格的なサービス経済化時代を迎え

たのである。

したがって、就業人口および圏内純生産の産業別構成の変化によって産業構

造の変化をみると、ベテ fの法目IJ (およびコー IJン・クラークの法則)が当て

はまり、第 1次産業は一貫して相対的に衰退をつづけている。第 2次産業は、

1970年代前半を転機として、それまでは、相対的に拡大してきたが、その後は

徐々に比重を低めている。これと対照的に、第 3次産業は、相対的に伸びつづ

け、と〈に1970年代後半以降、わが国経済のサービス化・ソフト化に対応 Lて

いる(表2-2参照}。なかでも、金融・不動産、電気・ ..，rス、卸・小売業を除
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表2-2 純生産・就業人口の産業別構成比

国内純生産の構成比 就業人口の構成比

年度

(昭和)11第 2次産業|第 2次産業|第 3次産業 l第 1次産業|第 2次産業|第 3次産業

30年 23. l(お) 28.6(先) 48.3 (先) 41. l(誕) 23. 4(お) 35. 5 (先)

35年 14. 9 36. 6 48.8 30.2 28.0 41. 8 

-一一-一一....~-.--....~.....・H・・・・・・H・H・H・..-・H・......也日・..__....，・・一一目白日目白・・・・・・・・・n..............一一一一一一一-ーキ・・一....--.. .......... '"'-------....... ......... _.._.... ..............._..........._ ... 

40年 11. 2 35.8 53.0 23.5 31. 9 44. 6 

1-.."--ー.-.・・4・一-_......_..._--_...............__....・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4・・・・・・H ・.....・H ・.......・4島・...・・一一-一一一--_.......ー........_---_.................._-一一-・一..-_..... -------....__......._-

45年 6. 1 41. 8 52. 1 17. 4 35. 2 47.3 

_.-・........咽......一一一一・・・・・・・・・・ー・---...._--一一一一一一一-~......_-...・......_----_...._-・・-..・・・・・・・・ー・一一一一........ー一一一一一一一一一ー・ 4・..........・ 4・.._----一一-..-.................. 

50年 5. 5 37.3 57.2 12. 7 35‘2 51. 9 
-・・・・・・・....._.一一一一---------------~一一一一一一一一一圃.目..日..目.......一.. 一.. 一.......刊.目.目..目..日.日.. 圃...目.. 目-....-白.. 一.一一.一.. 日.. 目.. 目.. 目..一.. 一...晶.圃..日.日.日.目.日.

....._-_......-.... 申 ..  圃. 圃.. 圃--.._--------_......一...司..................圃一.. 一.一.日. 

55年 3. 6 37. 6 58. 8 10. 4 34.8 54. 6 
一一・・・・・・4 一一・・......................・・・・e・・・・・・・ーー---------------"-.........-....一一・・・・・一一一・・・・_O(~..ー・・・.....・・・・・・・ 4 ー ・一一-....__...................-...・H ・H ・..・一一・--"'......._--

60年 3. 1 37. 5 59. 4 8. 8 34. 3 56. 9 

註;圏内純生産は経済企画庁「国民経済計算年報J、

就業人口は総理府「国勢調査Jにより作成。

q
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u
 



いたサービス関連産業において、就業者の伸びが著 L~'o 

以上述べてきたように、産業の主座が素材型産業からエレクトロニクス産業

へと移っていくにつれて、産業の立地構造にも変化がおこってきている。

素材型産業の尭展がめぎましかった高度経済成長期においては、工業の立地

は 3大工業地帯を含めた太平洋ベルト地域に集中し、これらの地域の過密問題

と東北・九州・中園地方などの中山間部における過酷問題とが相呼応しておこっ

た。 1960年代前半には、いわゆる拠点開発方式によって、この産業立地の歪み

を修正する政策が実施され、水島、匝島、大分のように新産業都市としてめざ

まLい発展を遂げた都市もみられる。

しか L1973年(昭和48) 、1978年(昭和日)と 2度にわたる石油危機によっ

て、重厚長大型・素材型のコンビナートは崩壊の危機に追いこまれ、これらの

寅蹄多消費型かつ公害多発型の臨海工業都市は衰退に向かった。石油危機以降、

急成長した軽羅短小型のエレクトロニクス、メカトロニクス、フ 7 インケミカ

ル、セラミックなどの斬素材の生産を担う新しい先端技術産業は、きれいな空

気と水、および誠実でしかも安い賃金に耐えうる労働の豊富な後進県で、しか

も飛行機輸送を利用できる内陸臨空工業地帯に立地するようになったのである。

さらに、これらの先端技術産業の地方都市への立地移動を後追いするかたち

で、 1984年(昭和59)からは、地方に高度技術集約都市、いわゆるテクノポリ

スを建設し、地方経済の活性化をはかろうとする産業立地政簡が実施に移され、

すでに14地域がテクノポリスの指定を受けている o

2. 産業構造転換の将来展望

現在、わが国の産業構造には、 2つの変化の流れがみられる o

第 lは、技術革新と経済の成熟化による「長期的な変化」である。つまり、

lつには、ヱレクトロニクスを中心とする知識集約化・技術集約化をすすめる

技術革新の流れに対応 Lて、素材・エネルギ一関連産業が相対的に縮小し、加

工組立て産業と知識・情報を活かしたサービス産業が拡大するという構造変化
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の方向という供給サイドから生まれる変化である o そして、もう lつは消費需

要の高度化・多様化ぞいまだ充足度の低いサーピス需要の拡大を目指す需要サ

イドから生まれる変化である。

第 2は、現在の「円高」という国際臆争条件の急速な変化のもとで、産業構

造の変化の必要性がいっそう高まり、雇用や設備の面で調整を迫られていると

いうことである。

日本経済の構造調整を促 Lたのは直接的には円高圧力であったが、それを外

的要因とするならば、内的要因の lつは徐々に進行 Lていった消費構造、消費

パターンの変化であった。この梢費パターンの変化を促した要因と Lては、 2

つのことが考えられる。第 1は、生活慣習の変化、つまりライフスタイルが個

人生活重視となったこと、もう lつは、労働時聞が短縮 Lたことであろう。そ

して、この消費構造の変化に対応するかたちで、供給サイドのいわゆる技術革

新が生まれてきたと理解できるであろう。

これら産業構造の転換方向は、第 lの長期的傾向からこれまでにも雇用を縮

小させてきたが、第 2の円高の進行という流れのもとで調整が急速に進行し、

これらの産業(主と Lて製造業)への依存の大きい、いわゆる製造基地・企業

域下町といわれる地域・地方では、雇用を中心に経済基盤が急速に悪化し、地

方経済の空洞化現象がおこっている o

昭和62年度『経済白書』は、急激な産業構造の転換・変化によって、業祖間

(職樋間)、地域間及び年齢聞で労働需給にミスマッチ(不適合)が発生・拡

大していると指摘し、早急な対応の必要を強調 Lている(図2-2参照)。

こうした雇用を中心とする地域の問題に対応するためには、単なるマクロの

総需要拡大簾のみでは対応が困難であり、実情に即した主め細かな総合的雇用

対策を講ずることが必要となって〈る。つまり、産業構造変化の要因を踏まえ

た将来展望をおこない、産業構造調整の過程で雇用を吸収できる産業を提示す

るとともに、その地域聞の適正な配置を促進 Lうる政捕を示すことが必要であ

る。こう Lた大きな枠組のなかで、いったい農業をどう位置づけていくのか

またいけるのか、という長期を見通 Lた広い視野からの検討が重要となってく
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図2-2 1980"-'85年における就業者数増加の内訳
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るのである。

さて、 21世紀を展望する場合、今後の産業構造は 4つの潮流(基本的要因)

によって変わってい〈ものと予想される o

第 lの潮流は、マイクロ・エレクトロニクス (ME) 、光通信、斬素材、バ

イオテクノログーなどを軸とした「技術革新Jである。たとえば、 ME化は生

産性の向上と多品目少量生産への同時達成を可能にする。そ Lて、直接部門の

就業者が減少し間接部門の就業者が増加すると考えられ、企業の間接部門の高

度化・効率化が重要となり、企業部門へのサ←ピスの中間投入{対事業所サー

ピス等)が増大すると予想される。

第 2の潮流は、ソフト化の挫である o つまり、生活水準の向上を背景として、

モノに対する需要よりも知識や情報、サービスなどの"ソフト商品"に対する

需要が増大するという「需要動向」である。 r楽しみ Jゃ「遊び」の要素、

「迅速性」ゃ「時聞の自由度J、 「安全Jや「快適性」などを満たす方向が、

今後の消費の拡大方向であろう。また、建設需要も住宅・社会資本の整備の進

展やオ 7 {ス需要の増加等から拡大すると予想される。

ところで、この需要面の変化の傾向は、各極統計で目にする「その他J項目

の増大というかたちでしば Lぱあらわれる。たとえば、食料品の消費構造を主

食、それに肉・魚・野菜といった副食という分類でみると、統計的に最も多〈

かつ増えているのは「その他」の食品である。 rその他」とは、従来の枠組み

に入れることができない、あるいは出てきて日が浅いために統計上の分類では

まだ「その他」のままとなっているものである o また同棟に、戦後、の家計消費

の変化をみてみても、消費のなかで最も増えたのは、雑費といわれる「その他」

の支出である。このことは産業分類についても当てはまり、 「その他」の商売

がぞくぞく登場しているのが現実であり、既存の産業に関しても同様のことが

いえる。農業にしても、成長している部門は厳密には第 l次産業という枠を超

えているといってもよも、。各祖の統計において「その他Jの占めるウェイトが

高〈なっているため、 「その他」を考l却に入れない政簡は有効性を失いつつあ

るといえる。産業そのものの「その他J化という多様化こそ、需要面の要因そ
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のものといえる。いまや「その他」部門から目を離すことができない。 (2)

第 3の潮流は、 「高齢化Jの波である。日本は、どの国も経験したことがな

いような速さで高齢化社会への道をすすんでいる。 65歳以上の老人が総人口に

占める書Ij合は、 1970年(昭和45) には 7%強にすぎなかったが、 1980年(昭和

55) には 9%を超え、 2000年には15.6%、2025年には21.8%になるものと推計

されている。このことから、健康への関心が高まり、健康維持のために薬品や

医標サービスに対する需要が大幅に伸びてくると考えられる。

最後に第 4の潮流として、いわゆる「国際分業関係の変化Jをあげることが

できる。わが国は、先進国にキ T ッチアップし輸出に主導されて発展してきた

これまでの段階から、技術・経営資源等の蓄積を基に国際的展開をすすめる段

階に移行し、斬しい国際分業関係を形成していくものと思われる。言葉を換え

れば、加工貿易型からより水平分業度の高いかたちへ、また経済の国際化に対

応して圏内制度の国際化の必要性が増大して〈るものと考えられる o

そうなると、これから尭展する産業は、新技術の棟、ソフト化の波、高齢化

のi皮、さらに新たな国際分業の披に沿った産業であり、これら 4つの潮流が相

Eに関連 Lあって、産業構造を変えていくものと予想される o

ところで、こうした斬しい産業構造への転換は、いったいどういう影響を経

済の各局面に与えるのであろうか。そして、とくにマイナスと考えられる彫特・

摩擁に対しては、どういう対応が必要なのであろうか o

まず地域経済に対して与える影特としては、製造業の雇用吸収力が弱まり、

しかも今後拡大し、大きな雇用吸収力をもっと期待 3れるサービス産業{とく

にマネージメント・サービスなど}も国際機能・中枢機能・都市機能を前提と

した都市型の産業が多く、就業機会の大都市圏への集中が加速されるおそれが

ある。地方の雇用の確保とともに大都市への集中化傾向を緩和するためにも、

製造業の場合の社会資本とはまた異なった都市環境整備(情報・通信インフラ

や人的資本など)を地方中核都市において進める必要がある。

またとくに、近年の急速な円高の進行はわが国経済の各側面で、極々の不平

等(経済格差)の尭生・加速化現象を生んでいるとの指摘がある。第 1は、輸
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出産業(特に製造業)と非輸出産業(非製造業に代表される)との聞に発生・

拡大した格差であり、第 2は、これと密接に関係することだか、地域聞の産業

構造の遭いを反映して、東京対地方の経済格差が拡大する傾向にある。第 3は、

東京圏においてとりわけ特融的にあらわれている、土地所有者と非土地所有者

との寅産格差の発生であり、最後に第 4として、財テク械と非財テク派との寅

産格差の尭生があげられる。

こうした雇用面のミスマッテ、所得資産面の不平等といった矛盾が、急速な

構造転換のプロセスで生まれてきているわけであるが、これは単なる調整過程

の摩掃現象なのであろうか、それとも容易に解消しがたい構造的問題なのであ

ろうか。もし後者の問題だとすれば、的確な政策対応なくしてはゆきずまりが

目に見えている。

結局、新たな産業構造への転換の中で、重層的産業構造を維持 Lつつ、圏内

で重層的に絡みあう企業および産業の聞を財・サービスが週流し、雇用量の増

大と付加価値の向上をもたらす方向で、国民経済の安定化をはかり、労働者お

よび自営業者・農業者への国民所得の分配率を高めるという経済運営のあり方

が、農家にとってはもちろんのこと、国民全体の福祉水準を高めることにもつ

ながるのではないだろうか。

したがって、農業政策の長期路線としては、産業政策的効率視点と国際協調

的視点から農政の基本的な転換をはかろうとする姿勢に加えて、社会政策的視

点、および国土政策的視点にももっと目を向けるべきであろう。つまり、圏内生

産の振興を通じて、食料の安全保障を確保し、同時に農村的地域の経済の活性

化と快適な居住環境の保全、および治山治水効果を実現するために、農産物輸

入の自由化は、それらと矛盾しないテンポで慎重にすすめる必要がある。

わが国の恵まれない国土条件下では、農家が企業感覚をもち生産性の向上に

努め生産費を切り下げるならば、圏内供給価措が国際相場の 4"'5倍水準にし

か下がらなくても、少なくとも鞍額の自給率については現行水準から落とさな

いように、国境保護措置を使って圏内農業を保護することは、わが国農業の長

期的かつ多元的機能の重要性からみて必要であろう。それを国民に納得させう
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るかたちで理解してもらわなければならない。

もちろん、そのためには、農家は、保護農政に甘えることなく、自主的に経

営構造の再編と生産・経営技術の革新によって生産性の飛躍的向上をはかるこ

とに専念しなければならな ~'o 価格政策と保護貿易政策が、単なる生産者の所

得補償のためではな〈て、生産費の節減を誘発 L、それがひるがえって価格政

策に必要な財政コストの節誠につながり、保護水準を徐々に下げうるような政

策効果をもたらすように努めなければならない。

しかし現在、農業構造の再編は遅々と Lてすすんでいない。借地型自立経営

農家の育成と集落営農システムの強化が並行的にすすめられているが、長期的

には、これらの中核的農家が集落営農のオベレータ一機能を担う段階から、数

人でもって機械化営農組合を組織して、集落を超えた広域規模の高収益営農集

団へと変質をとげてい〈。そしてさらにこれが解体して、個人的な大規模借地・

作業受託農家へと展開していくといういくつかの段階が並存する状況がたえず

再生することが期待されている。

しかし、このような方向での農業構造の変革の可能性も、改の 3つの条件に

かかっている o 第 lは、国際分業による専門化の利益と、有機的・重層的産業

構造による多角化の利益との合計を最大にするように、パランスのとれた産業

調整を成功させることができるかどうか。第 2は、 「第4次全国総合開発計画J

人口と産業の多極分散化を誘導し、農村および・地方都市において安定高賃金の

就業機会を車IJ出し、それが農業構造再編によって折出される中高年・婦人労働

を殴収 Lてくれるかどうか。第 3は、財政難ではあるが、財政資金の効率化を

はかり、それを可能なかぎり農地基盤整備や農村生活環境の整備などにまわし、

それによって土地利用型農業において規模の経済を発揮 Lうるような基盤的条

件と有能な後継者や新規参入者が魅力を感ずるような生活環境を形成すること

ができるかどうか、である。
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第 3節 農業の社会経済的役割とその変化

農業政策は、農業の国民経済における役割をどう評価するか、またそれはど

の程度果たされているか、にもとづいて推進されるものである。農業政策の今

後の展開を考えるに際して、日本の経済・社会において果たすべき農業の役割

とは何かの検討をぬきにすることはできない。

国民経済に対する農業の社会i経済的役割は広汎にわたっているが、一般的に

は、以下のような役割があげられてきた。

まず第 lは、国民に対して食料を安定的かつ安価に供給すること、つまり髄

全な「産業」として果たす役割そのものである。農業のもつ役割のうちでこの

部分が最も重要なことはあらためていうまでもないが、そのもつ意味内容は時

代ともに変わってきている。

しかしその本質は、農産物・食料に対する国民の需要の量、さまざま意味の

質、時期、場所、支払い可能価格にちょうど適合するように供給を調整し、し

かもそれらの供給を安定的にかつ適正な供給費(生産費十広義の流通費)で達

成することである。ここで「適正な供給費」の判別規準が問題になる。同一品

質の量産物を輸入する場合の C I F (港受け)価格が、圏内生産費の高低を計

る尺度になるのか。あるいは、農業構造の改善をはかり、そのうえに革斬的な

生産・経営・組織技術を上乗せした場合に実現 Lうる生産費が規準になるのか。

その際、そのような努力の結果達成された社会的供給が、社会的需要とみあっ

て決まる需給均衡価格が規単になるのか。要するに、 C I F価格か、または国

内自給のために構造面・技術面で最大限の努力を払った後の需給均衡価格か、

どちらを「適正度」の判別規準とするのかは政治的判断の課周である。農産物

の種類によってその社会的重要度も異なるから、判別規準は個別的に異なるが、

全体と Lては、パ‘ランスのとれたものでなくてはならない。

第 2に指摘しうるのは、環境保全という大きな機能を農業は持っているとい

う点である。農村空間は、今後、国民の定住・リゾート空間として活用され、

ますます混住化がすすむものと予想される。さらに、自然と農村社会が提供す
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るさまざまな学習・保養・棋楽サービスは、都市住民にとって貴重な活力掠と

なる。生き生きと Lた緑、新鮮な空気、清首IJな水、美 Lい景観、農村の佳統的

な文化、暖かい人情、これらのサービスを享受できるような農業と農村を保全

することは、国民全体にとってきわめて重要である o

第 3には、農業者は、農業経営を営み、さらに林業経営を兼営することを通

じて、 i既報酬で国土を保全し、治山治水効果を国民にもたらしているという役

割である。国土保全という公共財・サーピスを供給する産業としての役割といっ

てもよい。

第 4に考えられるのは、地方経済の基礎・基盤としての農業の役割の重要性

である。農村的地域に向かうほど、農業が地域経済の産業連聞のなかでの重要

な核を形成している。農業の握興が、食品産業および.農業資材産業に直接的波

及効果を及ぼ Lている。さらに、農家の生活の活性化は、農村の消費財流通・

加工産業に波及していく。このように農業は地域基盤産業であるが、国民経済

あるいは特定の地域経済が不況に突入した時には、農家が潜在失業部分を受容

し、緩衝効果をも発揮することになる o この地方経済において果たすべき役割

は以前にも増して重要になるであろう。

第 5にあげられるものと Lて、生命の貴さと和を重視するパランスのとれた

農村の倫理と文化は、保守的な側面をもってはいるが、都市文化の逸脱を緩和

する効果を発揮しているとの考えもある o

要するに、戦後の復興期においては、農業の役割は、食料の安定的供給と潜

在的失業労働をできるだけ吸収・温存することにあったが、高度経済成長期に

入ると、労働と土地の非農業への流出がすすみ、これらの生産資源の低賃金・

低地価供給が非農業の発展を支えた。同時に、農産物のなかでも麦、大E、飼

料用穀物を主と Lて輸入量が世界ーの水準まで拡大し、さらに食料需要構造も

伝統的食生活が洋風化・高度化・社会化するにつれて、会~の過剰から始まって

柑描、聾蚕、卵、牛乳その他ほとんどの農産物に波及 L、麦、大豆、嗣料用穀

物、牛肉を除いては、長期構造的供給過剰状態におかれている。

Lかも、先進農業国における農産物供給過剰は深刻であり、農産物の国際価
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格水準は生産費を下回り、価格支持政策の助けを惜りてなんとか破産状態をま

ぬがれている段階にある。このことは、わが園農産物の国際醗争力が極度に低

下し、農産物輸入の自由化に関する内外の圧力の首位化をまねき、それが財政難

とともに、工業部門における貿易収支の黒字の圧力によって、残存輸入制限品

目ばかりか、国家貿易品目の米さえも聖域でなくなってきたわけである。

同時に木材輸入の自由化および世界的な木材市場の冷えこみの影押を受けて、

国産木材の市場供給も生産費の半値にすぎない状態がすでに10年以上つづき、

今後とも回復の見込みは予見しがたい。

このように、農業も林業も、安定経済成長段階に入ってから相対的衰退をつ

づけ、さらに近年は絶対的嚢退段階へと転落しようとする転機に立たされてい

るo

近年の国民個人消費支出は約150兆円、そのうち30%の50兆円が飲食費にあ

てられている。しかし、 50兆円のなかで農業の売上げになるのは25%の12兆円

にすぎない。残る75%は、輸入先へ 7%、食品加工産業へ25%、流通産業へ27

%、外食産業へ16%支払われている。このように農産物関連産業へ38兆円の売

上げをもたらすばかりではない。圏内農業担生産額12兆円のなかで農業純生産

とLて残るのは 5兆円であり、残る 7兆円 (58%)は農機具産業などの農業資

材関連産業に分配されてしまうのである。

このように農業関連産業に45兆円 (38兆円 +7兆円)もの付加価値をもたら

し、それに対応した多〈の就業人口を安定雇用させている点に、農業の重要な

役割がみられる。とくにこの役割は地域経済を単位にとればきわめて大きなも

のになると考えられ、地域経済における雇用面、そして所得の付与という機能

は無視できないものがある。 (3)

また、わが国の農業は、国民純生産のわずか2・2%しか生んでいないが、 8

%の就業人口比率、 17%の農家人口比率を示し、他産業では有効に価値化しえ

ない高齢者、中年明人労働をも有効活用するという機能、さらに農村在住を通

じて無料で農村の自然・文化理境を保全するという機能を果 Lている o

さらに今後は、農林業の公共サ←ピス提供機能、換言すれば、由民の生活空
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聞の保全、きれいな緑・水・空気供給と治山治水・国土保全機能がますます重

要視される段階にいたるであろう。

このように、農業は食料の安定的供給機能とともι、地域・産業基盤を守り、

さらに生活基盤も保全し、さらに公共財・サーピスを提供するという地域基盤

産業としての機能面において、ますます重要な役割を果たすようになるものと

考えられる。

もちろん、農山村の自然・伝統的文化環境のなかでレタリエーシ aン・学習

活動をおこなうことは、髄康面に加えて情操面においても活力をもたら L、心

身ともにバランスのとれた人聞を育成ドうるという側面も無視 Lがたい。

第 4節 国土構造の展望と農業の役割

1. r全総Jの展開

農業調整問題を産業調整という大きな枠組みのなかで解決しようとすると、

農業のもつ地域性、地域基盤産業という特性ゆえに、産業の空間的立地配置の

再編成、換言すれば、国土空間構造の利用再編成という方向で考えていかなけ

ればならない。

わが国における全国現棋の国土計画は、全国総合開発計画(以下「全総」と

略)である。最近、第 4改の全総が策定されたばかりである o

全総の基本的路線は一貫して人口の全国的な分散と定住化をはかることであっ

た。まず、 1962年(昭和37)に決定された「全国総合開発計画」では、地域聞

の均面ある発展をめざして、拠点開発方式が採用された。次いで1969年(昭和

40に決定された「新全国総合開発計画Jでは、商工業面でも農業面でもあら

ゆる開発可能性を全国土にわたって求め、大規模プログェクト方式が適用され

た。しかし、 1973年(昭和48) の第 1改石油危機にいたる高度経済成長過程で

は、農村から蹴出した青壮年労働者は太平洋ベルト地帯の大都市圏に集中し、
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いわゆる「過密と過暁Jという大都市と農村との聞の所得水準および生活環境

の不均衡を探化させた。

ぞがて 1975年(昭和50)から安定経済成長過程に入り、人口・産業の地方中

小都市あるいは農村への分散の兆しがみられ、国民の生活目憶にも、かつての

物的生活水準の向上のみを追求する段階から、それとともに心のゆとりと緑豊

かな田園都市的生活空聞を求める段階へと移ってきた。この社会経済の動向お

よび国民意識の変換に対応するかのように、 1977年(昭和52) には、 「第 3次

全国総合開発計画」が決定され、居住環境の総合的な整備をねらい、都市と農

村との変慌のなかで都市の再開発と農村の集落を中心とした総合的整備とを並

行的にすすめるために、いわゆる定住圏構想が実施に移された。

この基本的路線をさらに強化しようとするのが、 1987年(昭和62) に策定さ

れた多極分散型国土空聞を形成しようとする「第 4次全国総合開発計画Jであ

る。

問題は、企業・産業の立地配置を市場メカニズムだけにゆだねるならば、こ

れまでどおり、太平洋ベルト地帯の大都市、とくに首都圏・東京国への企業集

中と人口の過密化がすすむだけと予想されることにある。これは、産業構造が

輸出需要依存型であるという点のみならず、むしろ情報化・国際化等が進展す

るなかで、中枢管理機能、金融機能、国際機能等、諸機能の東京闇への一極集

中化傾向がいっそう進行することにより、東京圏への人口集中が加速される可

能性がある。軽薄短小型で情報集楢型のいわゆるハイテク産業への産業構造の

転換が激化するほど、この一極集中型の企業・人口配置はすすむものと予想さ

れる。

したがって、回全総では強力な国土政擁的干捗を実施しないかぎり、多極分

散型国土空聞の形成は、これまでどおり、砂上の楼閣に終わるであろう。

まずは、雇用安定{世先型、内需拡大型産業構造への転換をはかるために、強

力な財政・金融政蹟に裏打ちされた多極分散型国土計画的実施を推進すべきで

ある。それと並行して、過密化のすすんだ大都市では、旧市街地の再開発と高

層化をすすめ、現存する市街化区域内の農地は宅地化を抑制し、生産緑地や市
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実農璽と Lて揮存し忌企業ぞ行政・医療'教育機関の地方中小都市への分散化

に封町、七てー宅地需要を地方都市に向かわせるように誘導すべきである。

地方川地方都帯および農村では新 Lい:罷住区域を開発することになるがーモ

の陣、地f薗が輯対的i二安いだけに、地方都市の斬理居並区墳の麗辺にはさ長いて

ほi!Hi分以内の地域に市民農園"'(>:農業公園を設Ij・て n 高齢4こなるはど大都市事

桂に比ぺて換適性・ 7瞳康世を実感することができるような生活空間を彰成すペ

書である。その際吊農村集落の再整備も裏地基盤整舗も調時にすすめ m 新規居

住.地亘と諮問で利朗 Lうるような註畏センターぞ下*施設を整構 L、都市文fヒ

と農村文化との融合と活性北をはかるべきである。

このよう仁 s 担金総では、地方都市へ母内需志向型企業の配置と生活・文牝

韓設の充実ーをはかりー題辺農村部に安定・高霊童就業概金を提!供するととも l二、

車軽に都市生活文化を車費する損金を与えうるようにう農村中按都市として再

生をはかることを説先させ立ければならない。

さて地こ;のように多量分散型iこ配置された農村中桟都市と農村との爵揺をみ

ると母第 1!こ，両撲の闘で変通轟摺網が整備さ.;r...，上a"2の教育ー底繍格文化、

スポーツ、棋連立どの社会範設がも大'中~ J_l¥都市および農村集落中心部にヰ

それぞれ適正規模をもって配聾され事ど的ような草探いI]j摺部4ニ住んでいても

生活の訣適性を棄現できる持制が整っていなければ立もない。

この£うな社会;経済的立イン 7ヲ又トラタチ T ーの地域措差を是正すること

が大前護にあって、そのうえで現性的農村地域では英 Lい出題空慣と犠先・!保

聾麗揮が配置され、中核都市註果が羽婦~)で訪れるようになり、 f生方 h 農業者

側iま，観光ー探整サ{ピスだけでな<>部公害農産鞠またはその加工品を車莞

して草場出荷よりも宥利な莞土げをあげることがで・9るように止ろう。

申額郵甫の近部地域iこなれば、地方自治体が主導して農業公園を開設 L、そ

こに域農家または麗家組織の経雷する観光膿揮とともに都市註民のため母市畏

農軍、学按韓国が配盟:されもさらに生活撞開帳台苧市東団体立どが出資して、

また地方公共盟体も支捜して、 2軍費主義でやって五叫するようなスポーツ・レグ守

一雄置を配置するように止るであろう。もちろん、自鵠斡や公掴i立美t.<:課金
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され、公共財として市民散買の場を提供することが必要になる。

以上、回全総にいたる全総の基本路線に関するピジ aンのなかで都市近郊-

j毘住地域型農業開発の果たすべき役割を位置づけてきたが、国土利用の公共経

済的機能を実現するためには、私経済的市場メカニズムだけに任せていては、

全総のビジョンに逆行する現実 Lか期待できないであろう。

2. 都市近郊・混住地域型農業開発の課題

前述したように、 「円高不況」が探刻化し、国際時争力の弱 L、林業・鉱業、

加工度の低い繊維・雑貨、重厚長大型の造船・鉄鋼・非鉄金属・食品加工・窯

業などの地域中小都市と農村地域に立地する産業・企業は軒並みに廃業・縮小

あるいは海外転出という方向に追いこまれている。急速な産業構造転換に伴う

摩擦は、回全総において期待される多極分散型の国土空間の形成 (4)とは逆行

する方向に展開しつつあるともいえる o

問和58年度「農業白書」をふり返ってみよう。そこでは、 f50年代前半には、

郡部の人口が増加し、大都市と地方との就業機会や生活水準の格差が縮小した

こと、国民の価値観が多様化し、ゆとりと生きが L、を求める意識が強まったこ

とjが強輔され、活力ある農村地域社会の形成のためには、 「むらと新住民と

の交流」だけでな〈て、 「農村と都市との交流」が必要であることが主張され

ていた。つまり、国土・自然環境の保全と緑資源の維持培養という公益的機能

の実現を基盤として、農村のレク IJ エーシヨン的利用、学童農園や観光農圃に

おける農作業の体験や自黙とのふれあい、農村文化とのふれあいの場を都市住

民に提供し、他方では、農業者による関連サービスや農産物・加工品の販路の

拡大を通じて所得7Jd撃をあげ、また楕神的活性化を誘発するという効果が期待

されていた。

昭和59年度「蝿業白書」でも同障に、 「都市住民に自然とのふれ合いや、や

すらぎの場を提供し、都市住民の農業・農村への理解を探め、都市住民の参加

を求めつつ、活力ある農村地域社会を形成することが重要になっている」と強
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調し、都市と農村の交流の効果として、 「新鮮な農産物の消費と販路の拡大」

「心のふれあい、人間関係の再確認」などを実態調査にもとづいてあげていた。

しかし、昭和60年度「農業白書」になると、農村と都市の交流による農村の

活性化は、なんら新味を加えるものがないためか彫をひそめ、混住化 Lた農村

住民自体のなかで少数派の農家と多数派の非農家が相互に理解を深めつつ農業

生産活動と地域社会運営の円滑化をはかり、自立的に農村地域社会の活性化を

はかる方向が力説されている o 具体的には、 「ふれ合い農園Jの設置による住

民の農業の体験、農薬散布ぞ溝さらえなどの共同作業についての新しいルール

づくり、照りの復活、朝市の開催などの活動である。

昭和61年度「農業白書Jになると、再び.r聞かれた農村づ〈り」をめざ、して、

都市住民の価値観やライフスタイルの多棟化が強調され、農業・農村に対する

国民のニ ズが、 「生産性の高い農業の育成を通じて、食料を安定的・効率的

に供給するという機能に加えて、心のやすらぎや憩いの場、青少年の教育の場、

ゆとりのある居住の場、伝統的な文化・芸能の保存と継承の場としての機能な

どにも重点を置かれるようになってきているJとしている o

農村開発企画委員会の調査「農業・農村と教育に関する懇談会調査J (1977 

年3月刊)によると、首都圏では、 3割弱の市区町村が農山挽村との体験交流

に取り組んでおり、みずから農作物の栽培に親 Lもうとする都市住民のニーズ

の高まりを繁栄して、市民農園などの整備がすすんでいることを報じている。

国土庁「農村における地域活動分析調査J (197661年3月)をみると、調査

対象2.653市町村のほとんどにおいて「むらおこ LJに関するイベントなどが

展開され、その中で「農村景観の保全・形成、青少年の教育、市民農園の設置、

大規模農業公園の整備などによって都市との交流守地域間交流が今後もますま

す発展してゆ〈こと」が期待されている。

また、上記農村開発企画委員会の市区町村に対するアンケートによると、 3.

146市区町村のうちで、市民・区民農閣を設置 Lているものは485市区町村、総

面積約836haであり、と〈に東京都・大阪府では 5'"'-'6書IJに達していると報じ

ている。
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さて、以上のように、わが国経済の安定化と成熟化がすすみ、さらに高齢化

と価値観の転換が上乗せされて、それらが「都市と農村との交流Jr緑資源と

農村文化の中で惜康と心の憩いを求めたい」という国民的ニーズとして結品し

てきた段階に入ったのである。それにこたえて上記のような農村側の対応がみ

られているのであるが、このような国民的ニーズは今後とも安定的に持続し、

増大するものであろうか。あるいは異なる方向へとそれていくものであろうか。

現在、円高不況は深刻化しつつある。 1987年度(昭和田)末には、完全失業

人口が200万人、欧米式の定義によると、完全失業率は、わが国がこの30年来

経験したことがないような 5"-'6%水準に達するものと予想されている。

今後、円高不況に対応する産業構造の転換過程において、勤労者大衆の就業

状態は不安定になり、かつての中流意識のなかに安住していたような気持ちに

ゆとりのある段階から、気仕しく収入の増加を追い求める段階に逆戻りする可

能性がある。福祉関係予算も削られ、勤労者は、迫りくる高齢化・低福祉時代

に備えて、これまで以上に超勤に励むようになるのではないだろうか。

しかし他方では、自然に親しむスポーツ、レジャー、土いじりによって、心

身両方の髄康を維持したいという願望はますます強まっている。結局は金と時

聞をかけずにこれらの願望を満たす志向は、居住地、つまり都市市域内あるい

は都市近郊地域内で、日帰り以内の短時間を費やし、支出も節減しながら、緑

と土と水に親しむという「堅実型Jニーズになっていくのではないだろうか。

要するに、 『農業白書』にあらわれた都市住民の農村の保養・娯楽サービス

に対する有効需要は、今後の不透明な経済動向を背景として「堅実型」に変わ

り、これに応える農村サービスのなかで最も需要が高いのは、都市近郊混住地

域において林道の整備された林野の提供であり、さらに美しい農地と林野に固

まれしかも伝統的・歴史的文化を象慣する寺社・家屋が残っている集落、森林

公園、農村公園、さらに農業会圏、観光・レグ守一農園、スポーツランドのサ

ービスである。とくに歩いて通える範囲にあり、しかも美観を保てる市民農園

などが要求されるであろう。したがって、混住地域に立地する林野を開発して

このような「白熱・農業サービス直接i出費型Jの農村・農業公園を造成するこ
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とは、都市住民、とりわけ勤労者大衆の「堅実型j需要を最も効果的に充足す

る対象であると高〈評価できる。

以上、農村の「緑の空間と国士、自然環境の保全Jという役割が将来ますま

す重要になることを明らかにしたが、これに関連して国土庁「日本21世紀への

展望Jは改のようなピグ日ンを描いている。 f21世紀に向けて、産業構造の変

化や情報受発信機能の充実などを背景として、地方中核都市がその中心を担い、

全面的な都市化社会が到来する。しかも市街地の人口低密度化が続き、都市周

辺農村に都市住民がj輩出する。このようにして、これまでの過密の害を克服す

るために分散型社会化がすすみ、共生・ネットワーク型国土を作り出すことが、

回全総の課周になる」と。

問題はj昆住化の進展が優良農地のスフ・ロール的揖廃につながらないようにす

るためには、産業別あるいは都市・農村・区域別の縦割行政から、連係行政へ

と飛躍することが不可欠である。連係行政の日揮は、都市と農村との聞の交通・

情報網の整備や都市の教育・医擦・文化・社会サービス用の公共的施設のネ'')

トワークの整備を通じて、一方では農村住民の生活要求を都市住民と間程度に

充足 L、他方では都市住民との交流を通じて農村地域の自然、伝統文化、精神

的豊かさの価値を再評価し、就業機会の増大、農村文化の揖興、高齢者の活動

の場の確保、森林資糠の管理への都市住民の参加の受け入れなどを通じて、農

山村社会の活力を高めていくことである。

他方、都市住民に対しては、農山村の自然環境ぞ伝統文化にふれ、斬鮮な農

産物を消費し、児童生徒の体験学習、農山村住民との心のふれあいを通じて、

心身の健康を増進し、心のやすらぎと活力とを取り戻すことをねらっている o

要するに、農村と都市との対立の時代から補完・共生の時代へと転換すること

が期待されているのである。

農村社会は、今後、非農家の安住空間として重要性を増すとともに、一方で

は生きがし、営農を求める高齢農家や無専従安定兼業農家が多数存在し、他方で

は本格的に農業生産に生活を賭けた自立経営農家ゃ、青壮年専従農家が残留し

て、所得経済面では多棟性をきわめるが、地域ぐるみの集団営農や農用地の集

- 50 -



図的利用調整などの共同システムの形成と管理を通じて、農林業の掻興をはかつ

ていくべきである。

また、生括経済面では、共益財かつ半公共財としての生活用共同利用施設の

整備や農村文化の再生などの面において、農家も非農家も共通の関心をもち、

また青年、婦人、高齢者もそれぞれの特性を生か Lて幅広いむらづくり運動に

結集することが期待されている。とくに農村人口の高齢化は20年先行している

が、これらの高齢者は、手づくり的農業生産、地場加工品づくり、伝統的な文

化や技能の保存など、農村の特色を生かした多様な文化において、生きがし、を

もって活動することが期待されている。

第 5節おわりに

技術革新と経済の成熟化とをベースとした長期的な構造転換の方向、急速な

円高の進行がもたらす早急な構造調整の必要性の高まり、こうしたなかで、経

済成長の成果を国民生活の質の向上に振り向けることができるような斬たな産

業構造の姿と、そこへ至るスムーズな道筋を示すことが求められている。

農業政策は、農業の国民経済における役割をどう評価するか、またそれはど

の程度果たされているか、にもとづいて推進されるべきものであるが、本章で

は政第の今後の展開を考えるに際して、望まれる新 Lい産業構造のなかでの農

業の位置づけ・経済社会的役割の検討に主たる課題を置いて主た。

農業・農村の社会経済的役割は、一言でいってしまえば、①食料の安定的・

効率的供給、@活力ある地域経済・社会形成の基盤、@婦の空間の提供と国土・

白熱環境の保全、であると整理できるが、新しい農業政策は、これら 3つの役

割をパランスよく総合的に実現することを課題と Lている。そのためには、こ

れまで不十分であった第 2、第 3の役割の達成を補強することにも力点、をおき、

都市政策と有機的に関連づけ、調整をとりながら推進しなくてはならないので

ある。
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【注】

正1)本項は、日本経済新聞社編『ゼミナール 日本経済入門J (日本経済新聞

社. 1985年)を中心に他の文献で補いつつ整理・要約したものである。

住2)この考えは産業分類にも当てはまる。従来の第 1次産業、第 2次産業と

いった分野そのものが陳腐化 L、そういった枠組みに入らない、 「その他」

産業が尭達し、大きな役割を果たすだろうと考えられるのである。こういう

考え方は、政府の中にもあらわれている o 経企庁の r21世紀への基本戦略』

のなかでは、 l 改、 2 次、 3 改の産業分類にかえて、 l~ 、 2~ を統合 L た

「物財生産部門」、 3次を 2つに分割 Lた「ネットワーク部門J r知識・サ

ーピス生産部門」の 3部門分類によって産業構造の変化をとらえようとして

いる。

佳3)ただここで注意すべき点は、農業の重要な役割ではあるが、必ずしもすべ

てが圏内農業の役割とはいえない点である。たとえば、食品加工は輸入農産

物によっても可能であるし原料コストを下げることもできる。この点は大な

り小なり他の関連産業についてもいえることである。多くの就業人口を安定

雇用させているといっても、またそれはかなりの地域農業の貢献ではあって

も、日本農業の固有の役割とはいえない点である。むしろ重要なのは、ある

特定地域にとっての安定雇用の場の提供という側面に注目すべきであろう。

注4)この点に関して、京大農学部の祖国修の改のような提唱が事考になる。自

立した fJII下から川上にいたる流域経崩圏の再生」および「沿岸中小都市の

活性化」、そ Lて両者を結合した「櫛上多核分散型国土空間の形成」という

西ドイツ型国土計画に匹敵する独自の日本型国土計画を祖国は提唱している

(祖国修稿「日本経済の展開と農業・農村の新しい役割Jr農林業問題研究』

第85号. 1986年12月)。

- 52-



声高 3 室主 屋呈重量正生E空転 dコ王見ヰ犬と

正文穿寵イ:本子長の牢寺量冨

第 l節はじめに

近年、わが国農業に対してますます厳しい批判が内外から出され、現行農業

政策のあり方についても各界からさまざまな問題提起がなされてきた。こうし

たなかで、高価格支持に典型的に見られるわが国農業保護のあり方はこのまま

でよいのか、そして、日本農業が産業として自立しうるにはいかなる新たな農

政の方向づけが求められるのかなどが問われている。

そこで本章では、高度経済成長期におけるく農業基本法〉以降の農業政策を

対象として、農業政策の現状と特質および目的一手段の重層的構造をもっ政策

体系の変化とその特質を明らかにすることを課題とする。あわせて、今後の農

業政策のあり方を展望する際の基本的視点についても明らかに Lたい。

本章の構成は以下のとおりである。

第 2節では、まず農業法制の側面から主として歴史的に農業政策の変化をお

い、法体系の特質を明らかにする。

つづいて第 3節では、農業予算の側面から検討を行ない、財政特に補助金財

政について特質を明らかにする o

さらに第 4節においては、各種手段別政策の側面に分けて、それぞれの個別

手段体系の現状とその特質について明らかにする。

つづく第 5節では、現行農業政策に見られる政策の基本理念、農業政策目的

と手段との関係およびその整合性について明らかにする o

最後に第 6節では、 1986年(昭和61年)11月に公表された農政審議会報告

f21世紀へ向けての農政の基本方向Jにふれ、わが国農政の将来方向について

若干のコメントをおこなってむすびとする。
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第 2節 法制度面からみた現状と特質 1)

農業に関する法律は、実際の農業政策や農林行政のもとになるものである。

これらの農業関係法律は、実際の社会経済情勢の変化に対応すべ〈、しばしば

修正が加えられ、今日に至っている o その体系は複雑多岐にわたっているが、

戦後の日本の農業政策は、 く食糧管理法> 0942年)とく農地法> (1952年)

を基軸として展開されたといわれる o その他の農業法も、この 2大農業法を性

として公布・施行されてきたといえよう。そこで本節ではまず、今日にいたる

日本農業の性格を形成してきたさまざまな農業法令が、いかなる展開をみせて

きたのか、いいかえれば、現行農業政策が根拠としている法制度は何なのかを

追究することにしたい。

以下では、今日の農業政策の基礎をなしているく農業基本法〉の制定 (1961

年)以降の農業法令の流れをみてみることにしよう。

第 1期(1960年"'66年)は保護農政から合理主義的農政への転換がはかられ

た時期といえる。農業の近代化・合理化をめざすく農業基本法〉の理念を具体

化しようとする点に、この時期の農業法令の特徴がみられる。

主要な法令と Lては、 〈果樹農業橿興特別措置法> (196l年)、 く農業基本

法> (1961年)、 く農業近代化寅金助成法> U961年)、 〈畜産物の価格安定

等に関する法律> (畜産物価格安定法. 1961年)、 く農地法〉改正(1962年)、

〈野菜生産出荷安定法> • (I966年)などがある。いずれも、 〈農業基本法〉の

住となった農業構造改善、農業の選択的拡大が中心であったことがわかる。

次iこ、第 2期 0967rv72年)は、いわゆる総合農政の展開がみられた時期で

ある。この期の農政の特融は、依然と Lて構造改善がすすまないとの認識のも

とに、価格政策の市場介入型から不足払い制度への一部転換、離島促進、米の

減反政策の開始、農産物の輸入自由化促進政靖等の総合的な観点から農政が展

開されたことである。
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主要な農業法令と Lては、 〈農業彊興地域の整備に関する法律> (農彊法.

1969年)、 く過疎地域対策緊急措置法> (I970年)、 〈農業者年金基金法〉

(I970年)、 〈農地法〉改正 0970年)、 〈卸売市場法> (1971年)、 〈農業

災害補償法> (1971年)などがあげられよう。

第 3期(1973rv76年)に入ると、わが国経済の国際化時代に対応すべき農政

の展開が要請されるにいたる。つまり、世界的なスタグフレーシ日ンの広範な

浸透にともなう物価高騰、車用調整、穀物を中心とする世界的な農産物需給逼

迫基調の持続等、内外の厳しい環境条件のもとで、農政は斬たな対応を余情な

くされるにいたったのである。

この時期の主要な農業法令と Lては、 〈農業近代化資金助成法〉改正(1973

年)、 〈農用地開発公団法> (I 974年)、 〈国土利用計画法> (1974年)

く農彊法〉改正(I975年)などがある。いわゆる農地関連 3法の成立による農

地流動化の推進、そして米をはじめとする農産物過剰への対応が主たる住とし

て展開されている。

第 4期(1977"-'84年)においては、低成長経済のもとで価格政策偏重から構

造政顕重視へと政策の重点が移行されるとともに、地域農政の展開がみられる。

この期の主な農業法令としては、 〈農用地利用増進法> (1980年)、 〈農地

法〉改正(1980年)、 〈農業委員会法〉改正(1980年)、 〈食祖管理法〉改正

(1981 年)、 〈農業改良助長法〉改正(1983年)、 〈酪農及び肉用牛の握興に

関する法律> (酪農掻興法)改正(I983年)などがあげられよう。

以上、経済社会条件の変化区分に応じてそのj聞に成立した主要な農業法令を

列挙したが、 1960年(昭和35) より現在にいたるまでに成立した農業法令の数

は261にも達している幻。そのなかでも、農地をとりまく橘利関係を規定する

農地制度は、わが国農業政策の重要な住となってきた点をここでは確認してお

こう。また、図3-1は現行の主要農業法令を政策対象分野別に分類し、それら

の相E関連性を図示 Lたものである。
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図3-1 現行主要農業法令の位置づけ
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費
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O農地法
O農j辰法
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O農業共済基金法
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第 3節 予算面からみた現状と特質

次に、わが国農業政賓の特徴を政府の基本的な経済行為である財政支出の実

態を通じて探ることにしよう o 農業財政の分析に際しては、まず一般会計予算

における農林水産予算、とりわけ農業関係予算の位置づけを明らかにする必要

がある。ここでは農業予算の時間的な推移とその内容の変化時重点、をおいて考

案をすすめたい。

農林水産予算の中で農林関係予算の総額の推移を、 1960年度(昭和35) 、19

70年度(昭和45) 、1980年度(昭和55) 、1984年度(昭和59) の異時点聞の比

較でみれば、名目額でそれぞれ順に 1669億円、 9921億円、 3兆7765億円、 3兆

4597億円となっている。さらに、そのうち農業関係予算についてみると、それ

ぞれ 1386億円、 8851憧円、 3兆1084憧円、 2兆7922憧円と、 1960年度から 1980

年度までは着実に増加してきたが、その後停滞し、 1984年度予算(当初予算)

ではその絶対額を低下させている。 1970年代後半から 1980年代の前半の推移を

年次別に詳しくみれば、正確には1979年度まで比較的高い伸び率で増加するが、

1980年度から伸び率は低下しはじめ、 1981年度を境に、 1984年度まで低下の一

途をたどっている(図3-2宰照)。このことは、一般物価の上昇に起因する予

算額のスライド的な引き上げと、農政のニーズによる追加的増加との 2つの理

由によって、 1981年度まで増えつづけたが、行政改革元年とよばれる 1981年度

以降、財政再建という予算総枠のしめつけのために減少せざるをえなかったと

いうことを示している。

次に、農業予算の一般会計予算に占める割合をみてみよう。この場合、 1965

年度から 1975年度までのほぼ10年間、平均して 10%の水準を超過していたが、

その後は低下頗向を示し、 1984年度は約8・8%にまで落ちている。絶対額と割

合の低下傾向のはじまりには、 5rv6年のギ-Y'lIプがあるが、これは一般会計

予算の伸び率が、農業予算の伸び率を上回ることによる(図3-2幸照) 0 

しかしながら、 1981年度以降、絶対額も割合も低下していることは、農業予

算の比重がさらに輪をかけて縮小化していることを物語っている。予算の大小
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図3-3農業関係予算の政策別推移農業関係予算の年次別推移図3-2
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図3-3農業関係予算の政策別推移
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イコール重要度の大小と決めつけることは一概に断定できないが、それでも農

業予算は次第に軽視されてきているといえることは事実である。

さらに、農業予算が、施策別にどのように配分されているかを図3-3によっ

てみてみよう。この図で注目すべきことは、価格政策の配分割合の変化である o

1961年度から 1970年度まで価格政策のための予算は逆に増え続け、割合でみて

44.4% (1970年度)にも達している。この時をピークとしてその後は減りつづ

けている。その減少分は、生産・構造両政策による農業構造の改善あるいは農

業従事者の福祉の向上の増加によって補われた格好になっている。

この背景には米の過剰問題があり、減反政策がi栗〈関連しているが、最近の

動きについては、それだけが原因ではないと考えられる。それは、価格政策か

ら構造政策へという農業政策の推進方向の転換がなされ、その方向転換による

価格政策の予算書j合の低下となったとみたほうがよいであろう。

つづいて、国民経済における農業の役割という観点から、農業予算の支出構

造をみることにする。表3-1によれば、経常支出、資本支出、移転支出への配

分比率は、時間とともに大きく変化 Lていることがわかる。すなわち、 1960"-'

1970年度の聞は、資本彰成よりも、移転支出、と〈に食糧管理費が大きかった。

ところが、しだいに移転支出は低下 Lてきて、 1980年代に入ると資本形成への

支出が、相当に増大されている o

これらは、各時期ごとの農業や国家財政の諸事情に大き〈影押されている。

たとえば、生産調整のためには移転支出による手段が用いられ、構造改善のた

めに寅本形成の手段が採用されるてきたことは明確である。そ Lて、今日では、

構造改善に資するべく資本形成への支出をとくに重視しているのである。

しかし、いずれの場合においても、総農業予算に占める補助金の割合は大き

い。その補助金のあり方をみてみると、表3-2(ニ示すように、経常補助金より

寅本補助金が多いことがわかる。今日の農業総固定資本形成における資本補助

金の比率は、 45.3%と高〈、経常補助金の農業総生産に占める割合 9.0%と比

べれば、農家・農村においてその役割・位置づけは非常に大きいと考えねばな

らない。
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経常支出

資本形成

移転支出

表3-1 農業予算の経済性質別分類

1960年度

203 

(14.8) 

635 

(46.3) 

533 

(38. 9) 

1965 

355 

(10. 3) 

1. 276 

(37.1) 

1. 813 

(52.7) 

1970 

110 

(8. 0) 

2. 839 

(21. 1) 

5. 735 

(64. 9) 

1975 

1. 162 

(8. 9) 

5. 642 

(28. 4 ) 

12.498 

(62.8) 

{単位:憧円)

1980 

2.813 

(9. 1) 

11.148 

(31.9) 

16.382 

(53. 0) 

1983 

2. 826 

(9. 5) 

11. 529 

(38. 1) 

15.455 

(51.8) 

!明 r--------:::---T----~-.-~-::---r----::-~-~-~---T..---~-~-~-:-~..-r----~~--~-~-~--.r--.-~:-.:-~-~

1管理費 I(21.1) I (35.0) I (51.6) I (46.0) I (30.8) I (30.6) 

佳;1) ( )の中の数値は農業予算に占める割合 ( %)。

2)食糧管理費には、食管会計繰り入れ等のほかに生産調整費(水田利用再

編対軍費~稲作転換対策費など}のなかの移転的経費も含む。

3)大蔵省「農林水産省所管歳出決算報告書Jから作成。
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表3-2 農業における経常補助金と資本補助金

(国費および地方費)

(単位:十憧円)

年 度 1970 1975 1980 1983 

経常補助金① 156 185 556 585 

農業総生産② 3.254 5.970 6.099 6.470 

①/<ID 4. 8 3. 1 9. 1 9.0 

資本補助金③ 301 702 1. 494 1. 538 

農業総固定資本形成④1.012 1. 012 2. 234 3.425 

@/④ 29..7 31.4 43. 6 45. 3 

注:1)経常補助金とは、財貨・サーピスの反対給付をともなわないで政府から

農業事業体に一方的に交付された資本形成以外の経費にあてられる補助

金をさす。

2)資本補助金は、農業総固定資本形成に関して政府より一方的に交付され

た補助金をさす。

3)農林水産大臣官房調査課『農業および農家の社会勘定』より作成。
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第 4節 手段別農業政策の現状と特質

1 .構造政策

あらためていうまでもなく、構造政痛とは既存の農業構造を改善するために

実施される諸施策からなる政策手段を総称 Lたものである。それぞれの施策の

もつ目的は単ーではないが、いずれも農業構造を与件とみるのではな〈、その

改善を通して生産性向上をはかるという目的を達成する政簡をもっ一連の施策

であることは共通している。そのねらいは、中長期的に、農業を国民経済の一

産業部門として確立することと表現できるであろう o

構造政策の手段は、 く農業基本法〉との関連でいえば、(1)農地政策、 (2)農

業生産基盤整備、 (3)農村整備、という 3つの柱からなる。そして、これらの

3本の住を核とし、この総合的な推進が実現されてはじめて構造政軍としての

効果が十分に発揮できるものとされている。表3-3は、わが国現行の構造政策

の手段体系を示したものである。

(1)農地政策

これは、①優良農地の確保及びその有効利用、②農地の流動化と中核農家の

規模拡大を目的とする政策であり、以下に示すさまぎまな政策手段がとられて

いる。

①優良農地の確保およびその有効利用

1壷良農地確保のための第 1の住は、 「農地転用許可制度」である。これは、

現況主義を基本とした一筆統制のく農地法〉を桐拠として、その第 4条「権利

の設定、移転をともなわない転用の事実行為に関する規制J、第 5条「橘利の

設定、移転を伴う転用の法律行為に関する規制J、および第73条「国の助成事

業による農地の権利の設定・移転をともなう転用の法律行為に関する規制にお

いて農地転用に関する規制」をおこなっている。

また、農地転用の許可は、別途に定める「農地転用許可基準幻」に沿ってそ

の他の判断事項をも勘案 Lながら、適正な国土利用の実現をはかることになっ
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表3-3 構造政策の手段体系

手 段 l
 

L
ド

hu
d
『 度 等

民地政策

-農地転用許可制度

.農恒制度

・「都市計画法による市街化区域およ

び市街化調整区域の区蹴区分と農林

漁業との調整措置等に関する方針」

. r市街化区j虫および市街化制轄区j戒

の区j成区分とtE林業との制整の迎JIJ

農地法第 4.5.73条，許可基準

牒用地利用計画

都市的土地利用との調控(建設省

との協議の際の方針である)

方針について」

-農用地利用増進事業およびその助成 農用地利用増進法，農用地利用促進

措置 事業，地域農政推進対策

-農地保有合理化促進事業 農地保有合理化法人(県公社〕

. J1~業者年金制度 民業青年金事業，高UJ1!!給付金の支給

. ll~ Jtl~ ~~JI~ i!H1 ~~llIJJ[ tt fki刷業命日.I~ 1~ J<I!口;

. J}~ x':構造~f!'Í'事業 新政染防造改許lJ~業後 JUJ対抗

農業生産
?土地改良事業 部 3次土地改良長期計画

基盤整耐i

• 11!!村基盤総合盤Miiパイロット事業 |叩l場睦附十生活環境施設整~m (土地

改良法)

-出村総合性6111モテ'ル!Jf.業 山村mJJì施設の総什的拡~iIi

• II品村基盤総合挫 ~iii 1/f.業 中山間I也市の基礎集結悶の抗日ii

出村監QiiiI・民業集落排水事業 tE業川川排水の汚濁防11二

-農村地域定住促進対策事業
)農村地域工業導入促進法

-工業導入関連操業基盤整備事業

-高度技術工業集WI地域開発促進法 先端技術産業の地方分散による出村

地棋での就労の場の確保
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ている。

第 2の性は「農握制度」である。これは、用途主義を基調とする綿引き(ゾ

ーニング)規制によって、用途区分に即した土地利用の促進をねらいとする

く農撮怯〉を根拠とする。市町村が主体となって作成する「農用地利用計画」

をマスタープランとして法的に位置づけ、農業施策の集中的実施によって農業

撞興地域の整備を促進しようとするものである。先の農用地転用許可制度とは、

相互に補完的な位置づけにある。そして、両制度の併存は優良農地の確保とそ

の有効利用にとって不可欠とされている。

なお、農橿制度との関連では、 「都市的土地利用との調整」が重要な問題と

なっていることも忘れてはならない o <都市計画法〉は、都市的土地利用と農

業的土地利用の肢合や混乱を合理的に解決すベ〈、農林業との調和をはかるこ

とが lつの基本理念とされている o そこで、雌良農地を可能なかぎり集団的に

保全・確保するために、 「都市計画法による市街化区域および市街化調整区域

の区域区分と農林漁業との調整措置等に関する方針」などが設けられ、その後

もいわゆる線引きの見直しが数度にわたっておこなわれている山。

@農地の流動化と中核農家の規模拡大

《農用地利用増進事業およびその助成措置》

1979年(昭和54)にスタートした「農用地利用増進事業」は、農地流動化と

中根農家の規模拡大をはかる最も重要な施策として位置づけられている。これ

は、 〈農用地利用増進法〉を根拠とし、市町村主体の農用地利用増進をはかる

ことをねらいとしたものである。その実施対象は、農橿地域、農掻地域内の農

用地と一体的に利用することが必要な農振地域外の農用地である o その事業内

容は、改の 3つに分類されている。

第 Iは、 「利用権設定等促進事業」である。この事業の目的は、農用地の利

用権の設定・移転、または所有掘の移転を促進させることである。つまり、農

業者の個別または集団的な土地の利用調整によって生じた農用地の賃借または

売買の合意を市町村がとりまとめ、農業委員会の快定等を経て「農用地利用増

進計画jとすることにより、農用地に関する権利の移動が確定するものである。
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この場合、 く農地法〉第 3条にもとづく農業委員会の許可を要しないこと、同

法第 6条の賃借権の法定更新の適用が除外されており、貸付期間満了時の農地

の返還に際し、離作料なしで無条件返還が担保されること等に最大の特徴がみ

られる o

第 2に、 「農用地利用改善事業Jがある。この事業は、農用地の利用調整等

の活動を助長させるものである。これによって、農用地利用規定を定め、これ

を市町村に認定された農業集団は農用地利用改善団体となり、市町村に対して

農用地利用増進計画の作成申し出ができるほか、その構成員が全経営耕地を貸

し付けても農業協同組合の正組合員の資格を央わず、法人化にあたり農事組合

法人制度が活用できる。

そして第 3に、 「農作業受委託促進事業」がある。この事業では、農作業の

受委託の斡旋活動を中心とし、農協に設立されている農業機械銀行等の活用に

より、作業の委託者と受託者の仲介斡旋等を通じて、機械、施設や労働力の効

率的稼働の実現、機械等への過剰投資の防止がはかられる。

そのほか、農用地利用増進事業を直接、間接に吏慢する各種の助成措置が講

じられている。そのなかでも、 「農用地利用促進事業」は、農地流動化促進員

の設置と農地流動化奨励金交付事業とからなり、この施策の原動力たる役割を

もっている。一方、地域農政総合推進事業(l 977~84年度)や、地域農業集団

育成事業(l 983~84年度)、さらには地域農業整備促進事業(1 985年度}など

の地域農政推進対東が、農地流動化の進展に資するようにはかられている。

《農地保有合理化推進事業》

本事業は、 1970年(昭和45) のく農地法〉改正により創設されたもので、公

的な機闘が農地などの描利移動に直接介在し、農業構造の改善がはかられるよ

う方向づけるための事業である。その事業主体は営利を目的としない法人(市

町村、農協、社固または財団法人)であり、現在本事業をおこなっているのは

ほとんど県全域を事業実施区域とする農地保有合理化法人 l県公社5りである。

実施事業の内容としては、一定の用件を備える中核的担い手農家、農業生産法

人、市町村、農協等を相手方に、(了)農地等の買入れ・売i度し、 (0農地等の惜
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入れ・貸付、(ウ)借地料の一括前払い、をおこなっている。

国は、このような農地保有合理化促進事業の円滑な推進のために、県公社に

対して保有農地の管理経費、資金利子の補給等助成措置を施している。特別事

業として社団法人全国農地保有合理化協会による利子助成、資金供給もある o

《農業者年金制度》

農業者年金制度は、農業者の協同負担による相E扶助と、これに対する国の

助成援助により、農業者に経営移譲および老後に必要な年金を給付する年金制

度である。また、農業者年金基金は、農業者年金事業とあわせて、離農を促進

するための離農給付金の支給、農地の買入れ・売i度し、農地の買入資金の貸付

をもおこなっている。この制度は、農業経営者の若返り、農業経営規模拡大、

相続における農地細分化防止などのねらいをあわせもっている。

《農地等取得賞金制度》

農地等取得賞金は、 1963年(昭和38)に〈農林漁業金融公庫法〉の改正によ

り創設されたもので、経営規模の拡大を志向する農業者に農地等の取得に必要

な質金を特別に有利な条件(年手IJ3.5%、据置期間 3年以内を含んで25年以内

の償還等)で貸し付けることによって、農業経営改善に役立てるものである。

《農業構造改善事業》

農業生産基盤の整備および開発、農業経営の近代化のための機械、施設の導

入、環境の整備等を実施して、資本と土地の零細性を特撮とするわが国農業構

造の改善をはかろうとするもので、これに必要な条件の整備を総合的におこな

う事業である。法的にはく農業基本法〉をその恨拠としている。従来から、第

l次農業構造改善事業、第 2次農業構造改善事業、新農業構造改善事業前期対

粛と中断されることな〈実施され、現在では新農業構造改善事業後期対策がす

すめられている o

本対策は、基本的な農業生産基盤の整備が相当程度すすんだ地域(自然条件

等から農業生産基盤輩備が遅れている中山間地帯については基礎的な農業生産

基盤の整備を並行して実施)を対象として実施することになっている o その特

徴は、作付・栽培協定を基礎として、担い手の育成施保、農地の利用管理の適

円。
F
U
 



正化、地域農業の組織化、環境条件の整備等、広範な農家層を包摂しつつ、農

地の効率的利用によって地区全体の土地生産力向上に向けられるという点であ

る。このため、集落の連帯感醸成を目的とするソフト事業および生活環境整備

事業が新しく取り入れられている。

(2)農業生産基盤の藍備

農業生産基盤整備事業の主目的は、圃場の区画整理や一筆面積の拡大によっ

て、機械の作業効率を高め、労働生産性を向上させることにある。また近年で

は、水回転作の定着化を推進させるために水田の汎用化、つまり水輔のみなら

ず必要に応じて飼料作物や野菜などの畑作物の作付けを可能とするような汎用

耕地としての機能を高めることにも重点、がおかれている。

本事業は、その内容によって、eXの事業種別に区分できる。すなわち、①潅

概排水事業、②農用地開発事業、@圃場整備事業、④畑地帯総合整備事業、⑤

農道整備事業、⑥農村整備総合事業、などがある。農業生産基盤におけるこれ

らの整備事業は、それぞれ時代の要請に対応して、制度・事業内容およびその

ウエイトを替えながら実施されてきている(図3-4参照)。

一方、その整備事業の日開水準は、 〈農業基本法〉をうけて、 1964年(昭和

39) に改正されたく土地改良法〉の規定にもとづく土地改良長期計画 00年を

l期とする)で定められている。 1983年度(昭和58)より始まった第 3次土地

改良長期計画によれば、①550万haの農地面摘の確保、@農地整備率70%、を

回開としており、このために約32兆8000憧円を投資して、回整備100万ha、畑整

備60万haおよび農用地造成47万haを行うこととなっている。

(3 )農村整備

農村は、国民の大切な食櫨生産の場としての機能と農家の生活の場としての

機能のほかに、緑豊かな居住空間の提供、自然環境の保全、さらに国土質揮の

維持培養や、豊かな伝統文化の温床としてなど、多面的機能を果たしてきたこ

とが再確認されつつある。農村藍備は、このような農村の多惜な機能に着目 L

て、これらの機能が農業生産と調和しながら最大限に発揮できるような条件を

藍備することが目的とされている。
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図3-4 戦後の農業基盤整備事業の事業別割合の推移
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そのため、都市整備とは異なる手法ですすめられている。具体的には、①農

村基盤総合整備パイロット事業(総パ事業)、②農村総合整備モデル事業(モ

デル事業)、③農村基盤総合事業(ミニ総パ事業)、④農業集落排水事業、な

どが生活環境整備と Lて展開されている。

また一方では、農村地域への工業の導入などにより、就業機会の確保をはか

るとともに、農村地域定住促進対策事業、工業導入関連農業基盤整備事業が実

施されてきている。さらに、農村での就業機会の創出をはかるものとして、

〈高度技術工業集積地域開発促進法> (テクノポリス法)にもとづく工業開発

がある。

2. 生産政策

生産政策の基本目憶は、圏内で生産可能な農産物について可能なかぎり圏内

生産でまかなうとともに、需要の動向に対応 Lて生産の再編成を方向づけるこ

とにおかれている。いわば 圏内の生産関数あるいは短・中期的供給曲線の変

革つまりシフトを直接の目的とする政策と呼んでよいだろう。その主要な法制

度、政策手段の体系は表3-4に示すとおりである。

その政策目揮は、主に供給曲糠の左方 (0r右方)シフトを促す(1)農業生産

の再編成、そして生産関数(潜在的生産関数も含めた)の変革を通じて供給曲

線を下方にシフトさせる (2)生産性の向上、におかれており、具体的には以下

の諸施策が講じられている。

(1)農業生産の再編成

《水田利用再編対描》

水田利用再編対策は、需要量に対する米生産を計画的に誘導・調整するとと

もに、稲から自給力向上の必要性が強い飼料作物、大豆、麦等に重点をおいた

他作物への転作等を推進することを目的としている。

この対策は、 1978年度(昭和53)以降おおむね10年間の事業とし、これを数

制(第 l期1978"-'80年度、第 2期1981"'83年度、第 3期1984"'86年度)に分け
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表3-4 生産政揮の手段体系

手 段 HilJ 度 等

-水田利用再編対策 転作等目標而制60万 ha

-他用途利用米の導入 加工原材料用需要への圏内生産

操業生産の再編成 -敢正食管制度 需要サイドへの弾力的適応

.tfr地域出業生産総合振興対策 統合・メニュー事業

-首i産総合対策 耐出版9弘法

雌業生産基盤
-出村監~1Iiを除く構造政策の諸

手段・制度・と同一であり，総
整備，経営規

合・一体化されて実施されて
棋の拡大

L 、る。

生 -高生産性技術の開発 -出林水産ジーンパンクの整備，

産 パイオマス変換計画，グリーン
性

エナジ一計画の
向 高生産性技術 -技術の実用化促進 .・畜産高度生産技術実用化促進事
上

の開発・普及 業，省エネルギー技術実用化促

等 進事業等

-技術の普及 -協同品業普及事業，宙産経営技

-農林水産情報システムの1m尭 術改善活動推進事業，畜産経営

-帖~1Ii 拙術111瑚1i'1柑システム粧!lIIJ1JC梁
~; 
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て実施されてきた。具体的には、米の生産調整目概数量、転作等目標面積、事

前売雄申込限度数量について、上記の各期制ごとに目開値を定め、その期間中

は、原員IJとしてその総数およびその都道府県別配分数量を固定する方式がとら

れてきた o 一方、政府は、この対策の期間中、稲から他作物への転作等を促進

するため各期ごとに転作奨励補助金を交付 Lてきた。そ Lて、いわゆるポスト

3期と呼ばれる 1987年度(問和62)からは名称も「水田農業確立対策」と変え、

約77万haの転作目標面積が割り当てられ、その奨励補助金総額も大幅に切り下

lずられることとなった。

《地域農業生産総合撮興対第》

地域農業生産総合掻興対策は、各作物ごとの生産対捧関連事業を総合化し、

生産性向上をはかりつつ地域農業を展開させようとするものである。その内容

は、生産の安定と生産コストの低誠、地力の増強、転作の定着化、農産物の品

質向上、流通の改善・合理化および地域農業の複合化などが桂となっている。

作物別にみると、改の点に重点がおかれている。

(a)水稲・・・先導的モデル地区の育成、高能率生産組織の育成、大規模乾埠調

整貯蔵施設等の整備、ばら出荷施設の整備。

(b)麦・・・・・集団麦作の促進、乾埠調整施設の導入、排水対策の実施、生産規

模別のばら調整保管出荷施設の整備、地域麦作のモデル地区の育成。

(c)大豆・・・集団栽培・機械化の促進、乾埠調整施設の導入、病害虫防除、大

豆作の定着化の促進、先導的モデル地区の育成、大豆の高度省力化生産技

術等の開発・実証・普及。

(d)甘味資源作物・・・簡易な土地基盤の整備、集団営農用機械施設の導入、土

壌改良・防除等の徹底、新開発の高能率収樺概のモテ'ル的導入(さとうき

び)。

(e)特産農産物・・・・・いも類、そぱ、茶、葉たばこ等特産農産物の集団育成の

促進、土地基盤の整備、省力機械施設の導入、流通施設の整備、需給の安

定。

(f)果樹・・・温州みかんから他作物への転換の促進、転換果樹を含むかんきつ
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産地の生産条件の整備、広域的なかんきつ産地の育成強化、落葉果樹産地

および特産果樹産地の育成整備、流通・加工施設の整備、先導的モデル地

区の育成、果樹の経営合理化等に必要な賞金について農業改良資金引の一

貫としての貸付けなど。

(g)花き・・・土地基盤整備、生産・出荷施設の導入、省力・省エネルギーモデ

ル施設の実証展示、情報提供および栽培技術の指導・普及をおこなう総合

施設の設置。

(h)野菜・・・野菜指定産地を中心とした集団的な野菜産地の整備育成、土壌改

良等による作柄安定、施設野菜の省エネルギー化の推進、加工用トマト等

の生産流通の合理化、端境期における野菜の平準出荷および野菜の経営合

理化に必要な資金について農業改良賞金の一環としての貸付け等。

《畜産対策の総合的推進》

〈酪農撞興法〉にもとづく酷農・肉用牛生産近代化基本方針に即し、酪農の

尭展と整合性をとりつつ肉用牛生産の振興をはかることとし、畜産総合対策と

して以下のような各撞施策がはかられている。

(a)肉用牛対策・・・畜舎、サイロその他の畜産関係機械・施設を整備するのに

要する資金を無利子で供給する畜産掻興資金制度における融資枠の拡大、

公共育成牧場等の草資源を活用した低コスト肉用牛一貫生産集団の育成等

を推進するとともに、手L用雌牛と肉用雄牛の F1 雌牛を活用 Lた低コスト

肉用牛生産のパイロット的実施。

(b)自給飼料対策・・・71<回裏作等の未利用地における飼料作物の高位生産の惟

進、異常気象等に対応 Lた飼料作物収量安定化栽培技術の実証展示など o

(c)酪農対策・・・牛乳の乳質改善をはかるための検査機器の整備、畜産経営の

円滑化をはかるための後継者を主体と Lた巡回技術者の育成確保と技能の

向上等の推進など。

(d)畜産環境対策・・・良質かつ規格化された堆きゅう肥の生産供給を促進する

ための毛デル施設の藍備。

なお、これ以外にも、家畜改良増進事業および家畜術生対策事業、畜産高度
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生産技術実用化促進事業(地域の良質粗嗣料、未利用飼料資源等を高度利用し

た新たな飼料の調整利用技術および木材の飼料化にかかわる新技術の実用化)

などがおこなわれている。

(2 )生産性の向上

生産性の向上のための基本的施策としては、①経営規模の拡大、②農業生産

基盤の整備、③高生産性技術の開発・普及等が必要不可欠である。このうち①

と②は主に構造政策の一環として実施されてきた。また、生産対策においては、

新地域農業生産総合握興対策の中で生産性の向上をはかりつつ行われていると

いうこともあって、ここでは重複を避けるために③のみについて説明を加えて

お〈。

すなわち、高生産性技術の開尭・普及は産・官・芋の連携強化による総合的

なバイオテクノロダー先端技術の開発を促進するとされている。また、その尭

展基盤となる遺伝子資源の総合的な確保を図るため、農林水産ジーンパンク引

を整備する。そのほか、再生産可能な未利用の生物資源を多面的に利用するた

めのパイオマス変換計画別、白熱エネルギーを効率的に利用するためのグリー

ンエナジ一計画S)等の技術開発がなされる一方、それらの技術の実用化促進事

業や、省エネルギー技術実用化促進事業等が実施されている。また、技術の普

及面では、協同農業普及事業、畜産経営技術改善活動推進事業などがある。

3. 価格政策

価格政策は、従来、所得維持機能がその中心的目的とされてきたが、農産物

過剰の顕在化と国家財政の制約をうけて、今後は、む Lろ価格のもつ需給調整

機能を重視する方向へと転換されつつあるといえよう。

現行農産物価格政策がどのように行われているのかを農林水産省の分類にも

とつ u いて類型化すれば、表3-5のごと〈である。

《管理価格制度)) (米、タバコ)

政府が市場流通量の全量について流通を規制し、政府が買入れるものについ
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表3-5 現行農産物価格政策一覧

頬 型 該当出産物 恨拠法規等

米 食祖管理法
管理価格制度

葉たばこ たばこ事業法

指定食肉(豚肉，牛肉) 畜産物価格安定法
安定帯価格制度

耐. ~t糸 繭糸自lfim安定法

安定指標価格制度 指定乳製品
市産物価格安定法. )JII工原料干し生産者fJlì*~

金等暫定措置法

かんしょ，ばれいしょ 農産物価格安定法

最低価格保証制度
てん葉， さとうきび

砂肱価格安定法
(砂帖)

定-虹l 食tllt'l'fJ!j¥怯

))11工111平l:fL 加XJlJt料乳生産者 ~11ì*白金等判定min法
交 付金制度

大豆，なたね 大立なたね交付金暫定措眠法

野菜 野菜生産山柑安定法

肉川子IIユ l勾川子IIニ価出安定事業史施要領
安定基金制度

鶏卵 鶏卵仙i怖安定対策事業実施要領等ほか

方11工原料川県史 県史~I: 産山向安定基金等設問*業実施盟問

i.l: :山林水産大I:I1'r m í'Þ:~hi:"Í~ H'~ jI~~~flUi 栴iFxW!の ll!{iWJ I~~利60 1ド 1([ より作成。
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てはその買入れ価格および売渡価格を政府が定め、輸入についても政府が管理

する。なお米については、その建前は実質的に崩れ、今日の流通米穀およびそ

の価格は、自主流通米、政府米、余剰米の 3つの範暗からなっている。

《安定帯価格制度)) (指定食肉等)

自由市場を前提とし、政府関係機関の売買撮作等によって、一定の価格の幅

のなかに市場価格を安定化させようとする価格政策である o

《安定指開価格制度)) (指定乳製品)

自由市場を前提とし、政府関係機関の売買操作によって、市場価格を一定の

水準に安定させようとする価格政策である。

《最低価格保証制度)) (甘薯、馬鈴薯、てん菜、さとうきび、麦類)

自由市場を前提として、市場価格が一定の最低価格水準を下回る場合、政府

の買入れ等によって当該農産物の最低価格を保証しようとする制度。

《交付金制度)) (加工原料乳、大豆、なたね)

市場価格の形成は需給実勢にゆだねられているが、市場価格が政府の定める

基準価格よりも下落 Lた際に、基準価格と生産者販売価格との差額を交付金と

して支払う仕組み(大豆、なたね)と、乳業メーカーの支払い可能価格と生産

者の再生産可能価格の差額を交付金と Lて支払う仕組み(加工原料乳)とがあ

る。

《安定基金制度)) (野菜、肉用小牛、鶏卵、加工原料用果実)

生産者団体の組織的な生産出荷調整を通じて価格の安定をはかるとともに、

生産出荷調整の対象となっている農産物の価格が一定水準を下回ったときに、

その差額の一部を生産者等が摘み立てた基金で補填する制度である。その補埴

交付金の財源や基本財産などの造成に対して国が助成しているもので、対象品

目としては最も散の多い価格政策である。

しか L、以上はあ〈まで 1つの整理にす fないのであって、現行農産物価格

政東の特質は、むしろ品目別にそれぞれ独自の価格政買がとられており、した

がってその農産物の行政価格の算定方式もそれぞれ異なっている点にある。

(なお、詳細と問題点の指摘は章をあらため第 4章で行なう。)
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4. 国境保護措置

これまでのわが園の農業政策においては、国境保護措置という概念および国

境保護の政策体系に関する明確な政策理念はやや希薄であったように思われる。

つまり、 7メリカなど諸外国からの要請や圧力に応じるかたちで、輸入数量制

限を維持して圏内生産をすすめるか、農産物輸入によってわが国の市場を開放

するかの選択が中心とされてきたようである。

農業に対しては、さまざまな理由から手厚い保護が実施されてはいるが、そ

のなかで、海外の髄争から圏内農業をまもる直接的(=第 1次的)な手段が、

「国境保護措置」である。その最も通常の手段が「関税」であり、その他すべ

ての方法は「非関説障壁」と呼ばれている。現実には、この両者が組み合わさ

れて併用され、そのどちらかの手段が実際には有効に作用していると考えられ

る。

関税は主として輸入品に課税することによって内外価格差を縮小して、圏内

の融合産業を保護しようとするものであるが、現実にわが国において実施され

ているものは、単なる一般関税(これも課税の違いにより「従価説Jと「従量

税」とわけられる)以外に改のような 4つのパターンに分類可能である。

まず第 lは、 「差額関税」である。これは、一定の輸入阻止価格(堰止価格)

と輸入品価格との差額を関税とするもので、わが国では、生体の豚および.豚肉、

同〈ず肉等の 4品目でこの手段がとられている。

第 2は、 「スライド関税Jである。これは、輸入品を高価格に維持すること

を主目的として、輸入品が低価格となるにしたがってスライドさせるかたちで

高税率が適用されるものである。ハム・ベーコン、塩蔵等の豚肉、さらにタマ

ネギ等の 3品目に適用されている。

第 3のものとしては、 「季節関税Jがある。圏内岐争(代替)作物の収穫期

には、それ以外の季節よりも税率を高〈して輸入量を抑制しようとするもので、

バナナ、オレンジ、グレープフルーツ、ぶどう等の果実を中心に 7品目でこれ
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表3-6 残存輸入制限品目 0985年4月現在)

nEZ u 目

穀 ヰ拘
米粉，小麦粉および大・陣麦粉

米・麦聞のひき削リ， ミールおよびその加工品

ネレンジおよびタンジェリン(生鮮)

11 (一時的Jl"r蔵のもの)

*実・野菜町i
フルーツビューレおよびフルーツペースト

，;~イナップル缶詰およびフルーツパルプ

よ~nおよびトマトジュース

トマトケチャップおよびト 7 卜ソース

拙矧・でん粉矧
でん粉およびイヌリン

ぶどう梢，手L柑.砂拙*-など

あずき，そらまめ，えんどうなど

地域農産物
落花生(抑抽用を除<) 

こんにゃくいも

調製食品(もち，米飯，米菓生地，その他)

牛肉

ミルクおよびクリーム(生鮮)

畜産 物 H (加工)

チーズおよびカード(ナチュラルチーズを除<) 

牛肉・豚肉缶詰

近titikおよびたら子・散の子(生鮮)

水 産 物 1/ (加工)

帆立民.貝柱およびいか(生鮮. JJII工)

石炭

牛革および馬革

~I:脱水産物 一次加工した羊革

1/ 山羊1(C

ff{叫liき物

Hi:胤場啓之助刷『日本農業説本J (節 7版)， ~U羊続出新報社
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が適用されている。

最後にあげられるのが「関税割当」である。これは、ある一定量までは低税

率を適用して、その量を超えたものについてはきわめて高い税率を課するもの

であるが、数量枠の割当については実績に基づいて配分されている。適用され

ているものとしては、牛、チーズ、とうもろこし、麦芽等の11品目があげられ

る。

しかしながら、関税は、 GA TT  (ガット;関税と貿易に関する一般協定)

の関税引き下げ交捗(ケネデ fラウンドぞ東京ラウンド}によって税率はかな

り引き下げられ、高いものでもブドウ酒の55%守、季節関税ではあるがパナナ

(10r-v 3月)の50%、オレング(12，，-， 5月)の40弘、グレープフルーツ(12.--..，

5月)の40%など数品目を数えるにすぎず、大部分は今や20%以下となってい

る。さらに、為替の変動の影軒を考 1~に入れると、なおさら関税の果たす役割

は小さ〈なってきているといえる。わが国の輸入規制に果たす役割という点か

らみれば、関説よりも数量制限に代表される非関税障壁の方がはるかに大きな

膨響をもたらしてきたといえるであろう。

非開説障壁には、規格・基準、防疫・検疫、関税手続き、政府調達、生産補

助金等が含まれるが、その代表は、やはり輸入数量制限(輸入寄i当制)であろ

う。とくに、わが国農産物貿易における非関税障壁の特徴は、 7メリカのウェ

ーパ一品目とは異なり、残存輸入制限を中心に組み立てられている点である。

きわめて多くの農産物について GATT上非合法とみなされる残存輸入制限が

存在し、これが数量規制の中心となるとともに、米などのご〈少数の重要農産

物については国家貿易方式がとられるという構造である。

現時点での残存輸入制限品目は、合計21品目、うち22品目が「農産物Jで、

水産物 3品目を除〈本来の農産物は19品目である(表3-6参照)。このほか米、

小麦、大・裸麦、パタ一、扮乳・練乳等の 5品目が輸入割当のおこなわれてい

る国家貿易品目であり、したがって現在非自由化農産物は23品目となっている

(ただ L、掛乳・練乳は両方にまたがっている)。
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5. 食品産業政策

食品産業政策の目的は、市場原理にもとづき、食品産業の生産性の向上と体

質の強化をはかることにおかれ、その手段は、(1)技術対策、 (2)原料対策、

(3)流通対策、(4)外食産業対策などに分類される。

食品産業はさま~まな食料を安定的に供給するという機能において農業とな

らんで車の両輪にもたとえられる地位にあるとして、上に述べた諸施第からな

る総合的な手段で目的達成をめざしている。

《技術対策》

食品産業の生産構造は、中小企業、地場産業が多〈、過当蹟争的体質がみら

れれ、他の製造業に比べ技術水準がかなり低位にある。このため食品産業全体

の技術水準の底上げを推進するべく、①大学および国公立試験研究機関等との

緊密な連携のもとに民間企業による協同研究の推進、②他産業分野の先端技術

の食品産業への導入、@中小食品製造業の技術者等を対象とした研修、専門家

によるコンサルテ 4ング、巡回点検指導等の事業への助成、④オンラインシス

テム助成、などがおこなわれている。

《原料対策》

わが国の食品産業は、一方で食橿自給力強化の見地に立って国産農産物の市

場拡大・定着をはかるべきであるとの要請があり、他方、食品工業界からは、

海外原料をより自由に、より低廉なコストで調達で主るようにしてほしいとの

声が高まっている。これらの 2つの相反する要求ιに対するその同時解決は実際

問題として不可能であり、政策としては、現実にはそれらのかね合いをはかり

つつ対処しなければならない。つまり、圏内農政と国際協調との両方の視点を

ふまえた盆橿寅源の長期安定確保に務める必要があり、とくに国内農産物につ

いては、その生産サイドと食品産業サイドが一体となって地域農産物の高度利

用をはかり、国産原料の利用増進に努めることが必要といえるであろう。

《流通対策》

農産物・食品流通の効率化をはかるために、①卸売市場の施設整備、②食品

Q
d
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流通の情報システム化、③小売業の近代化、などの対策が講じられている。 L

かし、わが国の農産物流通対策の特色は、これまでほとんどが卸売市場の施設

整備に重点が置かれてきた点であろう。

《外食産業政策》

近年わが国食生活のなかでと〈に比重を伸ばしてきた外食産業については、

中小飲食自の食財調達の合理化をはかるためのシステム開発、外食産業のもつ

産業構造や経営上の改善策などが取り組まれようと Lているが、その具体的な

政第対応についてはまだ端緒についたばかりと言えるであろう。

第5節 現行農業政策の基本理念とその体系

1 .農業政策の目的体系とその変化

1 )現行農業政策の基本的目揮

本節では、以上の現行農政の慨要をふまえ、わが国農業政策の目的およびそ

の背後にある基本理念は何かという点について考察する o ところで、農業政策

の目的を論じるに際しては、d{の 2つのレベルを峻別しておく必要があろう。

つまり、 「わが国農業に課せられた本源的な制約条件ゆえに農政に要請される

政擁目棟」と、 「現実に法的あるいは財政的な裏付けのもとに具体的な施策と

Lて実施される政策日開Jという 2つである。どちらかといえば、前者は後者

に対する上位目揮と Lて位置づけられているといえよう。そして、この 2つの

レベルの目的は、互いに相反するのではな〈、昔、接不可分な関係にある。すな

わち、後者の「具体的施策上の目的」は、前者の「本源的制約条件から要請さ

れる目的」から逸脱することはできない。一方、 「具体的施策上の目的」は、

その時々の社会的・経済的・政治的諸条件の変化に対応したものでなければな

らない。すなわち、後者の場合には、しばしば各時期ごとの経済社会条件等に

左右されうるということである。
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こう Lた考え方を前提として、ここではまず、わが国農業に課せられた本調

的な制約条件とは伺か、そしてこのために求められる農政の目的とは何である

のかについてまず明らかに Lておきたい。

本源的な制約条件とは、&の 3つに集約されると考えられる。

①人口密度が高いことに加えて、農用地に適した国士面積が技〈、かつ農地

の他用途との醗合度が強くみられること。

②農業のもつ主体的・技術的・商品的特質とともに、上記①の制約のもとで

農業における生産性の向上や規模の経済性の尭揮という点でわが国は一定

の制約を受けること。

③世界の食料需給情勢はたえず不透明であり、 L，! Lぱ楽観視できないこと

に加えて、わが国が四方を海に固まれた島国であることに起因する食料安

全保障上の制約を大きく受けること o

このうち②や③の制約条件は、何もわが国だけに特別な制約条件ではないに

しても、産業構造が高度化したわが国では、質調配分の面でと〈に農業と他産

業との聞に艶合{トレード・オフ)関係を顕在化させる要因となっている。

したがって、これら 3つの制約条件のもとで、わが国の農政においては、次

の諸点がも、わぱ必然的に要請されることになる。第 1は、需要に見合う食料を

できるかぎり圏内で、過不足なく安定的かつ安価に供給することである。第 2

に、国民食料を安定的に供給するには、一定程度の農業者の所得と農地面摘を

維持確保する必要があり、そのためにも農業はある程度まで政痛の手によって

保護されなければならないことである。

た Lかに、以上の 2つの目的は、基本理念としては少な〈とも戦後期におい

て一貫 Lて変化することはなかった。換言すれば、世界の盆料需給関係が大幅

に緩和され、食料の安定供給が必ず保障されるか、農業が農地の制約から開放

されていわば完全な先端産業へと脱皮するか、国土(農地面積)が大幅に拡大

されるか、あるいは人口が減少するかなど、よほど(現実性に欠ける)大きな

与件変動を仮定しないかぎり、これらの 2つの基本的目的は今後ともわが国農

政において堅持され続けなければならないであろう。
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そこで、こうした農政に課せられた 2つの本質的目標の大枠のもとで、現行

農業政策の目障が何におかれているのかについて、具体的な施策の動向を手が

かりとしつつ考察してみた~¥ 0 農業政策の基本目揮とは、一言でいえば、 「圏

内食料を安定的に供給するために、必要な農地質顕と農業労働力を確保しつつ、

生産性の高い農業を育成し、あわせて農業従事者に妥当な所得を保証させるこ

とjにおかれてきたといえる o とりわけ、食料自給力の確保、すなわち国民の

基幹的食料を L、かに安定的に囲内で供給するかに重点がみられる。これを lつ

の究極的な上位政策目障とすれば、その下位目標と Lて以下の目的群が位置づ

けられていると判断される(図3-5参照のこと)。

①農業生産の再編成・・・・・わが国の経済発展にともなう国民の食料需要の量

的・質的変化に合わせて、農業生産のあり方、つまりそのための資源配分

のあり方を変えることである。とくに近年では、稲作から主に大家畜(肉

用牛.fL用牛)生産へと比重を移行させることが重要課題となっている。

②生産性の高い農業の実現・・・・・農産物の供給は低コストかっ安価でなされ

ることが望ましい。そこで、農業の生産要素(労働力、土地、資本)ごと

に生産性向上をはかり、生産コストを低減させることが求められている。

③活力ある農村社会の形成・・・・・農村での都市化、混住化が進展し、農業生

産活動にかかわる機能そのものが低下しつつあるなかで、農村を総合的か

っ計画的に整備することを通じて農村の活力を維持・向上させることが必

要である。

④檀康的で豊かな食生活の保障・・・・・食料の需給関係ならびに価格の安定化

を通じて食生活の高度化をはかろうとするものである。このなかには、近

年と〈に注目を集めてきた日本型食生活の定着化、食品産業の体質強化等

が含まれる。安くて質の高い食料の供給が目標とされる。

⑤緑寅顧の維持培養・・・・・農業生産活動の活性化とともに、再認識されつつ

ある国土ー自然環境の保全をはかろうという目揮である。

⑥盆料輸入の安定化および備蓄の臨保・・・・・わが国農業の持つ現実の供給力

をはるかに上回る食料需要を満たすために、安定的な輸入および在庫・備
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わが国の農業政策の目的体系
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蓄の確保によって食料供給をまかなおうという日開である。

以上の 6つの大きな目揮のもとに、これらに資すると思われる具体的施策が

選択的に探用されて、現行農業政措は体系づけられてきたといえる。

しかしながら、これまでの戦後農業の推移をながめてみると、たとえば食料

自給率の急速な低下や生産農業所得水準の低迷状況に端的に示されるように、

わが国の農業政車は、農業を lつの産業として確立させるという目揮に対して

は必ずしも十分な調整・誘導機能を尭揮しえなかったのではないかと判断され

る。

そこで次に、これらの目的体系が高度経済成長期から現在までにどのように

変化して、今日にいたってきたのかについて考察することにしたい。

2 )農業政策における目的体系の変化

わが国の農政は、農業をとりまく社会的・経済的諸条件の展開過程のなかで、

その政策目標と手段とを変化・変質させつつ対応してきた o そこで以下、やや

概念的ではあるが、その目的体系の変化を具体的に追ってみることにしたい

(図3-6参照)。

高度経済成長下において、農業問題の基底として「農家の零細経営および零

細土地所有」があり、高度経済成長によってその構造はやがて打破されるもの

であろうと想定されていた。この時期には、農工聞の所得格差の是Eこそが農

政の最大の課題とされた。

Lかし、そう Lた政策目障は、高度成長期以降、農家の総兼業化が顕著とな

り、水帽の単作化傾向が強まるとともに、また食料需給構造が変化するにつれ

て、変更を余慢なくされる。つまり、高度成長期の後半における農政は、新た

に米の生産調盤に加えて、食料生産の再編成という対応を迫られることになっ

た。需給不均衡の是正が、新たな農政の大きな課題となったのである。構造改

善への横極的な取り組みは二の次として位置づけられることになる。

一方、国際分業論に支えられて、結果的には自給率を大幅に下げてきた食料

輸入政策の路線も、 1970年代前半に噴出した世界的な食櫨危機と石油危機、パッ

- 84-



図3-6 農業政策の目的体系の変化
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クス・アメ lJ力一ナの崩壊などによって、一時期、その変更を余情なくされる

にいたる。つまり、わが国の農業のもつ食料自給力のあり方について再認轍が

迫られるニとになった。そのために、米の生産調整は生産の再編へと方向性を

軌道修正 L、あわせて内外価格差の是正という目標も加わることにより、農業

構造の改善こそが本格的に展開されなければならなくなるにいたる。

さらに、それまで無視されがちであった農村の活性化および緑寅源の維持培

養という新たな農業の役割が見直され、安定成長下における地方定住化傾向と

相まって、少くとも理念上はこれらの役割が徐々に重視主れはじめることにな

る。

2. 目的一手段の相互関係と特質

1 )目的と手段の相互関係

現行農業政策は、その目的体系と手段体系とを一体化させたとき、その聞に

みられる相互関係の全貌を把握しうる。一般に、経済政策とは“目的一手段"

の聞に強い結びつきがあり、それらが斉合的に機能してはじめて施策としての

実効力が期待される。その意味からは、わが国の農業政策はその理念の一貫性

の欠如に加えて、目的と手段との結び付きが相対的に弱〈、非完結的性格をもっ

ているといえそうである。

目的と手段の斉合関係について整理したのが、図3-7である。ここにみられ

る特撮を列挙すると次のとおりである。

①食料輸入の安定化および備蓄の確保に対する具体的手段がわが国農政に

はみられないということ。と〈に、食料の安全保障を確保するための備蓄

政篇(過剰在庫ではなく食料安全保障上の備蓄計画にもとづく在庫政策)

が基本的に希薄であるという点は強調しておかなければならない。

②地域農政が構造政策および生産政策を基軸と Lて展開されているが、地

域独自の具体的かつ実効性のある施策が行われておらず、またそのため予

算的裏付けに乏しい傾向がみられることである。
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図3-7 現行農業政第一目的体系と手段体系の相E関係
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③強力な農業の担い手という人材の確保政策も十分にとられているとはい

い難い。とくに、 「農業の担い手ニ農家のあとっきりというかたち形で、

非農業・非農家の分野からの人材形成の途が実質的に閉ざされてきたこと

は、とくに問題といえるであろう。

④異なる政捕手段の聞に、トレード・オフ(臨合)あるいは矛盾が全〈な

いとはいえないことである。その典型的な一例は、高水準での価格支持政

策と農地流動化を通じて規模拡大を目指す農業構造政策との聞の矛盾であ

る。すなわち、長期的にみた場合、高価格支持(とくに、高度経済成長期

の高米価)は、中小規模農家を温存させることを通じて、中核的農家層へ

の農地流動化を妨げる結果をもたらしてきたと判断される。 L、L、かえれば、

構造再帽を促進させるためには、抑制的な吏持価格政策こそが必要であっ

たといえるのではないかと考えられる。

2 )農業政策手段の特質

&に、現行農業政策のもつ諸手段の特質について明らかにしたい。

(1)価格政範から構造政東へ

今日の農業政策の基本方向は、わが国経済の世界との相互依存度をますます

強めるなかで、食料の安定的な供給に努めるべ〈農業の体質強化をはかること

とされている。そこで登場したのが、価格政第から構造政策へという政策の重

点、の移行であった。 Lかしながら、構造政簡は価格政策lニ比 Lて速効性を期待

するのは困難であること、さらには、わが国の農地条件やその他の社会経済条

件などを考l位すれば、欧米諸国との比較では、経営{面積)規模拡大にはかな

りの限界があることも事実である。農業構造問題を長期的かつ国民的課題とし

て取り値うような配l位が、ぜひとも必要であろう。

(2 )地域の重視

個々の対象についての効果を期待する制度に加えて、施揮の対象を集落、農

村あるいは地域全体とするような施策が重視されている。これは、わが国農家

の行動が Lばしば集落あるいは農村のなかに内在する人間的・社会的諸関係に
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大きく影暫!を受けるという実態をより重視してきたからである。

今日の農政において「地域農政」という政擁理念は、地域の実情や地域農民

の合意を重視し、利害調整の場として集落のもっさまざまな機能を見直そうと

する点にその特徴がある。

(3)借地農主義

これは、零細な第 2種兼業農家を中心とする片手間農家の広範な存在、農地

の寅産的保有傾向といった制約のもとで、現実的な対応として生まれたもので

ある。 1980年(昭和55) にはく農用地利用増進法〉としてこれが法的に整備さ

れた。

(4)国土環境の整備

今日の農村は混住化が相当に進展して、大き〈変容した。農地の虫食い的な

転用やかい廃、農業用水の汚濁などによる生産環境の悪化、住民の連帯感の希

薄化など、農業生産基盤の体質は徐々に弱められる結果となっている。また一

方では、過暁化、高齢化による農地や森林の管理の粗肢化や手控きがすすみ、

国土質源の荒廃化が危慎されている。

こうした現状に照らして、農村等の空間環境を整備することが急がれている。

またこれを契機として農村が再び活性化され、圏内自給力の一端を担うように

なることも期待されている。

第 6節おわりに

以上、本章では、わが国農業政策の現状とその特質、さらに政捕の基本理念

及び政策体系を構成する目的・手段の関係の特質について述べてきた。最後に

本章のむすびとして、今後の農政の基本方向について検酎 Lてみたい。

近年の内外情勢の大きな変化を受けて、農政当局の対応には大きな変化が出

てきている。 1986年(昭61) 11月には農政路線の基本的な転換をねらって f21

世紀へ向けての農政の基本方向Jが農政審議会から報告され、その路線転換に
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沿ったかたちで、 「水田利用再編対策Jにかわる米の生産調整(~、わゆるポス

ト3期) :::: r水田農業確立対策Jが1987年度(昭62) からスタートした。わが

国の農政は戦後いくつかの大きな節目に遭遇してきたが、今回もその lつの節

目となることだけは間違いなさそうである。

かつて農政審議会は、 1980年(昭55) 10月に f80年代の農政の基本方向」を

答申し、これを補完するものとして 1982年(昭57) 8月に r"80年代の農政の

基本方向"の推進についてJと題する報告を示した。ある意味では、現行農政

はこれらの方向棉に沿ったかたちですすめられてきたといってもよ~， 0 

そこで以下では、 1986年の農政審報告をかつての報告(I980年答申および19

82年報告)と比較することによってその特徴を明らかにし、今後の農政の基本

的方向の輪郭を示すことにしたい。

1986年の「報告Jには改のような特世点が確認できる。

その第 lは、 「食料自給力の確保」という政策目揮が「食料供給力の確保」

というかたちに質的変化をおこした点であろう。自給率から自給力へ、さらに

は自給力から供給力へというかたちに、農政理念の中心的概念、に変化がみられ

る点である。意図的であるかどうかは不明であるが、 「食料安全保障Jという

概念は今回大幅に後退させられている。言葉を換えれば、輸入の圏内生産に対

する位置づけが、国内生産の「補完」的性格から「代替」的性格をもつものへ

と転換したという点であろう。だが、はた Lてわが国において食料の安全保障

はもはや不必要と位置づけてよいのかどうか。長期的視野からこれを再検討す

る必要がありそうである。

その第 2は、農政の課題接近に際して「産業政策的視点Jr社会政策的視点」

「国土政策的視点Jr消費者政措的視点Jr国際協調的視点Jという 5つの政

策視点、を陽表的に明記し、そのなかでも「産業政策的視点Jを基本的視点に据

えた点であろう。産業として自立しうる農業の育成に力をそそぐという点に大

きな重点がある。ここでも、 「自立しうるJという意味がかなりあいまいであ

るo 欧米水準の価格・生産費水準の実現には程遠いわが国土地利用塑農業のあ

り方については、地域の諸条件と実情をふまえて論じる必要があろう。
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その第 3は、 「国際協調的視点Jにも大きな重点がおかれ、と〈に「内外価

格差の縮小Jぞ「農産物市場アクセスの一層の改善jにも大きな注意が向けら

れた点である o その一方では、 5つの視点のなかでは「社会政策的視点」から

の政策展開の方向性が実質的には欠落している点に注意すべきであろう。

第 4は、価格政策に関連して、 「価格政策を通じて構造政策を」という方向

へとその理念と目標が大き〈変化 Lている点であろう。構造政策の助長ならび

に生産性向上を促進させるための価格政痛という位置づけがなされている点で

あろう。

以上、全般的にみて、国民各界からの農業・農政批判にどう答えるかという

点に1986年の農政審報告の重点があること、そして、 「産業として自立しうる

農業の確立」をめざして、路線の本格的見直しの方向を示したものと受けとめ

ることができる。その具体的施策と関連農業の取り組みについては、これから

さらに詰められなければならないが、日本農業・農政の課聞が山積 Lており、

容易かつ短期的に解決 Lえないことだけは確かなようである。

【注】

注1)本節に聞しては、全般的に、竹中久二雄・西山久抽著『農業政策と農業法

制一戦後農政の展開と農業関係法一J (学陽書房. 1985年)に依拠した。

注2)ちなみに、 1960年以降1985年6月25日までに成立した年次別の法律の散は

以下のように推移してきている(日本農業年鑑刊行会桶『日本農業年鑑』家

の光協会. 19601"'V85年)。
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年(昭和) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

法律数 7 19 14 12 10 16 19 6 9 6 11 11 8 9 

年(昭和) 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 計

法律数 8 9 8 11 8 B 13 9 g 6 8 9 261 

注3)農地転用許可基準(一般許可基準)は、農地転用規制の運用を適正かつ円

滑に実施するために、 1959年(昭和30 に定められたものであり、一般許可

基準の特則として「調藍区域許可基準」も定められている o

佳4)市街化区域と市街化調整区域との線引きの変更(線引き見直し)の方針に

対応したものである。 Lかしながら、従来からの集団的優良農地は保全・確

保するという基本的方針は固持することを明らかにしている。

佳5)東京、滋賀、大阪、和歌山、長崎の 5都府県を除<42道府県に設立されて

いる。

注6)この制度は、 1985年の改正により、能率的な技術の導入のみでなく、作物

の転換、品質の向上、低コスト化等をめとfした合理的な生産方針を導入する

ための貸し付け(生産方式改善寅金)をおこなっている。

佳7)ジーンパンクとは、いわゆる遺伝子銀行のことで、遺伝子資揮を保存し、

必要に応じて研究者に提供するような機関である。

佳8)ノfイオマス変換計画とは、生物群をエネルギーとして利用することで、わ

が国で利用可能なバイオマス寅諒は圏内エネルギー総需要量の l割といわれ

ている。

注9)グ1)ーンエナクー計画とは、自然エネルギーの利用により、できるだけ石

油を使わない農業をめざす研究計画である。
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主再 4 耳E イ面キ各正文鐸芝の，~-目的車手差是車と

屋墨田司ブゴ同1

一占Eh 目.8 U イ面オ名I&~転と

政策の相互王依手手・|生 Eニっし、て

第 1節 はじめに

〈農業基本法〉が1961年(昭36)に時1)定・公布されてすでに 4半世紀の時が

流れている.価格・所得政策は，基本法農政において，生産政策，構造政策な

どと並んで主要な農政の 3本住として位置づけられ，わが国の戦後農政におい

て重要な投書lを果た Lてきた. しかしながら，わが国農業・農政を取り巻く内

外の社会経済環境およびその他諸条件の大きな変化にともなって，いま，価格

政策は多くの髄点からそのあり方が問われ，その見直 Lが農政の重要な課題の

1つとなっている.

1986年(昭和61年) 11月に発表された農政審議会報告 r21世紀へ向けての農

政の基本方向』には，政策理念の転換という面から見ていくつかの特世が見ら

れるが，その Iつに価格政策面での変化がある. r構造政策の助長及び生産性

向上の促進」と「需給均衛の確保J.つまり価格政策を通じて構造政策を推進

しようという方向と需給調整機能重視の方向とである.

農産物価格政策の概念，すなわち農業政策体系における位置づけについては，

後にそのはたす機能および農業政策聞の関係等の観点から簡単な検討・整理を

おこなうが.基本的には.質調配分政簡と所得分配政策という 2つの顔をもっ

政策であると表現することができる.

本章では，価格政策 tJ(~、ままさに直面している問題点と課題を明らかにし、

価格政策・所得政策の新たな方向性の示唆をめざして、品目別価格政策と政策

相E聞の関係という 2つの側面から検酎をおこなうことを主要な課題としてい

る.
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第 2節では，価格政策がいまなぜ問題になるのかの吟味を通 Lて，価格政策

の現在果たすべき役割およびその機能的位置づけを明確にする.そして，現行

政買の問題点と展開方向を明らかにするうえでの最低限の基礎的概念の整理・

検討を行なうこととする.

これを前提として，つづ〈第 3節では，主要な価格政策として，それぞれ特

徴的な米・食肉・加工原料乳・野菜という 4つの品目をとりあげ，おのおのの

システムの特徴と政策目揮と政痛手段およびその品目の特性との関係に注目し

つつ，課題と今後の展開方向を明らかにしてい〈ことにする.

第 4節では，近年注目度の高まりつつある，各品目別の価格政第相E聞の問

題、つまり価格政策の総合化や価格政策と他の農業政策の関係に配l但しつつ、

今後の価格政策全般の新たな方向を模索することとしたい.

第 2節 価格政策の位置づけと役割

いまなぜ価格政策なのであろうか.価格政策の今後の展開を考えるうえで、

この問題の検討が大ぎな糸口となりそうである。現在，価格政策が問題とされ

ているのは大き〈分けて 3rv4つの要因にわけて考えることができる.

まず第 1は、財政負担の問題である. 1ft経済成長に入り財政事情がきわめて

悪化しているなかで，価格政策の予算枠を農林予算全体の中にどう位置づけ.

そのウエイトをどう考えて行〈のかという点である.具体的には，予算を価格

政揮に使いすぎるのではないか.前向きの施揮に使ったほうがよいのではない

かという問題になる.

第 2は，最近とくに円高によって増幅されている農産物価格の割高論，大き

〈なった内外価格差の問聞である. これは，最大の価格政蹟ともいえる国境保

護措置のあり方とも強〈関連しており.政策価格水準の高さの問題である.

第 3にあげられるのは，高価格支持が需給パランスを大き〈崩し，生産過剰

をひきおこしている点である.需給均衡の確保のために価格政策を考え直 L.
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生産政策との関係を重視する必要があるという点である.

最後に第 4としては，価格政策偏重が農業の構造変化を妨げてきたのではな

いか，望ま Lい構造政策に対して価格政策が阻害的であったのではないかとい

う点である. これは，高価格支持による小農温存という側面と，要素所得配分

面から生まれる地代等要素価格のつり上げ傾向という 2つの側面を持っている.

構造政策との整合性に注意する必要があるという点である.

以上のような点から価格政策の見直しがせまられているわけであるが，これ

らはどれも基本的には価格政策の現在の機能的位置づけと強〈結びついた問題

である.

まず，価格の果たす機能について考えることから始めよう。

一般に「価格Jは，大別して 2つの機能を持っているといわれている. 1つ

は農業者の所得を形成 L.所得の人的配分の構成要素という意味での i所得形

成・所得分配機能J. もう lつは需要および供給を誘導し，資源配分をつかさ

どる「資源配分・需給誘導機能J.つまり寅源配分のシグナルとしての機能で

ある. この両面をにらみながら価格政策はそのあり方を考えて行かねばならな

いわけであるが，そのおかれた経済情勢等によってそのウェイトの置かれ方も

変化するものであり，政策の役割ぞ位置づけも微妙に変化して行〈ものと考え

られる.

これまで一般に価格政策の役割として確認されてきたことは. r農業に固有

の価格形成条件の不利を補正すること」である。具体的には，価格水準の適正

化といわれる価格支持と価格変動の抑制といわれる価格安定とである. しかし，

価格水準の適正化がなぜ高価格支持と直接つらなるのか疑問の残るところでは

ある.評価基準としての所得補慣的な意味では適正化と呼ばれても，需給誘導・

資源配分の面からいえば政策的な過剰をひきおこす以上，この面から適正とは

言えないのではなかろうか.

さて. <農業基本法〉のベースとなった農林漁業基本問題調査会の答申『農

業の基本問題と基本対策』によれば，基本法の政策理念は，農工聞の所得均衝

をめざす所得政東，生産の選択的拡大と生産性の向上をめざす生産政策，農業

R
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構造の改善を通 Lて生産性の向上をめざす構造政策という 3本を目標的政策と

している点にあるといわれている.つまり，政策目揮は，所得の均衡と生産性

の向上においているが，これらの手段的政策として価格政策を考えているよう

である.本来の理念では.生産政策・構造政策の推進によって生産性の向上を

はかり，これにより所得の均衝をはかることを考え，価格政策による所得均衝

は短期的・つなぎ的なものと考えられていた. Lか L. 現実には価格・所得政

策というかたちで呼ばれ. 1つのものと Lて議論されがちであった。

価格政捕の位置づけをはっきりさせるために、この農産物価格政顕と所得政

擁との関係を明らかにすることが必要である。

ここで用いる所得政策 1)という言葉は，経済学の慨念で示せば「所得分配政

策Jに含まれる.公共経済学では，ある政策を所得分配政策としてみる場合の

評価基準と Lて，い〈つかのものが考えられている，第 1は，所得分配政策が

所期の目棟をどの程度達成しているかを評価する基準指揮と Lての H ターゲッ

ト効率性"がある.そしてこれは，ある政策が必要なグループだけを提助した

か否かを示す指揮としての"垂直的効率性"と.ある政策が目揮とするグルー

プのすべてを揖助したか否かを示す指揮としての"水平的効率性"とに分けら

れる.第 2は，経済学の世界で伝統的に用いられている基準として"貴顕配分

上の中立性"がある. これは，質調配分をどの程度撹乱しているかを示すもの

である.これら以外にも.心理的抵抗度，不正受給の防止の容易さ，効果の明

瞭性，政治的効果.行政費用の大きさ.等といった基準でもって判断されてい

る 2)

こうした基準に照らして.価格政策は所得分配政策と Lて評価する場合，次

のような欠点とまた評価すべき点とを持っているといわれている.欠点として

は，資源配分が撹乱される点や，ターゲット効率性の面でも多くの欠陥が指摘

されている 3}つまり，価格政揮はあらゆる生産者に一樟に適用されるため.

対象とすべきでない階層にも利益が及び，農村社会内部での所得配分をより不

平等化する要素を含んでいるといった点である. Lか L. 現実に採用されてき

たのは，心理的抵抗度の少なさや不正受給の防止効果・政治的効果の大きさ，
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行政(監視)費用の少なさといった側面から見て評価されてきたと考えられる.

本来，先の価格あるいは価格政策の諸機能のどれに重点を置いて逐行すべき

かは，一般経済情勢とそれに基づく農産物需給の動向あるいは農業生産の見通

し等によって判断されるべきである.

所得分配の面について考える場合，いまや他産業部門との所得均衛よりもむ

しろ各部門内部での分配に注目すべき時であるといってよいであろう.そして，

価格政策のこの垂直的非効率の側面にもっと注目する必要があるように恩われ

る.社会政策的な補助金のように形をかえて，所得分配政策としては分配の必

要なグJレープに政策を集中し，価格政策はむしろ生産の方向づけや需給調整と

いう価格のもう lつの重要な機能に焦点を合わせる時にあるのではないか.そ

して、抑制的な価格政策の運用の裏返しとして、所得分配政策として別の道が

考えられてもいいのではないかと思われる。

このように現代の価格政策は，生産の方向づけぞ需給調整といった意味で生

産政策との関連の強い機能に重点が移される以上，農産物の相対価格平価格の

決定時期といった生産の意志決定と強〈結びついた点への注意が必要となって

〈る.これはまた，当然のことと Lて，生産政策や構造政策と強い関連をもち

ながら政策遂行がなされねばならないことを意味 Lている.今や所得政軍との

み強く結びついてきた価格政策のイメージを一新して，他の分野との関連性を

総合的に議論すべき時にきているように思われる.

しかし，こう Lた点への検討は先に回し，まず.個別品目別の価格政策の直

面している問題について考えることにしたい.その際.ただやみ〈もに品目を

選ぶのではなく問題の深刻度とともに.その政策システムの違いに注目するこ

とが重要である.

価格政策の類型化4)は，農林水産省の分類の他多くの側面から各種なされて

きているが，市場メカニズムへの介入の程度の強さに基づいた改の 3つのタイ

プに分けて考えることが.本節の以下での検酎を容易にすると考えられる.市

場への介入の強いものから順に. r市場統制型J r市場価格誘導型J r市場価

格補正型」である.米に代表される管理価格制度と呼ばれる「市場統制型J• 
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それに数量を操作変教として動かし市場価格をある目標に誘導しようとする

「市場価格誘導型J.この代表例が舗面在庫を基に市場価格をある上下の範囲

内に収めようとする安定価格帯制度である.また数量を操作変数とするという

意味で供給調藍もこのタイプの変形といえるだろう.そして，最後に最も市場

への干捗が小さい，いわゆる"不足払い制度"と呼ばれる，金践を操作変数に

して，事後的に金銭をやりとりすることによって農家の受取価格を補正する

「市場価格補正型Jがある.それぞれの一般的な特質(長所・欠点) .条件等

については，以下の具体的な品目別価格政捕の該当するところで触れることと

したい.

rxの第 3節では，こう Lた価格政策についての分類にもとづいて.その代表

的な品目別価格政東として，米・食肉・加工原料乳・野菜という 4つの品目を

とりあげ，それぞれについて課題と今後の展開方向を明らかにしていくことに

する.

第 3節 主要品目別価格政策の課題と展開方向

1 .米価政策一市場統制型価格政策←

1987年(昭和62) 産米の生産者米価は前年度と比べて 5.95%引き下げられる

こと(60kg当たり 18.668円の現行基本米価を 17.557円とする)が，同年7月3日

の米価審融会で答申され.翌4日に31年ぶりの生産者米価引き下げが正式に決

定した.米価引き下げの時慢の早い遅いは別にして.今.米価政策に代表され

る農産物価格政策が一大転機にあることを示す象観的事実といえるだろう.

量産物価格政策の歴史は.まさに米価政策の歴史であったといってなんら過

言ではない. まず，市場統制型価格政擁の例として米価政策，そしてその制度

的枠組となっている食糧管理制度のかかえる問題から考えてい〈ことにする.

いまや食管制度の再編・あり方に関する輪識が世情では花盛りの感があるが，
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いったい現在の食管制度をどのように把握 Lているのであろうか.あいまいな

ままの議論が案外多いように思われる. しか L. 現在の食管制度の本質はいっ

たい何か，その実態はどのように従来と変わってきているのかという現状に対

する客観的な詰めな〈しては問題点の指摘も将来に対する方向性を示すことも

意味をもたない.

食管制度の根幹は、 lつには流通面の政府による全量管理という原則、もう

1つは価格政策面の高価格支持機能にあるといってよい o

食管制度と生産調整政策(現行"水田農業確立対賛同)とは一応制度上はまっ

たく別のものとなっているが、米問題を考えるには、実は一体のものであると

Lて理解 Lなければならない。たとえば財政負担を考える場合、食櫨管理会計

の赤字と水田農業確立対簡費とをあわせて考えねば意味がない。なぜなら、

方の減少のために他方を支出しているという関係にあるからである。

食管制度の価格政策と Lての側面を一言で言えば.その本質は，生産者価格

を高水準(需給均衡価格と比べて)に維持しつつ，転作奨励金の交付によって

過剰分を未然に抑制するという方向である。つまり，供給管理政策と価格政策

とをセットで動かしているのが現在の米価政策の真の喪であるといえる。生産

調整という名の数量制限と併用しなければ価格政策が動かないという典型であ

る。

こうした性格を持つ現行食管制度が直面している問閣は，いろいろな局面で

形を代えて噴き出しているが，価格政策という側面に限っていえば，一応次の

ような諸点に整理できるのではないかと思われる.

まず第 lは，問題の出発点でもあるところの高価格水準に支持された米価に

よって生みだされた構造的な米過剰の存在である.第 2は，生産調整のコスト

も含めて年間7.000憧円を超える莫大な財政負担を生んでいる問聞である.第

3のものと Lては，これと関係するが，過剰を生む高価格支持米価とその過剰

を打ち梢そうとする転作奨励金という財政的に見ても自己矛盾的な政策手段体

系の構造がある.第 4としては，生産調整がある意味で統制原理に基づいた一

律面積割当という形で，画一的かつ半強制的に行なわれるため.農家の独自の
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意志訣定の幅が挟し創造的農家の書lJ出に障害となっているという点があげら

れる.つまり零細農家の温存という点とともに，稲作の構造改革の足かせとなっ

ているということである.さらに第 5としては，そこまでの犠牲を払いながら，

転作の定着率が非常に低し捨て作りや荒らし作りといったものが多く，実質

的に奨励金なしでもやっていけるのは 2割程度にしかならないという点が指摘

される.最後に第 6のものは，近年の良質米志向等の多様化した梢費サイドの

需要の動向に制度としての対応が非常に困難であるという点である.市場で価

格が決定されるわけではないため，量そのものよりもそれ以外の情報(品質等)

のウェイトが大きくなる現代では，当然大きな限界があるのである.

こう Lた多くの問題に直面 Lている現在の米価政策はどういう方向に改変し

て行かねばならないのであろうか.いくつかの次元の異なる論点が考えられる。

これは、まず大き<3つに分けられる。

第 Iは、対外的な問題、国境保護・国境調整をどうするのかという問題であ

る。この点に関 Lては、長期的には自由化の道も可能と考える立場と.長期的

にも国際蹟争力を持ちえず国境保護の必要性を主張する立場が存在する。しか

し、冷静に現実を見た場合、前者の可能性はほとんどないといってよいであろ

う。

第 2は、国内市場をどうするのかという問題である。この論点は、さらに次

の 2つの異なる立場に升けられる。①食管制度を所与あるいはマイナーな修正、

運用上の留意によって問題の解決をはかろうとする立場，②食管制度の抜本的

変革・改正を前提としなければ問題の解決は容易ではないとする立場である。

まず①の立場から考えていこう。この場合でも、政策的に可能な道は、米価

水準については少な〈とも抑制的に運営されねばならないことだけは確かなよ

うである。しかし、政治的に、とくに地域経済政策上、一定の制約を受けざる

をえないとすれば、生産調整引のあり方がより厳しく問われることとなる。

そこで問題となるのは、次の 2点である。まず、どの程度の価格引き下げが

可能であるのかである。この点については、米価引き下げが農家階層別・類型

別にいかなる影響をもたらすのかについて、地域経済の視点から慎重に検討す
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ることが必要であろう。d(は、生産調整のあり方についてである。つまり、転

作に関する現行程度の傾斜配分方式をこのまま継続するのか、あるいは生産性

が高い地域や商品質生産の可能な地域を優遇するという、いわば比較慣位を持

つ地域・農家群に米生産を優先させ、不適作地や都市近郊農地に対しては現行

以上の生産調整を割り当てるという方法が考えられる。前者がどちらかといえ

ば伝統的な公平原理に基づき、コストは高くとも全国的に平等主義を維持する

という立場であり、後者はより経済効率性を高めることによって圏全体として

のコストパフォーマンスを高めようとする立場である。

もう lつの②の立場は、輸入なしという前提のもとで圏内の自由化に向けて

漸次移行させるという方向性をもつものである。その場合、当熱、生産と流通

の両面に関 Lて圏内「自由化」が考えられねばならず、食管制度の大幅かつ披

本的改正は不可避となろう。生産の国内自由化に限った場合においても、短-

中期的に均衡価格水準がどの程度の下落幅で収束するのか、また、短期的に尭

生すると予想される米生産・流通上の混乱と一部農家の生産意欲の減退等によっ

てわが国稲作全体の生産力構造がどうなるかに関して慎重な配胤が必要となろ

つ。

しか L、長期的な基本方向と Lては、やはり、この「国境保護・圏内自由化」

という、市場原理を主と Lて，これを統制原理で補完してい〈ような価格シス

テムに改変して行く道がもっとも望ましいのではないか。そして生産調整につ

いても需給調整を市場原理によっておこなわれるようなシステムに徐々に変え

ていくべきであろうと考えられる o その移行プロセスとして、先の生産調整の

あり方論謹は位置づけられるべきであろう。

米価引き下げが望ま Lいというのは，基本的には過剰水田の調藍を市場メカ

ニズムを通じておこなわ 5るをえないからであり，なんらかの人為的規制によっ

て農家を Lぱるのは，長期にわたってしかも全国的規模では不可能であるから

である.結局，市場の需給をにらみながら，個々の農家に主体的に選択させる

ことがもっとも適切な方向なのである.このことは，少しでも経済的センスの

ある人なら容易に理解できょう。
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しかしながら，この場合、実は問題はここから先なのである.

もう一つの次元の異なる第 3の論点とは、この将来方向への移行のプロセス，

手順，それにそのスピードをどうするのか つまり調整過程の問題である.そ

のためには，米価引き下げの短期の効果と長期の効果，米価引き下げの速度の

影響といった点を考l但に入れることとともに，米価を最終的に需給均面価格ま

で引き下げた時に生じうる結果を整理し，何が重要な問題であるかを明らかに

することがまず重要となって〈る.この際生じる問周点は.①当然のことなが

ら過剰米が摘撮するということ、@そのため水稲が作付けされなくなるおよそ

100万haの水田の利用をどうするかということ、③結局失業することになる稲

作労働力をどうするのか.またどこに吸収されるのかということである. こう

した点への考凪なしには.どのような段階を経てどのくらいの時聞をかけるか

といったことはでてこないといえる.いわゆる構造調整・産業調整の過程その

ものへの注意，つまりどういうパスをどういうスピードで通ってターゲットに

到達するかを問題にする場合，まずこのことから出発しなければならないので

ある.

さて最後に，現在も残っているあるいは新たに要請されている米政策の今日

的課題について考えることでここをしめくくることとしよう.今日的課聞は.

大きく分けて以下の 2つに整理して考えられるのではないかと思われる. まず

第 1は.一時的に多少のコメ不足が起きても国民に必要とする量を確保できる

ように Lてお〈ことがあげられる.いわゆる安定供給であり，それを保証する

米価の安定である.圏内自由化を実施する場合でも、価格安定帯あるいは最低

保証価格といった安定措置が必要となろう。第 2は，消費者が納得し得る程度

の米価水準にまで下げられるようにすすめられる構造政摘を促進するようなも

のであることであろう.つまり.米価政策を生産性の高い米づくりを育てると

いう構造政策の促進剤として利用する方向である.とくに最近の食管制度に欠

けているものの lつに.この米政粛の果たすべき今目的役割をまっとうするた

めに必要なコストは何か.という詰めた龍輸がある.社会的なコストへの注目

が必要である。

102 



ともかく、当面の米政革運営上の課題は、価格は抑制的に設定 Lつつ、一方

で圏内における市場メカニズムをいかに活用しうるかである。そして、この試

行錯誤の過程で生じるであろうマイナスのインパクトとのトレード・オフ関係

をいかに調和させるかが重要なポイントといえるであろう。

2. 食肉価格政策一市場価格誘導型価格政策一

つづいては，市場価格誘導型の代表例として，輸入自由化の問閣で揺れてい

る食肉の価格政策について考えていし

具体的に食肉の価格政策の吟味・検討に入る前に，数量を操作変数として動

かし市場価格をある目標に誘導しようとする「市場価格誘導型」政策一般の特

徴について整理しておこう.このタイプは緩衝在庫をベースに市場価格をある

上下の範囲内に収めようとする安定価格帯制度と，その変形とも考えられる最

低保証価格を定め市場価格がそれ以下に落ち込むときには無制限に買い入れ，

価格水準を維持しようとする最低価格保証制度，そして生産量そのものを削減

したり市場開離や調藍保管によって市場価格を高くしようとする供給調整(管

理}とに分けられる.

ここで示す指定食肉に関してとられている安定価格帯制度が最も代表的であ

る.供給が豊富なときに在庫を形成し.供給が乏しいときに在庫を放出するこ

とによって，過剰時には価格を引き上げ.不足時には価格を引き下げるという

操作をおこない，価格変動をある一定の枠内に抑えようというものである. こ

の制度は在庫保管の必要から，なんらかのかたちで貯蔵性のある農産物か.あ

るいは国際市場において容易に調達・処分できる農産物についてのみとること

が可能であり，かつ規格が統ーされているという点でも対象が限定されるが，

原則として自由な価格形成システムを前提とするというメリットをもっている.

しかし，改のような運営上の欠点を内包している.まず，安定価格帯の基準

となる長期価格趨勢を正しく判断するのが非常に困難である点である. またこ

れに関連して，雄衝在庫の売買価格が.長期価格趨勢の過小評価に基づいてい
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る場合は，緩衝在庫は常に売りにまわり.結局は底をついてしまうという事態

がおこる. また売買価格が長期価格趨勢の過大評価にもとづいていれば，緩衝

在庫は常に買いにまわり，在庫が手に負えないほど大きくなってしまい，つい

には分解してしまうという最悪の事態もおこりかねない.ここまでいたらなく

ても，買い入れ・放出のタイミングがむずかし<，市場を撹乱するニとが多し

充分な市場情報の前提なしに売買操作をおこなうと.安定よりも価格変動を助

長・促進することになりやすい点がこのシステムの一般的な欠点である.

さて，食肉に関する価格政策は， 1961年(昭和36) に制定・施行されたく畜

産物の価格安定等に関する法律> (畜産物価格安定法)に始まる.当初は，指

定食肉の対象としては豚肉のみであったが， 1975年(昭和50) に牛肉が追加さ

れ現在にいたっている. この指定食肉の範囲は規格面で限定を受けている.た

とえば牛肉の場合，去嬰された肉用牛の規格「中」のものが定められ.それ以

外の規格，それ以外の食肉および卸売市場段階以外の市場での価格については，

間接的に価格が安定することを期待するというかたちをとっている. また，牛

肉が1975年にこの制度下に入る際.不足払い制度についても考凪されたが，牛

肉の生産費や価格に格差が大きすぎて技術的に困難であり，複雑な疏通構造か

ら交付対象の特定化も困難とされ.結局豚肉と同様に安定価格帯制度を採用し

たという経緯があることは有名である.

自由化されている豚肉と非自由化品目で数量割当によって毎年一定量が輸入

されている牛肉とでは，需給調整における輸入肉の取り扱いにおいて若干異な

るものの基本的には同ーの方法によって価格安定をはかろうとしている.価格

の算定は需給実勢方式により.基準期間の農家販売価格(生体)に生産費指数.

需給調整係散を乗じ，これを枝肉価格に換算し.通常の変動の上限価格(安定

上位価格)と下限価格(安定基準価格)とすることを基本としている.その際，

牛肉の場合には，需給調整係数を用いないという違いが存在している.

この価格安定帯制度のシステム運用のポイントは，市場介入にある.図4-1

と図4-2とは，それぞれ豚肉と牛肉との価格安定帯制度のシステムを模式的に

示したものである.
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図4-1 豚肉の価格安定の仕組み

(匝倍高宮時)

(①問団による保管庇肉の間し

① 陪入居肉の国民減免階位

安定上位価格

中心価格

安定基棺価陪

(価賂低落時)

(① 生産者団体による問笠間(金利、金量を事案団助成}

① 事莱団による指定支珂(省令民俗)の買入保管

注:農林水産大臣官房企画室「農産物価格政策の概要 J (昭和62年度)より作成。

図4-2 牛肉の価格安定の仕組み

(価指低落時)

① 陥入牛肉の売醒停止

(価格商臨時)
車業団による血産・陥入牛肉
の売捜し

事業団による国産・愉入
牛肉の売置しによる同宣 中心価格

牛肉卸売価陪(東京・大医}
安定Ai笹価陪

@ 生産者団体による民重保管(金利 .jt監を事諜団助庇)

① 事菜園による指定食肉(去努和牛「中」、その他去鈎「中J)の買入保管

注:出典は図4-1に同じ.
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まず牛肉の場合，輸入車l当制のもとで，畜産掻興事業団は輸入牛肉の大部分

を取り扱い，保管輸入牛肉を適切な時期に適切な数量を売り渡すことにより，

圏内の需給と価格安定をはかる輸入調整措置を基本としている.安定帯のなか

に市場価格が収まっている場合は.需給実勢にゆだねるわけであるが，その際

「指示売り渡し」と呼ばれる，事業団による国産および輸入牛肉の売り渡しが

おこなわれ，調藍がなされている.これが豚肉の場合とは異なる点である.安

定上位価格を上回った場合には. r韓萌売り渡し」と呼ばれる，事業団による

保管国産(あるいは輸入)牛肉の売り i度しがおこなわれ.市場価格を下げよう

とする.この場合，輸入牛肉は緊急輸入割当というかたちで輸入をすることが

できる.一方，価格が低迷し安定基準価格を下回った場合には，国産牛肉の事

業団による買い入れ・保管とともに，輸入牛肉の事業団からの売り渡しが停止

される.それでも効果があがらない場合には，生産者団体による調整販売・調

整保管といった自主調整措置がとられ，価格の回復に努めることとなっている.

これに対 Lて，豚肉の場合，システムとしては牛肉の場合とほとんど同じで

あり，輸入自由化品目であるための違いが存在しているのみである.市場価格

が安定帯のなかにある場合は，純枠に需給実勢にゆだねるのみで.貿易面では

差額関税制度がとられている.また，価格が高騰したときには，関税減免措置

というかたちで輸入の増加を促し価格の低下をはかるという措置の存在が，牛

肉の場合と異なっている点である.

つまり.現行の食肉価格政策は，指定食肉制度にともなう安定帯による価格

安定操作と国境保護措置{牛肉の場合は輸入割当制.豚肉の場合は差額関税)

にもとづく需給調整とを併用 Lて，政策主体たる畜産握興事業聞が価格支持と

価格安定とをその目槽として実施している政策であるということができる.

さて，こうした食肉の価格政策・制度はいったい現在どういう問題に直面し

ているのであろうか.以下では，この点について簡単に問題のエッセンスを整

理しておくことにする.

問題として考えられるのは，本制度の安定中心価格への復元力の弱さという

特性である.わずかな需給関係の変化で価格がただちに安定帯の上下を突破し.
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その状態が長期間つづきがちであるという点である. このことは可能性として

考えれば，改の 4つの問題に分けておくことが必要である.まず第 1は，安定

価格帯の算定上の問題である.たとえば，価格安定帯そのものが低すぎる(あ

るいは高す fる}水準に算定されているのではないかという問題である.つづ

いて第 2は，価格安定操作の発動基準上の問題である. これは発動基準があい

まいで常に遅れがちである点である.第 3としては，価格安定操作の対象範囲

の問題である.これは先述したように価格安定操作の直接的対象となる食肉の

占めるシェ了が著しく低し安定化効果が小さくなって Lまうという点である.

そして最後に第 4としては，輸入手続きにおける迅速性の問題があげられる.

これは，輸入手続きがきわめて複雑で制度上時聞を要するので，価格が高腿 L

たときなどその対応が常に遅れがちとなってしまうということを意味している.

こうした 4つの視点から本制度の改善方向は検討されねばならないが，本格的

には生産政策や貿易政策といった面からの枠組の決定に基本的な展開方向は規

定されるといえる.

3. 加工原料乳価格政策一市場価格補E型価格政策(1 )ー

最後の価格政策のタイプは.いわゆる不足払い制度と呼ばれる市場価格補正

型の価格政策である.このタイプは大別して価格支持機能をもつものともたな

いものとに分けられる.保証価格が市場均衛価格より高〈定められているか否

かによって分けられるのであるが，ここではまず，価格支持機能をもつものの

代表として，加工原料乳の価格政第についてみてい〈ことにする.

具体的に，加工原料乳の価格政策について述べる前に，市場価格楠E型価格

政簾一般の特徴をまず明らかにしておこう.このシステムの特世は.消費者

(需要者)が支払う価格は自由に市場で決定され市場からの利益を得る一方，

生産者に対しては一定の価格水準の保証により生産の安定・増大と所得確保の

機能を持つことである.これは，保証価格と現実の市場価格の差を金銭の交付

によって処理しているためであるが，この交付金の"財瞭"が.このシステム
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のもっとも重要な問題である.

また，この制度を他と比較してみると，政府等の機闘が農産物の買入れ・保

管・売i度しをおこなうことにともなう，価格変動・保管経費の増加・品質の低

下といった危険負担を避けうることが大きな長所といってよい.

また，買入れをおこなわないため貯蔵性は必要でな<.貯蔵性のないものに

対しても利用可能である，ただ，交付対象生産者が，量的に把握容易という条

件が必要であり，そのために逆に運用上の問題が生じがちである.

さて，わが国の酪農政策は，酷農 3法と呼ばれるく酪農振興法) (1954年) . 

〈畜産物価格安定法) (1961年) .そして 1966年に施行されたく加工原料乳生

産者補給金等暫定措置法>不足払い怯) .という法的枠組のもとで展開され

てきた.当初は乳製品がく畜産物価格安定法〉により価格安定帯制度の対象と

され，原料乳については間接的な効果のみが期待されたが. <不足払い法〉の

施行にともない原料乳・乳製品ともこの法律の対象となっている.

現在の加工原料乳不足払い制度は，政策手段と Lて以下の 4つの住から構成

されている.第 l は加工向け原料乳に対する不足払~¥ .第 2は指定生乳生産者

団体による生乳の生産者からの一元集荷と乳業者への多元販売，第 3は畜産掻

興事業団による指定乳製品の一元輸入.第 4は同事業団による指定乳製品の園

内市場における売買操作，の 4つである.本制度は，不足払いという納税者負

担と乳製品の輸入管理からの間接的国境保護措置による消費者負担とが併用さ

れているという点できわめて特徴的である.本来.不足払いは財政負担だけで

生産者保護を行なうものであるから，一極の変形であるといえる.財政負担に

歯止めをかけるという点からは一つの工夫と言える.

現行の不足払い制度の仕組みと基準となる価格の相互関係を示したのが，図

4-3と図4-4である.本制度下では，加工原料乳の場合.乳製品の安定指揮価格

(乳製品の在庫操作により保持される市場価格に相当)から標準的な加工・販

売経費を差し号|いて逆算されるメーカーの基準取引価格(=メーカーの支払可

能乳価)と，生乳の生産費を考i位して政策的に定められる保証価格との差額を

補給金として国が交付 L，保証価格が指定団体に支払われる仕組みになってい
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図4-3 加工原料乳における不足払いの仕組み
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る.その際，保証価格の算定については，主要加工原料乳地域における生乳の

生産費を基に物価修正を行なったもの(嗣育管理家族労働費については，同地

域の製造業労賃で評価替え)に集送事L経費等を加算して算定するといういわゆ

る"生産費・所得補償方式"がとられ高〈定められているのである.

また，補給金の財源としては，固からの交付金とともに事業団の差益金(乳

製品の輸入売買による利益)に大きく依存 Lているが，近年，輸入制限品目

( I Q品目)の輸入が減少し，かわって自由化品目 (AA品目)の輸入が噌大

して，事業団の差益金収入が減少 L制度の運用がきわめて困難となってきてい

る.

一方，飲用向け原料乳の場合は，メーカーと指定団体との協議によって決定

されているが，指定団体はこの 2つの乳価(加工原料乳価と飲用事L価)を平均

してプール乳価として，生産者に支払うという仕組みになっている.

こうした制度下で，わが国の酪農は発展してきたわけだが，同時に市場構造

の変化にともなって，慢性的な生乳過剰生産問題等多くの構造的な問題が生ま

れてきているのも事実である.これに対する対応が急がれているのである.

何が問題なのか，ではどうすればよいのか，という点を明らかにするために，

制度のエッセンスを経済学的に表示したものが以下の図である.

図4-5の(0.)と (b)は，本制度下の原料乳市場と乳製品市場の需給均衛の原理

をあらわしたものである.原料乳市場は不足払い制度を，乳製品市場は輸入割

当制度をとった場合の均衛図である.本来，乳製品市場は，輸入割当制ととも

に在庫の売買操作による一極の価格安定帯制(安定指揮価格制)をとっている

が，ここではその点はまず捨象 L. のちに一定価格を保持するための売買操作

のみをモデルに組みこむことにする.

注意が必要なのは，上の(0.)図と下の(b)図が.同時決定状態を示している点

である.順に説明して行こう.まず. (b)図は乳製品市場の均衡をあらわした

ものである. Dbは乳製品の需要曲栂 Sbは圏内供給曲線(国内メーカーのも

つ限界費用曲線に対応)を示しており. S bに一定の輸入割当量を横に足した

折れた曲線 Sb
mが輸入を含めた総供給曲線である.そして DbとSbln

との交点



~t :fL (7】
flUi +Ii [J" 

fI1~ ， iIE 1， 
fllli lIi • ~ 

手L別品の

flUiH~ [包

t
 

J
a
 

--z-
--a
，、『

-E'
・S
I

t
u
 

-
t
F
E
H
U
P
 

-

-
U

H旬

E

・
E

・-v'・

口Ff耐佑
p回

図4-5 加工原料乳価格政策下の需給均衡

一毛デル(1 ) 

(a) 原料乳市場

SU' 

町〔科手LIこ付する

j-'.i嬰山線

(メーカーの削J.)
iLf(i~ :f Lhllillh t:l~ ) 

() Qd 

(b) ~L製品市場

J iq I人JfRね 1 1I 1 .f:J~

Qd O 
輸入~IIIJ 当 Jit

1 1 2 



図4-6 加工原料乳価格政策下の需給均衡
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で市場価格が決定され圏内生産量も決まるわけである.一方(u)図は，これと

同時決定される原料乳市場の均衝を示している. D aはメーカーのもつ生産関

数から派生導出される原料乳に対する需要曲線を示している. この場合， (b) 

図における均衡生産量を所与としてこの曲線は描かれており，これが変化すれ

ばこの Daもシフトすることとなる.対する Saは原料事しの供給曲線であり，生

産農家の供給反応を示している.ここで原料乳は不足払い制度をとっているの

で，保証価格 Pgが提示されれば，市場価格(需要者の支払い価格)と生産量

とが決定され，斜綿で示した交付金金額も決定することとなるわけである. こ

こで逆にいえばこの (a)図の均衡を所与として (b)図も描かれているのである.

しかしながら，現実の制度下の均衡はこの図の場合とは少し異なっている.

つまり.原料乳の需要者価措は本来の不足払いとは異なり，市場メカニズムに

よって決定されるのではなし乳製品の市場価格{ニ安定指揮価格)から政策

的に偽装計算されて決定されたものとなっている.そのため原料乳市場では需

要量と供給量との聞に 7ンパランスが生まれる可能性が出て〈るわけである.

そのアンパランスを乳製品市場における在庫揖作によって吸収しようとしてい

るのである. このことを示したのが図4-6の(0)および(b)である.

先の図の場合よりも基準取引価格が高く定められたために.本来原料乳の過

剰が発生するところを.強制的買い取りによって，乳製品の生産増を生み.輸

入を含む乳製品供給曲線が Sb
mから Sbm~ に右シフトする. この生産増加によっ

て，本来乳製品の価格が低下するところを安定指棟価格水準に維持するために

は.その生産増加分を在庫買い入れによって調節しなければならないのである.可

この原料乳市場における過剰(現実には買入数量制限があるため生乳にも過

剰が発生し飲用乳市場が抱乱される)あるいはそのために生まれる乳製品価格

低下を食い止める過剰在庫の増加といった問題は，このシステムを前提とする

かぎり，つまるところ次のようない〈つかの政策価格決定の失敗に基づいてい

る可能性がある.

まず第 1は.原料乳価格の保証価格水準がきわめて高す fることが考えられ

る.第 2の可能性としては.原料事Lの基準取引価格が取引数量の多さのわりに
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高すぎることがあげられる.つまり，加工・眼売経費等を低〈見積もりすぎて

いることである.最後に第 3としては咽安定指揮価格が高すぎることも一応考

えてよかろうが，この可能性は最も低いといえる.

実際過去に，法律制定期や1970年代前半からの保証価格の大幅引き上げが，

タイムラグをもって 1969"-'70年(昭和44'"'-'45}や1978"-'79年(昭和53rv54)に

おける生乳の過剰問題を尭生させたという経験を本制度はもっている.保証価

格を引き下げることが過剰に対する一対策であることは確かなようである.一

方，基準取引価格のヲ|き下げという対応は.結局交付金総額を大きくするため.

財政負担面で困難となろう.実際そのために高い水準に定めざるをえなかった

のではなかろうか. この制度をとりつづけるかぎり，保証価格を引堂下げる以

外に根本的な対応策はなさそうである.

Lかし，財政面で年々厳しくなってくる時代にあって，いつまでもこの不足

払いは可能なのであろうか，同じ財揮であれば，む Lろ最点を絞った生産対策

への補助金として佳用 Lたほうが有効な道があるのではないだろうか.本制度

にも，そろそろ本格的にメスが入れられてもよい時期にきているように思われ

る.

4. 野菜価格制度一市場価格補正型価格政策(II ) 

つづいて，価格支持機能を持たず価格安定機能のみを持つ第 2の市場価格補、

正型価格政策の代表例として.野菜の価格政策をとりあげる.別名「安値補場

制度Jとも呼ばれ，類似のものとしては，肉用牛の子牛・子豚・鶏肉およびブ

ロイラ一等について，法律にはもとづかないが全国的規模で実施されている.

野菜は，天候等の原因による生産の変動が著しし価格の変動が不規則でそ

の幅も大きし暴膳・暴落を操り返してきたという歴史を持っている.現行制

度に類似した野菜価格の暴落時に安値補塩をおこなうという試みは. 1959年

(昭和34) に京都府で実施された「園芸作物計画生産奨励事業jが始まりであ

り.名都道府県段階でいくつか試行錯誤が繰り返されてきていた.そうした下
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から地方からの要求というかたちで生まれ制定されたのが. <野菜生産出荷安

定法> (I966年)であった.その後展開する野菜行政の出発点となったもので

ある.

この安値補塩制度は，市場価格があらかじめ定められた基準価格をある一定

割合以上下回った場合のみ，基準価格と市場価格の差額を支払うもので，平年

作の場合は不足払いされず，事後的に豊作となった場合のみ不足払いされる.

はじめに価格支持機能を持たない価格安定機能のみの制度といったのはこの点

を指している.またこの制度はそのめざす目的からして他の価格政策とはかな

り趣を異にしていた.その目的は，供給の安定を通じて価格の安定を図ること

にあり，生産者の所得補償や生産の施保にも lつの目的がある他の農産物の価

格政策とは，かなり性質を異にするといってよい.

一方財源については，生産者の積み立て金と政府からの補助金とを基に運営

されてはいるが，補填資金造成の生産者負担率は. 8分の 1 (12.5%) である

から，実質的には政府財源による不足払いと考えてなんら差 L支えない.

さて，本制度はこれまで見てきたように他の制度と比較してもかなり個性的

であり.それゆえに多〈の問題もかかえているといわれているが.その際立つ

特世を整理すれば以下のようなものがあげられると思う. まず第 lは.先にも

触れた政第意図が需給均衛価格という市場メカニズムを重視する価格の実現に

あり，所得補償を第一義的にめざす価格支持ではないという点である.第 2の

特徴は，この制度を他と比較するとき，品目・産地・市場という三重の指定

(指定野菜・指定産地・指定消費地域)という徹底した選別政策がとられてい

るという点である.米・費などに対する全国一率平等的施策と好対照をなして

いる.第 3は.安値時の価格補損金が交付されるのは事前に予約した数量のみ

に絞られている点があげられる. さらに第 4のものとしては，安値時の補塩金

の交付にいわゆる"足切り"が存在しているという点である.この最後の点を

少し説明しておく必要がある.

まず，基本となる保証価格については. r趨勢値価格Jを3ヶ年移動平均に

よる l次回冊式で求め，このさらに90%を「保証基準額j とするという貰定方
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図4-7 指定野菜価格補場制度下の需要曲線の導出
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式で決定している.そ Lて，実際に生産者が交付を受けられる額には以下のよ

うな制限がつけられている.つまり. r趨勢値価格」の50%を「最低基準額j

とし，市場価格が低下しても「最低基準額j を上回れば. r保証基準額」との

差額が全額交付されるが. r最低基準額」を下回った場合には「保証基準額J

と「最低基準額」との差額のみが交付され，平均服売額と「最低基準額j との

差額のほうは交付されず，いわば交付が足切りされるというものである.以上

の価格関係から，この補場金の足切りとその水準および生産者の直面する需要

曲棉，つまり実質受取価格曲線の形状がどうなるかを図示したものが，図4-7

である. この足切りは主として財政面からの要請でなされたのであろうが.そ

れ以外に生産者の出荷行動への規制力として期待された側面もあったのではな

いかと考えられる.

このような制度の概要・特質を前提と Lて，以下では問題点として考えられ

る点について検討してみよう.

一般的な問題点としては，価格変動を抑止し安定化させる効果の大きさに対

Lて疑問符がつけられる点にある.それは，第 1には先に特質と Lて述べた顧

しい三重の指定という選別化ゆえに本制度に参加するあるいは参加できる生産

者が少なし価格変動抑制・安定化効果が著しく削減されることに起因 Lてい

る.さらに第 2は，本制度が本来上限価格を規制 Lていないという制度の限界

によっている.つまり，価格の高騰に対してはこれを抑制する手段はなし異

常低落の場合の生産者の打撃を緩和することによって，生産の減少を防止して，

生産の安定をはかり，これによって価格の上昇の防止を期待するというきわめ

て間接的なあわい効果があるのみである.こうした問題に対しては各地方公共

団体がそれぞれ地域のレベルで補完的な対買を講じているのが現状である.

また，制度の実施・運用上の問題点については，趣旨と現実とが草離し，金

銭のばらまきになっている傾向が見られる.図4-8の金銭の流れに注目 Lても

らおう.この図は.指定野菜の価格政策(安値補損制度)のメカニズムを(と

くに金銭の流れを中心に)模式化して描いたものである.現実の制度は，各種

事業の拡張・変更によって，もっと複雑になってはいるが.そのエッセンスを
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指定野菜価格補填制度の仕組み図4-8
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示せばこのように体系化される.この図の安定基金と出荷団体聞というよりは，

とくに農協に代表される出荷団体と生産者の聞の資金の流れに問題が多いよう

である.その第 lは，積み立て金の取り方に関連して，現実には農協があらか

じめ立て替えて支払っているため，感覚的には関係者すべてが単なる市場の手

数料というかたちになっている点である.第 2は，その逆に固から降りてきた

金の出し方・払い方である.つまり農家と Lては知らない聞に農協の預金口座

に金が入っているというような感覚なのである.どちらの側面でも，生産者は

制度に入っているという意識をもたず，プラスあるいはマイナスの手数料とい

うような感覚をもちがちであるという点lニ問題がある. また，基準価格の決め

方が手探り的とも見られるが，これは市場の実勢価格(傾向値)をとる以上あ

る程度いた L方のないことではなかろうか.

しかし今後を見据えた場合，もっと本質的な問題としては，過剰時代におけ

る野菜の価格制度のあり方を本格的に考え直す必要があるのではないかという

点であろう.逆にいえば，いままであまりにも安値補塩制度に大きすぎる役目

を期待しすぎていたのではないかということである.役割の限定が必要な時と

恩われる.

具体的には，過剰時代においては過剰を抑制 L得る価格制度とならなければ

ならず，それには価格補塩制度がその役割を限定すべきである.過剰量を人為

的な作付け面積の不調整による部分と白熱の作用である豊作がもたらす部分と

に区別して考えることがまず必要である.慢性化 Lつつある過剰は.本来価格

をパラメーターとした生産者側の自主的な作付け面積の調整によって解消され

るべきなのである.

作付け面積の不調整がもたらしている所得問題と，豊凶変動による一時的過

剰がもたらしている所得問題とを区別し，価格補塩制度は，後者に対するもの

に本来限定すべきである， しか L現実問題と Lては，価格が低落したときその

要因によって分離することはきわめて困難である.作付け面積の不調整がもた

らす過剰分については他の需給開藍・計画生産等の対応によってなされるべき

であり，その対東とのポリシーミックスによってのみ制度は有効に機能するの
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ではないかと考えられる.

第 4節 価格政策全般の今後の展開方向

1.価格政粛の総合化

以上前節では，個別価格政策ごとに存在している問題点を考え.その改善方

向について検討してきたわけだが，もう lつの重要な問題領域は価措政策相互

聞の関連性をめぐる問題と.他の農業政策との関係(補完あるいは代替的関係)

つまりその整合性に結む問題とである.

具体的に検討したように，個々の価格政策はその品目の特性や制度が導入・

実施されはじめた時代背景およびその社会・経済状況の遣いを反映してそれぞ

れ独自のあり方(政策手段類型・政策価格の算定方式等)で実施されてきてい

る. <農業基本法〉第11条の「価格政策の総合的検討」は，価格政策を定期的

かつ総合的にレビューして，価格政策相互間の調草や全体と Lての効果をみて，

総合性を持たせようとしたものであったが，本格的にはほとんどおこなわれて

こなかった.どの品目についても基本的には同ーの考えにもとづいて価格支持

を行っている EC共通農業政策とは好対照である.

このこと自身は，一面では作物ごとの特性や需給事情平生産・流通事情に応

じてた多様な対応が可能であり，政策効果を尭揮するうえでプラスの側面があっ

たことは否定できない.また，所得補塩という機能にウェイトがおかれていた

時代には，総農家所得に占める米の重要性からみて米価にのみ目が向けられが

ちで，他の価格との関係に目が向かなかったのもいたし方のない面があったこ

とも事実である. しか L. いまやほとんどの農産物において対処すべき問題が

過剰対策であり，またこの生産の方向づけや需給調整に価格政策の主たる権能

のウェイトがおかれる時代である.いままでのようなわけにはいかないのであ

る.また，水田農業経営の複合化・高度利用の必要が L、われている現在， これ
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に対応できる価格政策(経営複合的価格政東)という面からもその必要が求め

られているのである. (なお、経営の複合化と価格水準の変化との聞の関係に

対する問題は補章で経済理論的に考察する. ) 

ところで，いったい総合的とはどういうことなのであろうか.この価格政策

相互聞の関連性に関する問題は，抽象的なかたちでは価格政策の総合化あるい

は総合的価格政策の検討というかたちでこれまでもいろいろな場で議論検討さ

れてまた. ここでいう総合化とは，一般に次に述べるようない〈つかの慨念に

整理可能である.

まず第 lは，農産物聞の価桔パランスをいかにするのか，つまり品目聞の相

対価格に関する問題である.第 2は，価格の決定時期の問題，言葉を換えれば

行政価格を同時決定するのかという問題である.第 3は，価格覧定方式の一元

化・共通化の問題，つまり政策目標の額似しているものに関してはできるだけ

一元化・共通化 Lていくべきではないかという読論である.第 4のものとして

は，価格決定機構の問題といわれ，現在品目ごとに別々に議論されて決定され

ている場を同じ土債の上にもってきて議論 Lたほうがよいのではないのかとい

う問題があげられる.これに加えてさらに，主幹作物と副次的作物との関係を

どう考えるのか，畜産物価格とえさの価格の連動性をどう考えるのか，生産者

価格と消費者価格の連動についてはどうするのか，国際価格をどう考えるのか，

といった多くの考l畠Lなければならない問題を含んでいる，そして，これらに

よって生産誘導効果を大きく L.供給刺激効果の分散をはかろうとするもので

ある.

このように価格政策の総合化と一口でいっても多樟な側面を持っており， ー

の限られた紙数のスペース内で語論しつくすことはとうてい不可能である.そ

こで，このなかからいくつか，重要度の高〈注目すべきポイントに農点を絞っ

て検酎をおこなうこととする.

従来，農工聞の所得均衛という観点から，農産物と非農産物との聞の価格パ

りテ 4ーとか，家族労働の労働評価に関して雇用労賃とのパリテ 4ーとかのよ

うに，生産物・生産要素を問わず，その農外との価格バランスに対しては.非
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常な庄意が向けられてきた傾向にある.これに対して，農産物の価格バランス

に対しては，無神経と言うべきか，ほとんど注意が払われてこなかった.

これが先の価格バランスの問題である.この問題は，生産政策や構造政策，

なかんず〈生産政策という生産の大きな枠組みの決定に関するものと強い関連

を持つ問題である.つまり，需給の現状とその将来見通し，食料の安全保障と

いった観点からのそれぞれの品目に関する生産の枠組みの決定という，生産政

擁のあり方と無関係に相互の政第価格の設定をおこなうことはできないのであ

る.その際，生産抑制あるいは生産刺激といった決定は，相Eの相対価格に依

存している.またこれは.農家の供給反応の作目ごとの違いをも反映するため，

そこのところの注意が必要であろう.

もう 1つ注目すべきは，価格決定機構にからむ問題である. これは，第一の

相対価格の問題とも関係するが.別々の場でいかに議論 Lたところで.他作目

との価格バランスが異なれば，生産目標との大きなギ T ップが生まれて〈る.

これまでのように所得補償機能にのみ重点がおかれる場合ならそれもよかろう

が，需給の調整機能に重点が移ったいま.閉じ場で，相互の生産の枠組みを考

えながら相対価格を決定することがきわめて重要となってくるのである.その

際，当然前提と Lて，一国経済の中における農業という産業のウェイトをどう

考えるのか.という基本的な問題が議論される必要がまずあってしかるべきで

あろう.ただ，こう Lた場では相対価格は意識しつつも.すべてを高価格にと

いうような潜在的タカリ意識が表に出がちとなる可能性がある.そこで価格政

策関係予算の総枠を産業としての農業のウェイト論からはじきだ L. あらかじ

め一定と決めておいて.その枠内で，それぞれの品目の価格政顕・価格水準を

決定し割り当てる必要がある. この方法はかなり有効なのではなかろうか.

ところで，価格政第と生産政策あるいは構造政策との関係は.ある意味では

補完的であり，ある意味では蹟合的であるということができる.つまり.予算

的には当然競合的であり，これまで述べてきたように，価格パランス(相対価

格)という価格のシグナル機能に注目すれば，生産政策とはきわめて強い補完

関係にあるといってよい.
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2. 価格政策と構造政策との関係

では，農業構造を改変し、生産性の向上をはかることを政策目標とする構造

政策と価格政策(と〈に価格支持政東)との関係はどうなのであろうか.残念

ながらこれは研究者の聞でも議論がわかれ，いまだ定説は存在しないといって

よい.たとえば，米価水準と農地の流動化の問題に限ってみても. rこれが正

解だ」というものは出されていない.ある人は，米価水準の低下は，上層農の

寅本蓄積を阻害し，地代負担能力を低下させることによって構造政策を回害す

るといっている L. また別の人は，コスト書iれとなるであろう限界農家の脱農

をひきおこすことによって構造政策に寄与するともいっている.あるいは，米

価水準の上げ下げと構造政策とは中立的だとする人の存在もある.

ところで、農業構造とはいったいどういう性格をもつものを指すのか、また

この変化はどういう要因によって規定されるものなのか。こうしたことを理論

的に把握してお〈ことが、価格政策の農業構造への影科!を考えるに際して最低

限必要なことである。

「農業構造」とは広〈、農産物の生産、流通、そして消費にいたる農業の産

業としての構造、くわえて農業と多産業との相互関連構造までをも意味してい

ると考えられる。しかし、一般に農業構造問題あるいは農業構造の変動・調整

過程を問題にする時には、もうてVL挟い意味でとらえている。つまり、短期的

には大きく変化しにくいと考えられる生産要素、耕地面積と労働力との聞の関

連の Lかた、およびその生産要素と産出との関係、さらに投入産出比率(生産

性)や生産要素聞の結合比率、生産要素や産出の分布状況さらに生産主体聞の

関係等によって把握できるものであるといえる。

もっと一般的に、経済における構造問題とはと問えば、生産性・収益性等の

格差に反して、生産主体聞の質調・生産要素の流動性が小さく硬直的・非流動

的であるため、生産要素の分布等が最適配分からかけ離れひずんだ状態に長く

あることをさすと考えられる。

とすれば、農業の構造問題は、大き<2つのサイドにわけて考えることが可
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能であり重要であろう。 lつは農業と農業外との関係から規定される問題、も

うIつは農業部門内部において規定される問題である。つまり第 1のものは労

働を中心とする生産要素の部門間移動にかかわる問題であり、第 2のものは土

地あるいは土地用役を中心とする生産要素の農業部門内部の移動にかかわる問

題である。第 1の産業聞の生産要素の移動は、基本的には農業・非農業聞の所

得格差に依存し、第 2の農業部門内部の生産要素の移動は、基本的には部門内

部の農家階層聞の収益性の格差に依存していると考えられる。つまり、価格政

策の農業構造への彫塑lを考える場合この両者をわけて考えねばならない点が重

要である。

垂直的な多数市場聞(たとえば生産物市場と投入要素市場の間)の相互関連

性について、経済学の一般理論においては、生産物価格の変化の影響を直接う

けるのは、その生産の要素需要者である要素需要サイドだけであると特定され

ている。第 1の産業聞の要素移動の問題はこれにあてはまり、生産物の値格変

化と労働移動の方向とは基本的には特定化されている。(とはいっても、土地

に代表される他の生産要素との相互関連性から方向が不定となることも多い。)

これに対して、第 2の場合、つまり農業生産における生産物市場と土地用役

市場との関係においては、要素需要者と要素供給者とがともに同じ農家であり、

要素需要サイドと要素供給サイドの両サイドに生産物価格変化の影響が及ぶと

いう点で際だった特徴をもっているといわなければならな ~'o それゆえに価格

変化による要素市場における変化の方向が問題にされ、前提・条件の遭いによ

り方向が異なってくると考えられるのである。価格政策と構造政策との醜合が

考えられるのは実は農業構造のこの側面なのである。

以下では、こうした生産物価格水準の変化が農家間にのみ成立する土地用役

という要素市場に及ぼす彫特について整理・検討しておく。

単純化のために、土地用役供給者である小規模農家と土地用役需要者である

大規模農家という 2つの階層のみからなると考え、この両者間でのみ土地用役

の市場が成立 L市場が均衡していると考えることとする。

問題を整理するために、図5-9にそって考えてい〈ことにしよう。
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図5-9 生産物市場と土地用役市場の関係
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(a)は土地用役市場の需給を、 (b)(C)はそれぞれ大規模農家と小規模農家の

供給曲線とそのシフトのようすを示したものである o

(a)の a bは大規模農家の土地の限界価値生産力曲線を示しその一部(f b) 

が土地用役需要曲線を構成している o また cdは小規模農家の土地の限界価撞

生産力曲線であり土地用i宜供給曲線(g c )となっている。そしてこの両曲線の

交点 eで現在の均衛が示されている。

いま (b)(c)において生産物価格 Pxが/)， p xだけ下落したとしよう o その際

土地用役市場における取り引き量が増加するのか減少するのかが結局のところ

知りたい点である。そしてまたそれによって生産物のそれぞれの供給曲線にど

ういう膨曹が及ぶかに興味がもたれているのである。

生産物価格の下落は、両農家届の土地に関する限界価値生産力をともに低下

させ、要素需要曲線も要素供給曲線もともに下方にシフトさせる。そのためそ

れぞれのシフトの仕方・程度によって市場取り引き量の変動は規定されるので

あり、 (b)(C)における供給曲線のシフトの方向も規定されるのである。

たとえば、生産物価格の下落によって大規模農家の土地の限界価値生産力曲

線が abから a1 b 1に下方シフトしたとする。その時もし小規模農家の土地の

限界価値生産力曲線が C1 d 1にシフトするなら、土地用役市場の市場均衛点は

eから e1に移動し、土地用役取り引き量は減少する。一方、 C2d2程度のシ

フトであれば e2に移動し、地代は低下するが取り引き量には変化は起こらな

い。これに対し、 C3d3といった大幅な下方シフトが起ニるのであれば、 e3 

に均衛点、は移動し、取り引J量は増大、すなわち農地の流動化は進展するといっ

た結果になる。

このような両曲練のシフトのしかたは、生産の意志決定にからむ両農家階層

聞の違いに端を発していると考えられる。生産関敢に違いがあるのかあるいは

その変化つまり技術変化に対する対応等に違いがあるのか。それとも農家のも

つ効用関数に特質の違いがあるのか。あるいは相期資源賦存量の違いに基づく

のであろうか。あるいは、専業農家と兼業農家との反応の違い、それとも常勤

兼業農家になるかならないかといった非連続な選択に直面する農家とそうでな
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い農家との違いに基づ〈ものであろうか。こうした点に関する理論的検討が必

要であろう o 自}

Lか Lながら、構造調整問題は、基本的には動学的な問題である。農業構造

の変動・調整とは、生産要素の農業部門内部および.部門聞の移動であり、生産

要素の移動速度、移動過程での短期的影響と長期的膨智の区別、政策決定やそ

れに対する経済主体の対応にかかわる動学的な要素など、明示的な動学的分析

をおこなうことによってはじめて明らかになる点が多い。

また、構造調整の政車対応を理解するには、効率性だけでなく、所得分配の

公正という視点への佳意が必要である。構造調整の過程で所得分配がどう変化

し、各政策手段が政策手段にどのような膨響を及ぼすかを理論的に明らかにす

ることが重要な課題となる。

以上のように論点は整理できるが、具体的には先にも述べたように定説は存

在しないといってよい. しかし，効果・影響は米価水準の低下の大きさ・スピ

ードによって当熱のごと〈異なって〈るであろうし.またコスト低下を目指す

構造政策の最終的日開の階層構造をどういうものと考えているかによっても異

なり，それぞれそのあたりのところがと〈に現在のところ睡昧である. この点

は，今後の甑密に組み立てられ定式化された理論的分析の成果に待たねばなら

ないといえよう.ただ，長期の視点からみれば，構造調整の過程で尭生する摩

擁に対して対応の時間稼ぎをするという意味もふ〈めて.米価水準の低下と構

造政策とは補完性があるのではないかと推測されよう.

第 5節おわりに

以上，本章では価格政策の現在直面している課題を明らかにし、その斬たな

方向性の示唆をめさ「し、品目別価格政策と政顕相互間の関係という 2つの側面

から検酎をおこなってきた。と〈に、品目制価格政買では、うfC・食肉・加工原

料乳・野菜という目的も手段も撒妙に異なる 4タイプの制度について、その匪
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史的経過、現在直面している問題・課題を明らかにし、展開方向を示してきた。

ところで、今後の価格政策は、米価に代表されるように基本的には抑制的に

運営されねばならないし、また圏内における市場メカニズムをいかにうまく活

用できるかに努力を集中させねばならないだろう。

しかし、その閥藍過程の問題、と〈に地域経済政策と Lて所得政策の役割を

無視・軽視することはできない。確かに所得補償機能一辺倒の価格政策からの

脱皮は必要であり.需給調整機能の重視は必要であり急を要することである。

価格政策とは切り離したかたちで、直接的所得補償政揮を所得政策の住として

考えねばならない時にきているのではないだろうか。

価格政策と所得政策の機能分離が、今、求められている。
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【注】

注1)現在，所得政策という言葉は経済学一般では少し異なった意味で用いられ

ている.たとえば. r所得政策とは，賃金その他の所得(利潤・利子・地代

等)の増加率を経済全体の生産性の上昇率以下に抑えることによって一般物

価水準を安定させようとする政策であるJといった「あいである.本節で用

いる所得政策とは.農家所得の他産業従事者との「所得均衛J:::: r所得分配

の平等化Jを意味するところから，公共政策・公共経済学でいうところの

「所得(再)分配政策」を指 Lている.これは，いったん市場メカニズムに

よって所得分配が決定された後におこなわれている「再分配Jのための諸施

策と，市場メカニズムにおける分配過程そのものに介入しようとする政策に

分けられる. この後者の代表例が農産物価格支持などの価格政策である.

注2)野口雄紀雄著『公共政策』岩j度書庖. 1984年. 74"-'82ベーシ参照。

注3)向上書. 81""'82及び97"-'101ページ参照。

佳4)農林水産省の分類，さらに藤谷築次や加藤一郎等によって分類がなされて

いる。藤谷築改稿「農産物過剰の現代的課題J (梶井功桶『農産物過剰ーそ

の構造と需給調整の謀闇-J明文書房. 1981年所収)および加藤一郎著『農

業法』有斐閣. 1985年参照。

佳5)わが国の米生産調整政策は. 3つの政策手段t二分解して考えることが可能

である。すなわち，面積割当・調整奨励補助金・買入数量制限の 3つである.

そのなかで実質的に機能してきたのは，面横割当と調整奨励補助金とであろ

う。

この 2つの政策手段の純経済学的な効果の違いは、図4-10に描かれるよう

な供給反応を示す供給曲線のシフトの仕方の違いにもとづ〈。つまり、供給

曲線を調整奨励金の場合定率上方シフトさせ、面積割当の場合定率左方シフ

トさせるわけである。調整奨励金に関しては、詳しくは第 5章を参照のこと。
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注6) 本文の中でも述べたように、農家の階層構造の変化を見るのには、本来、

時間の要素を考臨して、動学的なモデルを構築して、それを動かして、その

動学的安定性とともに、その成長経路を見ることが本筋あろう o しか L、そ

の前に、簡単な以下のような静学的 2階層モデルでこれを比較静学のかたち

で動かして見ることが必要である。といっても、これさえ現在理論的結論を

出すことはでまない。

例えば、両農家層の違いを次のように考えてみよう。

《仮定 1)) ある農村社会は2つの農家階層からなるものと考えることにす

る。 1つは大規模専業農家層(第 I階層)、もう lつは小規模常勤兼業農家

層(第日階層)である。そして、各階層はそれぞれl戸の巨大農家で代表

させるものとする。

《仮定 2)) 生産物は1種類 Xのみであるとし、その価格(p x) は政策的に

決定され、農家にとっては所与一定であるとする o

《仮定 3)) X生産に関する技術的関係を示す生産関散は、各農家階層ごと

にそれぞれ、

第 I階層・・・・・・ X1= F (A 1 • B1) 

第 E階層・・・・・・ X2=αF (A2'. B2) 

(ただし、 0<α<1) 

という 2要素からなる形で示されるとする。なお、ここで Al及び A'/は自

家農業への家族労働投入量を B1及び B2は経営耕地面積を示 Lている。

また、生産関数に関しては、 FA>O. FB>O. FAB>O， FAAく O.

F BBく O. F AA F BB -F AB2 > 0 を仮定 Lてお〈。

《仮定 4)) 労働市場は、農外市場のみ存在しており、しかもその農外常勤

就業者の年間農外総労働時間(A )は一定である。そして、その賃金率は

所与 一 定 (W) であると考える。

《仮定 5)) 土地用役市場は、この農村社会内部(両階層間)でのみ成立し、

完全観争的であると考える。つまり、この土地用役価格 6は市場均衡で快
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定されるとする。

《仮定 6)) 土地の売買市場は考慮に入れないものとする。

《恒定 7)) 各農家はそれぞれ第 I階層は百 1、第 E階層は百εの土地を所有

しているものとする。(ここで B1>82)

《仮定 8)) 両農家層のもつ選好関係を示す劫用関散をまず次のように考え

てお〈。

第 I階層・・・・・・ u=u (A 1 • M1) 

第 E階層・・・・・・ v=v(A 2 • Me) 

ただし A1， A 2は家族労働投入量を、 M 1 • M2は農家所得を示している。

また、効用関数に関しては、ともに無差別曲線が右下がりの下に凸な曲線

というニとを仮定してお〈。

そうすると、農家所得はそれぞれ以下のように表現することができる。

M1=PXF (A 1• B1) +d (B1-B1) 

M2= PxαF (A2'. 82) + d (82一82)+W  A2 

(ただし A2'+ A2= A2) 

両農家階層は、この所得制約式のもとで、効用関数u= u (Aぃ M1) • V 

=v (A 2 • M2) のU. Vの極大を求めて行動するものとする。

農家の主体均衡条件を求めると、以下のようになる。

第 I階層

-UAL 

P x F Al =一一一一 (= Z L) 
U Ml 

PXFB1=δ 

第 E階層

-V A2 
PxαFA2= (= Z2) 

VM2 

PxαF B2= d 

つまり、
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M1二 PxF<Al' B1)十 o( B 1 -B 1) ¥ ( A 1 = rt 1 ( P x.δ. B 1) 

U AI 

P x F Al二一一一一 (=Zd 
U MI 

PXFB1=d 

B1=gt( Ii 

M1=h1( 11 

M1=P x F(A 1• B1)+δ(B1-B1)¥ (A2=ゆe(Px，O，B2.W)

A2= A2'十 Ae

-U A2 
PxαF A2=一一一一 (正 Z:2) 

U M2 

PxαF B2ニ 6

A e'ψε( 11 

B 2 = g e( 11 

M2 = h e( " 

次に、この両階層の主体均衡を示す連立方程式を前提にして、これを内包

する土地用役市場の均衡を示す連立方程式が考えられる。土地用役市場の均

衛条件は需給の一致から B1+B2=B1+B2である。この市場均面の安定

条件は、超過需要を考えることによって、 [主(D-S)/JO] く O であ

るから、 ~B 1 dBe となることである。
一一一一+一一一一 <0
d o dδ 

ニれは、先の主体均衝を示す連立方程式をもとに、与件変動効果 dB 1/) 

δ. dB宕/詰6 をもとめ、計算することによって満足される。

両農家階層の主体均衝と土地用役市場との連立的均衡は、 A1 ~ B 1・M1・

A2・A2' • 82・M吉 . oという変数とした 8つの連立方程式によって表現

できる。この連立方程式のそれぞれの両辺を Pxに関 Lて撒分できた連立方

程式を解くことによって、農産物価格変動効果を知ることができる。

(例えば、 tJA 1/ )PX' "dA2・/詰Px. ~Bl/ ~PX. ;;>B2/ .;lPx等)

B1/ Pxだけについてのみみて見ることにする。

市場均衡の安定条件を Kで示せば、 JB1/ 詰PxはlXのように示される。
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ーB
1

o P x 

1 r PxF dZl -oZ2 JZ2 
=ー IPXFAI( 1一一一一一一一一一) ((一一一 PXαFA2'十一一一
K L “… ZI (JA1 dAe JM2 

JZ2 
-PxαF A2・A2・)十 PxαFA2・A2・(B1ー B1)て十一一}F A1Bl 

d A2 

d Z2ー
+ P x F BlαF A2' B2一一一一(BI-81)

d A2 

;)ZI )ZI 
(一一一- PXFAI十一一一一 -PXFAIAI)
dA 1 d M 一一一

PxαF dZl ~ZI 
-PxαF Al・(1ー ( (一一一 Px F AI +ー←ー)

Z (JAt dM1 

FI F21 r dZI 
-PxF AIA1( 1 +一一一一一一(B1-B1)τ一一)}αF A2' B2 

むιえ」…'̂ ^̂ "…iA
:J Z 1 ー

+ PxαFB2FA1Bt壬一一(B 1一 B1) 
tJ A 1 

dZ2 dZ2 寸

IPxαF Al・一一一一十一一一ー-PXαF A l' A t・} I 
一 dA2 e)M2 

一一ー 」

ところが、これまでの生産関数・効用閑散の性質からは正負の符号を確定で

きない。つまり、この単純なモデルに関する限りでは、農産物価格の上昇あ

るいは低下によって農地の流動化の進展は不確定、他の条件、仮定を導入し

ない限り決定は不可能である。もっと踏み込んだ仮定の導入が必要となろう。

この問題は、今後の残された最大の課題であろう。
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多高 5 主主 イ面ヰ名正Q:賀篭と当三産量茸周重韮1&賓室

一一面司璽蓋事珪 E訪宇甫旦力垂主0::>京王主斉究力主~

4こ島司すーる王里冒命白勺量雪要書一一

第 1節はじめに

わが国で米の生産過剰が顕在化 L、過剰対車が農業政策の中心課題の 1つと

なってすでに久しいo 生産調整政策が形を変えながらも実施され続けてすでに

20年の歳月が経過している。

日本を含む世界の先進諸国で、特に戦後共通してみられるようになったこの

農産物供給の過剰及びそれに伴う諸問題は、おもに農産物価格支持政策自身が

もっ増産効果というマイナスの副産物によっておこされている。

この過剰の対策手段である生産調整政策に理論的再検討を与えることが本章

の目的であるが、その前に過剰問題という概念をまずしっかり定義 L直しそこ

から出発することが必要である。そこで、本章では『過剰問題とは、価格支持

政策のような政東的な枠組の中で、均衛価格水準よりも高〈定められた生産者

価格によって刺激された生産が、停滞傾向にある消費需要を大幅に超過するよ

うになり、その過剰在庫等が財政的に手におえな〈なる問阻である。』と、ス

タテ 4ツクでかつ狭義に定義した。つまり、価格支持政第により生み出された

過剰の問題は、資源配分上の不効率の問題とともに直接的には財政の問題と結

びっく。わが国の米過剰問題もまさに、食管赤字の問題と表裏の関係にある点

はすでに指摘した通りである。そして、この財政負担の圧力が、政府をして生

産調整政簡をとらせるのである。

このように財政的圧力から解決に急を要するが、政策決定者にとっては、生

産者の所得をなるべ〈下げないで過剰生産の問題を解決しなければならないと

いうジレンマに直面しているのが現実である。

さて、わが国の米生産調整政策は、理輪的に 3つの政範手段に分解して考え
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ることが可能である。すなわち、面積割当・調整奨励補助金・買入数量制限の

3つである。過去20年間にもわたる米生産調整政策の調整効果及び調整実績と

いったものは、この 3つの政策手段の各々の効果が複雑にからみあった複合効

果としてあらわれたものである。

本章では、こうした生産調整政策の政策手段の中から、その対象として休耕

奨励補助金に熊点をあて、生産者の現実的・短期的反応をもとに構築した基本

的モデルを用いて理論的にその経済効果を分析することを課題としている o す

なわち、短期的な供給反応に最点をあてるために、土地の優劣をモデルの基本

概念にすえ、奨励補助金のもたらす供給曲線への盟主響を考察し、これをもとに

社会的(国民経済的)な観点からみた損得および政策実施の大きな目的の lつ

である財政負担に及ぼす影響を厚生経済学的視点から分析を行なうという方法

をとっている。さらにまた、奨励金制度の運用に関して、 3つの場合を考え、

生産調整の安定性や財政負担の大きさに関して、それぞれ比較・評価を行なっ

ている。

まず第 2節では、以下で実施する理論分析の基礎となるモデルの基本的フレ

ームワーク、つまり前提となる諸仮定を明らかにしモデルの特質を明確にする。

第 3節では、本分析の基本概念となる「限界粗収益曲棉j というものを提示

し、これをもとに農企業の主体均衡条件を示し、その経済的意味づけについて

考察を行なう。

第 4節では、この農企業の主体均衡をもとに、図形表示と数式の展開とを併

用しながら、奨励金が農産物供給曲線に及ぽす影間iを検討しその特質を明らか

にする。

第 5節では、前節で導出 Lた供給曲線の変化を用いて、生産調整による各関

係経済主体及びそのトータルである国民経済的な損得の変化を分析し、その経

済的に意味するところを明確にする。

第 6節では、政府の財政負担に分析の焦点をあて、最適な奨励金レベルの決

定を通じて、政府行動と国民経済的な利益との関係について検酎を加える。

第 7節では、奨励金の運用方法にメスをいれ、これまでの固定額を支給する
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方法に加えて、現実に一歩近づけた反収にスライドする奨励金というものを考

え、さらにその運用についても 2つの異なった方法を検討する。そしてこの 3

者を相互にその経済効果の違いを中心に比較・評価を行ない、そして第 8節で

本章をしめくくる。

第 2節 モデルの基本的枠組

まず、肥沃度の異なる耕地に対して単位面積当り一定額の休耕奨励金が政府

から支出される基本的モデ'ルの場合について、その枠組・特質から見てゆくこ

とにしよう。理論分析のために、次の12の仮定を設けた。

《恒定 1)) 農企業によって生産が営なまれている o つまり、生産は利潤極大

化原理に基づいて行なわれる。また、簡単化のため、農企業の数は 1とし、

巨大農企業であるとする。

《仮定 2)) 生産されている農産物はただ一極 (X) である。

《仮定 3)) 農産物 (X) の生産関数は、生産要素聞に代替関係の存在しない

レオンテ fエフタイプの固定係数型生産閑散である。

《仮定 4)) 生産要素は、土地 (B) とこれに結びつけられる諸生産要素の費

用合計である土地利用費との 2つである。そうすると、仮定 3から、単位土

地面積当りの土地利用費は一定(q )となる。

《仮定 5)) 農産物 (X) の生産者価格(P x) は、政府による保証価格 (p:':) 

として与えられている。そ Lて、他に市場が存在せず、生産された農産物は、

全量その価格(P x) で政府に販売せねばならない。

《仮定 6)) 存在している土地には、地力の差や肥沃度の違いが存在する。だ

から、合理的な生産者は、肥訣度の低い土地から順に休耕地に撮り向けてい

《仮定 7)) 土地は自作地で、土地用役市場は存在しない。また、農企業の所
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有土地面積は一定(B) である。

《仮定 8)) 休耕に関して、政府や団体による強制ぞ行政指導は存在しない。

つまり、 1木耕の意志決定は生産者の自発的・利潤追求的なものによる。

《仮定 9)) 1木耕面積に対して、単位面積当り一定額の休耕奨励金 6が政府か

ら生産者に支給される。

《仮定10)) 農産物 (X) の社会的需要曲線は、 o(P x) で与えられている。

《仮定11)) 消費者価格は、生産者価格(p x) と等しく、逆ザヤは存在しな

L、。

《仮定12)) 政府の財政負担(赤字)は、農産物(X )の買入金額と販売金額

との差額分と、 1本耕奨励金として支出される補助金総額との 2つだけからなっ

ている。管理コスト等は考凪せず、また農産物 (X) が実質的に貿易品でな

く過剰の処分価格はゼロである。

以上12の仮定によりこのモデルは構成されているが、その中でモデルの基本

的な軸となる恒定は、仮定 3と仮定 6とである。

これらは、世界各国での各種作付制限計画の経験から得た、

a)土地の投入制限に対して、生産者が土地と他の生産要素との投入比率を変

化させ、単位面積当りの労働 (orDE料等)の投入を増やし、生産の減少が作付

面積の減少の程度よりも小さくなるという問題。

b)肥沃度が低〈生産力の小さい限界地 (or劣等地)を放棄し、その土地を休

耕にふり向けるために、生産の誠少が予期するほどには十分でない可能性があ

るという問題。

という以上の 2つの問題を考l悼に入れ検討の後、モデル化したものである。

現実のわが国のパッケーグ化した技術をもっ稲作農業においては、休耕に対

する短期の生産者の反応を考察する場合には、 b)の問題の方がより現実的な意

味があると思われる。そこで、 b)の問題の影韓だけを分離して考察するために、

前記のようなモデル(特に仮定 3と仮定 6)を構築したわけである。

周知の通りレオンテ 4エフ型生産閑散の場合、限界生産力は一定値をとり逓
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減しな L、。つまり、この生産関散を土地と土地利用費という 2要素の場合に適

用しでも土地の優劣を仮定しない等質な土地の場合には、限界価値生産力も一

定値をとり a)の問題を除去して考えることができるのである。

第 3節 限界担収益曲糠とこれに基づ〈農企業の主体均衛

仮定 6で示した休耕行動を具体的に分析に用いるための 1つの概念が、 「限

界租収益曲線Jである。

この「限界粗収益曲線」とは、肥沃度の高い土地から順に土地を並べて、 1 

単位の土地から得られる租収益の変化を曲線にしたものである。この曲線を実

際に図の形で表現したものが図5-1のa)とb)である。 a)の方は離散型で、 b)の

方は連続型で示している。この曲線にそって、農企業は休耕面積の大きさの意

志決定を行なうと考えるのである。

「限界租収益曲線Jをy=f (B) と一般型で表現すると、当該農企業の利

潤Gは、

8 

G =J  o f(B )d B-q B +6(B-B ) 

の形で表現することができる。

ここで、 Bをパラメーターとして利潤Gを極大とする条件を求めると以下の

ようになる。

主体均衡条件は、 (dG/dB) =0 から f (B) =q+o を満足する

ことであり、一方安定条件は、均衡点のまわりで、 (d2G/dB2
) く O つ

まり f' (B) く O を満足することである。

この農企業の主体均簡を先の匡15-1でみると、限界担収益曲線と rq + o J 

とが交差する主点で均衛し、休耕面積は B-Beとなることを意味している。

そ Lて、受取奨励金総額は面積材料、土地租収益(=生産額)は面積円台工、

一方土地利用費総額は面積材料であり、農企業の得る利潤 (or平H専)は面
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図5-1 限界担収益曲線と農企業の主体均衛
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休耕財の供給曲線図5-2
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積10村で表現される。

また、この図の表現は、土地のならベ方を逆にして、つまり肥沃度の低い土

地から順にならべると考えることも可能である。 r限界租収益曲線」を反対に

肥沃度の低い方からならベ、さらに、横軸を単位面積当り土地利用費 qの大き

さだけ上方に平行移動させたー橿の限界純収益曲糠といったものを考えるので

ある。これを示したのが因子2である。この図は、結局のところ、横軸に休耕

量、縦軸にいわば休耕の価格をとった休耕の限界費用曲線すなわち供給曲線を

示 Lているのであり、またそれぞれー単位の土地の純収益が、休耕を供給する

供給価格なのである。つまり、この「休耕という財」を社会あるいは政府に供

給する際の供給曲綿(刊吋)と、単位面積当りの奨励金という休耕に対してつ

く需要価格 (o )との交点で休耕量が決定されることを意味しているのである。

第 4節 供給曲線に及ぽす影響

次に、この限界祖収益曲線とこれに基づく農企業の主体均衡をもとに、奨励

金の供給曲線に及ぽす影響をみることにする。この右下がりの限界担収益曲線

の慨念を用いて、供給曲綿に及ぼす影響をみたのが図5-3である。

限界租収益曲線は、肥沃度の違いによる「限界生産力曲線」に価格を乗じた

ものであるから、限界租収益曲線は価格の変化に対応して上下に同率にシフト

する。

a)図に示す通り、価格を徐々に上昇させていくと、 P= 1の水準に達しては

じめて土地を少しだけ耕作しはじめる。そして、価格の上昇につれ、耕作面積

が拡大し生産量も増大する。この過程は、 P=2になるまでつづ〈が、 P=2

になると所有面積Bの壁にぶつかり、土地を完全に利用しつ〈して、もうこれ

以上生産を拡大できないようになる。そのため、 P=2からどのように価格を

あげても、もはや生産量は変わらな ~\o この価格上昇による生産量の変化を示

したのがb)図の 50である。
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図5-3 限界粗収益曲線から供給曲線の導出
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つまり、 a)図での価格変化による均商点の移動に対応して、 b)図で供給曲線

及び限界費用曲練として 50が描ける o 別の見方をすれば、肥沃度の高い土地

は、単位面積当りの生産量が多〈、そのため、一定量当りのコストは小さくな

る。このコストを肥沃度の高い土地から順にならべたものが、 b)図に示した右

上がりの供給曲線 Soなのである o

一方、この状態に単位面積当り o (= q )の休耕奨励金を出せばどのように

なるであろうか。この場合には、生産の開始は価格が Pニ 2の水準に達する時

である o そして価格の上昇につれて耕作面積も拡大し、 P=3の水準をこえ、

Pニ 4の水準になってやっと所有面積Bの壁にぶつかる。この P=4よりさら

に価格が上昇した場合には、もう耕地を拡大できず生産量には変化がない。こ

の違い、つまり休耕奨励金を出した場合の供給曲線を示したのが、 b)図の SI

である。これは結局、奨励金を出すことによる0)図での均衡点の変化が、 b)図

における供給曲線の s。から 51への上方シフトを生み出 Lたことを意味する。

そして、この Soから SIへのシフトが、上方への同率シフトであることは、本

節の後半部で詳しくは示す点であるが視覚的には明らかなことであろう。

次に、両国の対応関係を検討しておくことにする。 a)b)両国ともに面積は金

額を示し、 a)図のかたかな記号、 b)図のひらがな記号のそれぞれ同一記号(例

えば、かたかなの 1とひらがなの高)で固まれた面積は、それぞれ対応して

等し〈描いてある。

つまり、例えば P=4の場合に、土地利用費が qであれば、生産コストは、

a)図では qと08とでで主る四角形吋舛であり、 b)図では Soより下の面積

主主告で示すことができる。また、土地利用費が q+o であると考えると、

生産のコストは、 u)図では q 十 6 と 08 とでできる四角形付~b であり、 b)

図は 51より下の面積鴻〈かで示すことができる。であるから、 u)図の δとO

Bとでできる四角形嶋村は、 b)図の SoとSIとに固まれた面積日付と一致

する。

ところで、この四角形拭材は、生産者が作付けをしなければもらう権利の

ある補助金の額である。だから、もし少しでも生産を行なえば、その生産(つ
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まり作付け)に相当する金額だけ生産者はもらえなくなるから、この面積は一

種の機会費用であるといえる。

つまり、生産者は作付面積の大きさの意志決定を行なう前に、前年度の作付

実績に相当する四角形りヰガ(:::::社紳) の大きさの補助金を実際、には潜在的に

手に入れていると考えられるのである。このすでに手に入っている金額を作付

けによって失うということは、結局、この失った金額分だけの費用が作付けに

必要であるということを意味しているのである。

例えば、ここでこの農産物の価格が Pニ 3で与えられたとすると、当詰農企

業は、所有している土地(B) のうち、 a)図で示すと、 村だけ作付けし、 全

型の土地については休耕という意志決定を行なう。そして、このオ守という作

付けによって、 b)図において測という量だけの生産を行なう。この場合、担

生産額は面積司付オ(::::: tl制調) で示され、生産の直接のコストは面種目付

(=結目指) であり、受けとれる奨励金の総額は面積対時(:::::官民事)である。

そして、先に述べた作付けの機会費用は面積杭明(::::うえこさ) で表現すること

ができるのである。

以上図形表示という形で具体的に供給曲椋への影響とその特質を検討してき

たわけだが、最後に簡単な数式を用いて再確認しておこう。

基礎となる「肥沃度の遭いによる限界生産力曲線」を単純化して線形の形で

x=m-nB とすると、 「限界祖収益曲糠jは Y=Pxm-Pxn8 と表わ

すことができる。そうすると供給曲線 Soは、以下のように求められる。主体

均商の条件 q=Pxm-Pxn8から、土地の均衛投入量 8tが

q
一

一一

n

m

一
x

一D
E

V
A

一

D
I
-

-一
口
u と求められる。

そしてこれを作付地の平均租生産曲線 Xニ m-(n/2) B に代入すること

によって、供給曲線 S0 (同棟にして St>の式が求められるのである。

導出された供給曲線は、それぞれ以下の通りである。

m2 q2 

So; Q =一一一一一一一一一一
2 n 2 P x2 n 
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図5-4 固定額奨励金による農産物供給曲線のシフト
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S l' 

m2 (q +δ)2 

Q=一一一一一一一一
2 n 2 P x己 n

そしてこの SoとSIとの関係を図示したものが、図5-4である。数式と図形

のどちらからも先に述べた通り、 S1は Soを一定率 (δ/q) だけ上方にシフ

トさせたものであることが確認できる。つまり休耕奨励金 6には、供給曲線を

δ/q という定率上方シフトさせる効果をもっているのである。

第 5節 食糧の自給自足を基準とした社会的純損失 (EetEocia120st) 

さて本節は、前節で導出した供給曲線 (or限界費用曲線)を用い、休耕奨励

金を支給して生産調整を行なう場合に、国民経済的な損失、つまり社会的純損

失 (NetSocial Cost :以下 NSC と略する)がどのように変化するのかを

検討することを目的としている。

その際、本来の NSCをみるには自由貿易による国際価格を基準にとらなけ

ればならないが、ここでは、表現を簡単にするため、仮定12に示 ιたように処

分価格をゼロとして圏内需結均衛を基準とした NSCを用いることにする。

以下、図5-5に基づいて考えてい〈ことにする。

まずはじめに、政府による保証価格 Pxの設定(価格支持政輝)により過剰

を政府がかかえた状態の NSCを考える。

この場合の均衛点は、生産者に関しては 50と Pxとの交点章であり、消費

者に闘しては DとPxとの交点奪である。つまり、 判=拘だけの過剰が発生

し、それを政府が管理している状態である。過剰在庫の管理費用を考l但の外に

お〈ものと恒定すると、この状態は圏内需給均衛(ミで均衡)を基準として

NSCを測ることができる。対象となる経済主体は、生産者・消費者・政府

(納税者)の 3者である。

生産者余剰は、三角形加悪から三角形村主へ変化し、台形付刊の面積だけ

増加する。消費者余剰は、三角形t~;~ から三角形Y1tへ変化し、 台形科目
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図5-5 社会的純損失の変化
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の面積だけ減少している。だから、生産者と消費者との余剰合計は、 三角形守

りの面積だけ増大している。一方、圏内需給均衝の場合にはマーケットメカ

ニズムにゆだねられていたから政府の財政負担は存在 Lなかったが、過剰を管

理するようになると貯蔵コストを無視しても、政府すなわち一般納税者の負担

額として四角形判的の面積が発生するようになる。

以上の余剰分析から、市場宰加者の余剰合計は三角形判ヨの面積だけ増大

するが、政府(一般納税者)は四角形判抑の面積に相当する額を負担しなけ

ればならないことがわかる o つまり、社会全体(国民経済全体)では、 { (四

角形判的)一(三角形判コJ= (t:Jf州の面積) Iだけの純損失 (NS C) が

発生しているのである。

次に、この状態に対して、図5-5で示すと舛だけの生産調整(5 。→Sd

を行なうために休耕奨励金を単位面積当り δだけ出したとしよう。

奨励金を出すことで、供給曲線は 50から S1にシフトし、生産者の均衡点は

空から事に移動して持だけの減産が実現されるのである。

この場合、奨励金を出すことによる需要曲線への影響は全くな〈、消費者に

関する均衡点撃は動かず変化しな L、から、消費者余剰にも変化はない。一方、

生産者の方は生産を減らしたことにより、生産者余剰は、 三角形制まから台

形録制へ三角形討曹の面積だけ減少する。しかし、生産者は奨励金という形

で四角形;;1'1.:"1:に相当する金額だけ受け取るので、全体と Lてみると、生産者

は三角形刊すの面積だけの利潤 (or利得)が増大することになる。

これに対して、政府の財政負担は、奨励金支出の形では四角形~~-t撃の面積

分だけ増えるが、過剰が減少 Lたことから過剰に関する財政負担の方は四角

形判制から四 角 形 内 科 に 、 つまり四角形H舛の面積に相当する額だけ軽

減される。

この財政負担の増分と誠分とのどちらの方が大きいかは、生産調整の大きさ

によって左右され、一概には決定できない。しか L、一般に現実の政府がとる

行動は、財政負担を増やす方向に動くことはないと考えられる。この財政負担

に関する詳細な考察は改蹄にゆずることにするが、一応ここでは、 I (四角形

- 1 5 0 -



日付)一(四角形ジ対守-台形刊舛)一(三角形河川 lだけ財政負担が減

少することにしておく。

以上の余剰分析から、各経済主体の余剰・負担を集計して、国民経済全体を

市場均衡状態と比較 Lてみると、社会的純損失 (NS C)は、 面積りケ材の

部分で示すことができる。これを先に示した生産調整を実施する前の段階、つ

まり価格支持政策により膨大な過剰をかかえた状態の場合の NS C (=面積抑

判事)と比較することによって、ネットの国民経済への生産調整政策の膨轡が

あきらかとなる o

NSCは、前段階と比較すると、 台形付舛の面積だけ減少しているのは直

ちにわかる。つまり、休耕奨励金 6を出すという形でなされる生産調整政策は、

膨大となっていた NSCを台形刊付の面積だけ減少させ、この観点からみる

かぎり、社会の構成状態は若干なりとも改善されているといえる。

また、別の見方をすれば、この面積部分 (NS Cの誠少部分)は、生産縮小

による生産コストの減少分を表わ Lている。だから、供給曲線の上方あるいは

左方シフトの仕方に NSCの変化は依存せず全〈彫塑lされない。ただ調整量の

大きさともとの供給曲線(S 0) のスロープとにのみ依存する。つまり、奨励

金制度の運用方法や奨励金の配分方法を変化させても、同ーの生産調整を行な

う際の NSCの変化は全く同ーなのである o

なお、 三角形言明の部分は、ネットの政府から生産者へのトランスフ 7 ー

とみなすべ全ものである点は詳細の必要もなかろう。

厚生状態は政策により改善されはしたが、この奨励金レベル δの場合、まだ

面積明持事iで示される N5Cが存在している。では、過剰がな〈なるまで生

産調整(抑)を行なった場合はどうなるのか。最終的に Dと 52とで需給均

衛させる場合に、なお残っている NSC は三角形t.~'!の部分である。これ以

上、 NSCを減らすことは、奨励金という手段を用いて生産調整を行なう政策

では不可能である。 Lかも現実には、過剰が完全になくなるまで生産調整を行

なうことは、政府の財政負担を逆に増大させるおそれもあり、そこまで政府が

この方法で調整を進めることはないと考えられる。
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第 6節 財政負担に関して最適な奨励金レベルの決定

前節においては、奨励金を出して生産調藍を行なう場合に財政負担が減少す

るかどうかは一概には決められないと述べたo しかし、実際に政府がとるであ

ろう行動と Lては、財政負担を増ぞす方向に動くことはないであろうとも述べ

た。本節では分析の焦点をこの財政負担の問題にあてることにする。

一般に、どういう状況下で、政府が生産調整政策をとりはじめるのであろう

か。次のように考えることができるだろう。つまり、過剰が膨大となり、その

ため財政負担に耐えられなくなり、他の農業政策費等にも予算がとりづらくな

るという危機的な財政圧力から奨励金を出して生産制限・削減を行なうという

のが普通のプロセスであろう。とすれば、過剰を減らす目的で奨励金を出す場

合に、財政負担を最小とするような意志快定が政府よってなされると考えるこ

とは、決して不合理ではないと考えられる。

そこで、改の仮定を新たに追加して財政負担に関して最適な奨励金レベルを

決定することにする。つまり、財政負担を最小にする奨励金のレベル決定のた

めの条件が求まれば、その時には必ず財政負担が減少するといえるのである。

《仮定13)) 政府は、財政負担を最小にするように行動する。つまり、政府に

とってのコスト・ミニマム原理を採用する。そして、政府の動かせる政策手

段は奨励金のレベルだけであると考える。

この行動仮説をもとに、巨大農企業のもつ限界租収益曲線を図5-6のように

y=f (B) として、この図にそって考察していくことにする。

祖収益(ニ総生産額)は、
B 

J o f(B )d B で、そして補助金の総額は、

o (B-B) で示すことができ、政府の極小化すべき財政負担 Hは、恒定12

から改のように表現することができる。
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ロ 一 一Hニ S f(B)dB - Px D(Px} +δ(B -B) 
O 

つまり、買入金額(=総生産額)から販売金額を差しヲI~、た残りに奨励金総額

を加えたものである。1>

ここで、耕作面積 Bは奨励金のレベル 6に基づき、農企業の主体均衡によっ

て決定される o ゆえに、農企業の主体均衛条件 q+d'=f(B) を変形した

δ=f(B}-q をHに代入して、

H=f B f(B )d B-Fx  D(Fx) 十 If(B)-q} (B-B) 

と書き直すことができる。

H極小化の必要条件は、 (dH/dB) ニ O であるから、

d H 
一一一=f(B)+ f'(B)(B-B)- I f(B)-q 1 
dB 

=q  + f'(B)(B-B) 

から、 q=-f'(B)(B-B)が必要条件として求められる。

また、十分条件は均衛点の近債で (d2H/d82
) >0 を満たすことであ

るヵ、ら、

d2H 
一一一一 = f"(B)(B-B)-f'(B)>O 
d B2 

f' ( B) 
より、 f・・ (B)>-;:;一一ー を満足することが必要となる。

B-B 

ところで、この H極小化の必要・十分条件は図形上主らに経済学的にはどう

いうことを意味しているのであろうか。

必要条件 q=-f'(B)(B-B) の左辺は単位面積当りの土地利用費であ

るが、右辺のうち f• ( B)は限界担収益曲線の均面点での接線の傾きを、 (B-

B)は休耕面積の大きさを示している。だから、先の図5-6でみると、単位面積

当りの土地利用費の大きさ q (縞)と限界粗収益曲線の接線と休耕面積の大き

さとによってできる三角形(都市) の高さゅう)とが等しくなる時、 6は政

1 5 3 -



図5-6 最適奨励金レベルと農企業の主体均衝図形表示
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府にとって最適なレベルであることを意味 Lている。

また、 f. ( B)は (dy/dB) であるから、先の条件は、

dB  q=-dy(B-B) 

のように書き直すことができ、これをもとに経済学的な意味を示したのが図5-

7である。この図は、 Bから 1単位だけ休耕面積を増やした場合の、財政負担

の増分と減分とを具体的に示したものである。財政負担の増分は、 対併科'の

面積で、そして誠分は?罪判刊の面積で示される。これらの面積には共通部分

として?吋f寸が存在しているので、ネットの負担増は 1:<1'91"、ネットの負担誠

(この場合コストの減少分に対応)は村刊となる。ところで、 dB q は、

材料の面積と、 dy(B-B)は刊りの面積と対応している。つまり、上

配の条件式は、限界的なネットの財政負担の増分が限界的なネットの負担の減

分と等しい時、財政負担が極小であることを意味しているのである。 2)

1単位面積だけ休耕を増ぞすのに要する奨励金という限界費用(材担付)が、

過剰による財政負担が軽減するという限界便益 (1材料9.) とが等し〈なる時、

あるいは等し〈なるようなレベルに奨励金を定めれば、その時が政府(納税者)

にとって最適な選択をした時といえるのである。

以上のような最適奨励金レベルの決定条件の検討だけからも、改のようなこ

とが示唆されよう。必ずしも需給を完全に一致させ過剰をな〈すまで調整を行

なうことが、財政面から見て政府にとってベストな政策ではないという点が明

かとなったということ。そしてこの政策を快定実施する経済主体自身のもつ財

政という直接的な利害による最適化と、国民経済全体でみた効率性(寅源配分)

の最適化との聞にはギ T ツプが発生・存在している点への注目が必要であろう

ということである。

第 7節 反収にスライドする奨励金と農産物供給曲棉

さて、前節までの分析では、仮定 9tこ基づいて、単位面横当り一定額の奨励
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金が出される場合について検討を重ねてきた。本節では奨励金支給の運用に関

Lて、土地の生産力(反収)の違いが考l抵に入れられこれに一応スライドする

形で制度が運用されてきたという事実に基づき、現実にー捗近づけた場合につ

いて考案を加えることにする。 3)

そこで、仮定 9を改のように変更する。

《仮定 9')) 休耕面積に対して支給される単位面積当りの休耕奨励金の額は、

一定ではな〈、その休耕する土地の単位面積当り収量(反収)に比例するも

のと考える。

ここで、制度の運用の方法の違いからモデルを [aJと [sJとの 2つにわ

けて考えていくことにする。そしてここで、 [モデル α] とは、休耕する土

地の一筆ごとの反収に比例した金額の奨励金が支給される場合 (α 型奨励金)

を、そして[モデル日]とは、休耕する土地全体の平均反収に比例した金額

の奨励金が支給される場合 (s型奨励金)をさすことにする。

1 .α 型奨励金の場合

まず、休耕地の一筆ごとの反収に比例して奨励金が支給される[モデル α]

の場合から、その主体均衡と供給曲線に与える影響を考案 Lてゆ〈ことにする。

図5-8は、この場合の奨励金の支給と限界祖収益曲線による農企業の主体均

面を示したものである(なおこの図でn)は離散型でb)は連続型で示している)。

まず第 l象限には右下がりの「限界担収益曲線jが描かれている。一方、第 2

象限には、縦軸にそれぞ、れの土地の阻収益をとり、横軸には単位面積当りの奨

励金をとって、原点を出発点とする直線で反収に比例する奨励金直線を表現し

ている。そして、この第 2象限には、縦軸上の y= q (単位面積当り土地利

用費) のところ (0')から 45度線を号|いて、各土地の祖収益に対応して横軸

に表われる奨励金のレベル δを第 l象限に再導入できるようにしている。 4)

このプロセスを各土地ごとに行なっていくと、限界祖収益曲線に対して、 0・

を原点として第 l象限に「限界奨励金収入曲線」とでも呼べる右下がりの曲線
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を導出することが可能となる。この曲線は、その土地を 1単位ごとに休耕して

得られる奨励金収入の軌跡を表わしたものである。

つまり、この「限界奨励金収入曲線」が「限界租収益曲線」より上方に位置

している農地については休耕した方が得になり、逆に下方にある農地について

は休耕せず作付けした方が得となることを意味しており、両曲線の交差する点

がすなわち農企業の主体均衡点である。そして、図5-8において (B-B) の

量だけ休耕することが農企業の利潤を極大とする行動であり、奨励金総額は図

の斜線部分で示すことができる。前節までの一定額の奨励金というのは「限界

奨励金収入曲線」がスロープのない横軸に平行な特殊な場合だったのである。

つづいて、この主体均衡に基づいて、 α型の奨励金が供給曲線に及ぼす影響

を検討してみる。

第 4節の一定額奨励金の場合に仮定 Lたのと同棟に、ここでも単純化のため

に、 「限界租生産曲線」を x=m-nB と線形に特定化してお〈と、 「限界

租収益曲槻」が y=Pxm-Pxn8 となることは明らかであろう。また、奨

励金を反収 1kg当り a円とすると、 o=ax そして 6ニ(a/Px)y とな

る。

一方、図5-9をみればわかるように、 「限界揖励金収入曲線」は、 2点(0 • 

q十 am) {8. q+a(m-nB)} を結ぶ直線 y=(q+am)-an8 で

示すことができる。

「限界租収益曲線J:y=Pxm-PxnB と「限界奨励金収入曲棉J; y :::: ( 

q + a m)ー an B とを連立方程式として解けば、土地の均衛投入量が、

m q 
Bニー-

n (Px-a)n 

で求められる。

この土地の均衛投入量と、作付地の平均祖生産曲棉;x=mー(n/2)B と

から生産量Qが次式のように導出される。

町12 02 

s ε: Q=一一一
2n 2<Px-a  戸n

- 1 5 7 ー



図5-8 α型奨励金の支給と農企業の主体均衡
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図5-9 農産物供給曲線の導出過程一 α型奨励金の場合一
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邑

図5-10 α型奨励金による農産物供給曲線のシフト
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これが、休耕奨励金を反収 1kg当り a円と Lてα型で運用した場合の供給曲

線(S 2) の式である。

奨励金を全く出さない時の供給曲椋(S 0) が、

m2 q2 

Qニ一一一一一一一一
2 n 2 P x2 n 

であったから、ニの両者を比較するため図示した

のが、図5-l0である。両者 (S邑と S0) の関係は、数式からも図形からもわか

るように、この α型の奨励金には、一定額 aだけ上方に供給曲線を押し上げシ

フトさせる効果をもっている点である。つまり、前節までの一定額奨励金の場

合、一定率 (o/ q) だけ上方シフトさせていたのに対 Lて、この α型の反収

スライド奨励金は一定額 aの大きさだけ上方lこシフトさせることが大き〈異なっ

ているところである。 5}

2. s型奨励金の場合

続いて、休耕する土地全体の平均反収に比例して奨励金が支給される[モデ

ル戸]に目を移すことにする。

この F型の奨励金が先の α型の奨励金と根本的に違う点は、休耕する土地を

集めてその平均的な反1&に基づいて奨励金のレベルを決定するところである。

そこで「休耕地の平均粗収益曲線」を求めることがまず必要となる。

図5-11に沿って (B-81) だけの休耕をすると仮定してみよう。限界祖収

益曲線を右下がりの直綿とした場合、この休耕地の平均粗収益は、 す点とオ

点との中点である主点の祖収益で表わすことができる。そ Lてこの祖収益の

大きさを BIのところに移した要点が、 81だけ作付けをし休耕を (B-81)

とする時の休耕地の平均祖収益の大きさを示す点である。そして、この 81を

連続的に動かしていった時の事点の軌跡が、 「休耕地の平均租収益曲線」で

ある。この場合、結局、 ま点を出発点と Lて限界粗収益曲線の勾配の半分の

勾配をもっ直線で示される。

このように「休耕地の平均租収益曲線Jが導出されれば、作付面積の決定に

対応して、休耕奨励金のレベルがあきらかとなる。二のプロセスを示したのが
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休耕地の平均租収益曲線の導出

限界粗収益曲線
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図5-12 {3型奨励金の支給と休耕地の平均租収益曲練

休耕地の平均粗収益曲棋

奨励金直鵠
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+ @ 

o 8， B 13 

- 1 6 3 



図5-12である。例えば、作付面積が B1の時、休耕地の平均租収益は先に導い

た曲線により直ちに求められ、これがわかると第 2象限の奨励金直線から δ1

が求められるのである。こうして、作付面積B1 (こ対応する奨励金レベル d1の

点 Eがわかるのである。そして、この 81を連続的に Oから Bまで動か Lて得

られる E点の軌跡が 1つの直椋として描〈ことができる。これは、各作付面

積を決定する際に得るニとのできる休耕奨励金のレベルを示しているので、

「平均奨励金収入曲線j と呼ぶことにする o この命名は、先に α型の奨励金支

出の際、限界租収益曲線から導出したものを「限界奨励金収入曲線」と名づけ

たことに対応させたものである。 r平均奨励金収入曲線Jと「限界奨励金収入

曲糠Jとの関係は、 Bに関する点 3を共有 Lて、 「限界Jの勾配が「平均J

の勾配の 2倍となっていることにある。

この関係は、第 3節の最後に少し触れた「休誹量の需要と供給」という考え

方を用いればよりあきらかとなる。この「休耕量に関する売買市場」という概

念で再董理したのが図5-13である。地力の低い方からならベた「限界祖収益曲

練」が「休耕の供給曲線Jに、 「平均奨励金収入曲線」が「休耕の需要曲線J

に、そして「限界奨励金収入曲線」は、独占理論でいうところの「休耕の限界

収入曲融」に対応していることは改めて詳細の必要もなかろう。

だから、生産者がどれだけの休耕量を社会 (or政府)に提供するかは、この

需要曲線のスケグュールについてどの程度の情報・知識を生産者が持っている

かに依存している。

これまで前提としてきた仮定10のように、巨大農企業を仮定していれば、自

分の土地のおおよその反収は把撞しているだろうし、制度に関する情報の理解

度とも関連するが、休耕の需要曲線のスケジュールを不完全ながらも知ってい

る可能性がある。この場合には、供給独占企業と閉じように限界収入曲線に基

づいて行動し、先の α型の奨励金の場合と同じ結果となるであろう。

しか L、もし、より現実に接近 Lて、多数の農企業からなる・場合を考える場

合には問題は少し異なってくる。そこで改のように仮定10を変更する。
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《仮定10')) 農企業の数は n個で、各々の農企業の所有する土地の面積はす

べて同ーであり、またすべて同ーの生産関散をもっている。 Lかし、他の各

々の農企業の所有 Lている土地の質に関する情報・知識は保有していないも

のと考える。

この新たな仮定に変更しても、 n個をまとめて考えると先の各曲線にはなん

ら変更は起こらない。この場合、個々の農企業は、自分の休耕する土地の平均

反収については知っているが、他の農企業がどれだけ休耕するかや全体として

の平均反収がどの程度になるか等はわからない。つまり、休耕の需要曲線自体

が各生産者にはわからないのである。こうした場合には、休耕の市場では需要

と供給とによって均衛すると考えられる。そして市場で定まった休耕価格(=

奨励金レベル)を所与として各農企業は行動すると考えられる。

この n個の農企業を l単位として考えると、もとの限界租収益曲線の図にも

どることができる。 F型の奨励金の場合、限界租収益曲線と平均奨励金眼入曲

線とによって作付面積と奨励金レベル及びその総額があきらかとなるのである

(図5-14書照)。

つづいて、この H型の奨励金が農産物(X )の供給曲線に与える昨轄を考察

することにする。考え方は、先の α型の奨励金の場合と同捕である。異なる点

は、限界租収益曲線と連立させる相手が、平均奨励金収入曲線に置き換えられ

るだけである。

平均奨励金収入曲線の式は、限界奨励金収入曲線 y=(q+am)ー an B 

から導〈ことができる。つまり、共通点 IB.q+a(m-nB)) を通り勾

配が (ー an /2) の直線 y=(q+am-anB/2)-a n 8/2 が

平均奨励金収入曲織の式を示しているのである。

この平均奨励金収入曲線の式と限界祖収益曲触の式とを連立すれば、土地の

均衛投入量が、

Px-q-am十 anB/2
B= 

n(Px-a/2) 
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図5-15 農産物供給曲線の導出過程-s型奨励金の場合一
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と求められる。そ Lて、これと作付地の平均粗生産曲線 x=m-nB/2

の知識から、 F型の奨励金の場合の供給曲線(s 3) が次のように求められる o

m2 {q+a(m-nB)/2} 2 

S3; Q=一一一
2n 2n(Px-a/2戸

奨励金を出す以前の供給曲線(S 0) が、

であったから、どの程度、どういうルールで上方

シフトしたかをみるために図示したのが、図5-16である。

この図形と数式とから、戸型の奨励金による供給曲線の上方シフト効果は、

2つの要素からなっていることがわかる。つまり、もとの供給曲線(S 0) か

a (m-n B a 
らの一定率 の上方シフトと一定額ーの上方シフトとの合成さ

2 q 2 

れたものとしての上方シフト効果をもっているのである。

別の表現を借りれば、固定額奨励金 {a(m-nB)/2} 円と α型奨励金

で比当り (a/ 2) 円支出するものとをともに並行して出した場合に対応して

いる。

3. 固定額奨励金と反収スライド奨励金との比較

1本耕奨励金の支給には、 3種の異なった方法を考えてきた。単位面積当り一

定額を出す固定奨励金、休耕地の一筆ごとの反服にスライドした金額の奨励金

(α 型奨励金)、及び地域の休耕地全体の平均反収によってレベルが決定され

る奨励金(同型奨励金)、以上の 3つである。

本項では、これらを改の 2点に関して比較評価することにする。すなわち、

①価格変化に対する休耕(さらに誠産)インセンテ 4プの反応性の強さ

の比較

@同一水準の生産調整効果をもつのに必要な財政負担の大きさの比較0)

以上 2つの比較である。

まずはじめに、①の点の比較を考えることにしよう。
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価格変化に対する減産効果の反応性の強さをみるには、奨励金によってシフ

トした供給曲線の価格弾力性を比較しなければならない。

これを検酎するためには、ある点を 3つの曲線が共有するような状態を表わ

す図を描いてみることによって、各方法の効果は簡単に比較可能となる。そこ

で、これまでに用いてきた供給曲線を再度描いてみる。

n一一 q 
因子17に示すように、共有する点在、 {( m一一B)B. ー+a 1 

2 m-nB  

にとるものとする。この点を通る供給曲線は、反収にスライドする奨励金の場

合、 α型でも H型でも、 kg当り a円の奨励金で共通 Lている。この供給曲線の

式は、先に導き出 Lた通り、 α型の S2も戸型の S3もそれぞれ、

m~ q E 

S2; Q =一一一一
2n 2(Px-a)2n 

m2 (q+a(m-nB>/2) 2 
S3; Q=一一一

2n 2n(Px-a/2)2 

の形で示すことができる。

一方、固定額の奨励金 6の場合、一定率 d/q だけ供給曲線が上方にシフ

トするわけであるから、共有点を通るためには、 6の値が d=a(m-nB)

でなければならない。つまり、この場合の供給曲線 (Sd の式は、

m2 (q+a(m-nB)} 2 
S. Q =一一一一

2 n 2 n P x2 

で示すことができるのである。

この 3つの供給曲線 (S.. S2. S3)の関係を図に表わしてみたのが、先

の図5-17である。

この図は一見するだけで直ちに、 3つの供給曲線の弾力性の大小闘保は明ら

かとなるであろう。

つまり、 α型の場合が最も弾力的で、次に H型がつづき、固定奨励金の場合

が最も供給曲線の立った形態、つまり非弾力的であることがわかるのである。

以上のことから、①の比較結果は改のように評価できる。
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α型の場合は、供給曲線が最も弾力的になるため、価格変化に対する誠産効

果の反応性は非常に強い。価格が低下すれば、非常に大まな減産効果を発揮す

るが、一方逆に価格が上昇した場合、すぐに減産をやめ増産に向かう傾向も強

い。大幅な減産は実現可能であるが、その安定性という面からは問題点も考え

られるのである。

固定奨励金の場合は、ちょうどこの α型の場合と逆の関係に位置している。

供給曲線がより非弾力的であるから、大幅な減産効果実現には困難が伴うが、

日開と Lた減産の実現後は価格変動(政策価格の変更)に対しては最も安定性

があると考えられる。

F型の奨励金の場合は、ちょうどこの両者(固定型と α型)の中聞の性格・

特世を有していると考えればよいであろう。

次に、同一水準の生産調整を実現するのに必要な財政負担の比較、つまり②

の点の比較について考えてみよう。

比較を行なう前に、おのおの 3つの場合の奨励金総額が、供給曲線を描いた

図においてどの部分になるかをまずはっきりさせることから始める。

固定奨励金の場合と α型の場合とは、前にも述べたように簡単に示すことが

できる。

固定奨励金は、図5-18のa)にあるように、 'Hゥ1の面積はすカキヲ-の面積で示

すことができる。 α型奨励金も、 b)図のように、 品(~誌の面摘は紛糾の面積

で示すことができる。また、この場合、 抑制の面積は制目との面積とも等し

いので、奨励金総額を重要l恨の面積で示すことも可能である。

しかしながら、 F型奨励金の場合には、それほど簡単に示すことは困難であ

る。図5-19において、奨励金総額を示す対吋の面横は、 持作の面積とは等

しくない。む Lろ、 続::~~f:の面積と等しいのは、平均奨励金収入曲線より下の

部分である践織の面積である。

この図において、 H型の場合に導出される供給曲線 S1というのは、固定奨

励金の場合の供給曲線 S1*が、奨励金レベルを徐々に変化させていった時に現

われる S1 *の軌跡であると考えられる。
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図5-19 s型奨励金の場合の奨励金総額の導出
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だから、 作幅の固定奨励金を出 Lた場合の供給曲線 S1-+ともとの供給曲線

Soとの聞にできる村りの面積が、 刑事tの面積と等 Lいのである o 財政負

担に関しては、同一水準の生産調整を行なうのに、固定奨励金と H型奨励金と

の聞に優劣は存在しないのである。

また、戸型を α型との関係からみたのが、図5-20である。これは、 kg当り a

円という同一水準の奨励金を出す場合の農企業の主体均衡を示したものである。

α型の場合、休耕面積帥(= B一弘)で奨励金総額は刊"の面積であり、

F 型の場合、休耕面積柑 (=B-B~)で奨励金総額は付期の面積である。

限界奨励金収入曲線と平均奨励金収入曲線との勾配等の関係から、 相=4?t

と肘=刊とが示され、 前村の面積と制対の面積とが等しいことがあきら

かとなる。そしてこの利付の面積は、もともと α型の場合に B-Bp の大

きさの休耕をするのに必要だった奨励金の金額を示 Lているのである。

このことを供給曲線の図の上でみたものが、図5-21である。つまり、。型奨

励金の場合に Qoから匂まで減産するのに要する補助金費用は、 α型の場合の

供給曲線ともとの供給曲線 50との聞にできる忘れ誹の面積で示すことができ

るのである。またこれは、 抑制の面積としても表わすことができる。

これで、ょうやく戸型奨励金の場合の補助金費用を、他の場合と比較容易な

形に表現し直すことができたのである。

では、まとめて、 3つの制度の財政負担を比較評価しよう。図5-22において

Qoから Q・に減産する場合を考える。

まず、 α型の財政負担は四角形相仰の面積であり、 H型の財政負担は四

角形制ERの面積で示される。一方、固定奨励金の場合の財政負担は、戸型の

場合と同じであるから四角形同町の面積部分となる。面積の大小関係は、明

らかに町一切の面積の方が綿8.~の面積より小さ〈なっている。つまり、一筆

ごと反収にスライドする α型奨励金の場合が最も安上がりで、他の 2つについ

ては同一水準でα型よりもコストがかかるということがわかるのである。

以上①と②という 2種類の比較評価だけからわかることをまとめてみると、

改のように整理できるであろう。
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図5-21 s型奨励金による財政負担の図形表示
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1) 固定奨励金制度は、 α型奨励金よりも財政負担が大きく、大幅減産を行

なうには困難が大きいという欠点を有 Lているが、誠産の安定性という面では、

他の 2制度よりも憧れている。

2) 休耕する土地の一筆ごとの反収に比例する α型奨励金制度の場合は、財

政負担が最も小さくてすみ、大幅減産が可能であるという長所を持っているが、

減産の安定性という面では最も不安定だという欠点も存在する。

3) 地域の休耕地全体の平均反収に比例する H型の奨励金制度の場合は、 α

型より財政負担が大きく、減産の安定性という面でも、 α型よりは安定的だが

園定奨励金制度と比較するとやや不安定であるといえる。

他の要素を考慮しないこれらの分析だけからは、一概にどの制度が最も優れ

ているとはいえない。しか Lながら、 F型奨励金が、財政負担については固定

奨励金制と同じで、安定性は固定奨励金制よりも劣っていることから、この制

面だけから判断して、 F型奨励金は固定奨励金制度よりも劣っている方法であ

るとはいえそうである。

第 8節お わり に

本章において、筆者は、休耕に関する農企業の現実的・短期的反応をもとに、

生産者の単純な主体均衡毛デルを構築し、それに基づいて休耕奨励金の支給に

よる市場均商の変化を見ることによって、市場における各経済主体の損得と国

民経済全体の損得とを総合的に理解するための 1つの試みを提示した。つまり、

休耕奨励金を用いて行なう生産調整政策に理論的再評価を与えようとしたもの

であった。

本章における考案・分析の特徴及びこの分野にしる Lた役割といったものは、

以下の諸点に整理できる。

まず第 Iに、本分析のベースになっている島企業の主体均商の中心随意:に、

「土地の肥沃度の違い」というものを明示的にすえたことであろう。つまり、
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等質な土地という一般の仮定から一歩現実的な考えに近づけたことである。

第 2点は、これまでの生産調整政策に対する評価が、理論・実証をとわず、

農家経済等に対する昨轄のみを研究・分析の対象と Lたものに偏りがちであっ

たのに対して、本章の考察では国民経済的な観点から政策の評価を行なったこ

とである。特に、 ミクロレベルの生産反応をもとに政策が農産物供給曲線へ及

ぽす影響を分析し、これをもとに余剰分析により社会的純損失 (NS C)の変

化をみた点に大きな特徴がある。この際、印象的なことは、生産調整により N

SCが減少するという事実よりも、 NSCの変化が調整量の大きさともとの供

給曲線のスロープとにのみ依存し、供給曲線の上方あるいは左方シフトの仕方

には全く依存しないということの発見であった。

第 3点は、考察の中に政策発動の出発点である政府の財政負担というものに

1つの鷺点を当てたことである。これは、その過程で、国民経済全体でみた質

調配分上の効率性の最適化と財政面からの最適化とにはギ守ツプが尭生すると

いう指摘となって現われている。

さらに第 4点としては、先に指摘したように NSCにおいては同値であると

ころの異なる奨励金制度の運用(奨励金の配分)方法について、政策コストと

その政策効果の安定性という 2つの観点から比較・評価を行なった点があげら

れる。

本章における分析をステップとして、今後の謀題としては改の点が残されて

いると考えられる。つまり、かなり抽象化したこのモデルを可能な限り現実に

接近させ、現実の生産調整の問題への適用をより容易にすることとともに、む

しろそれ以上に、生産調整に対する政府の行動(政策決定メカニズム)そのも

のを理論分析の対象として、これと国民経済的な利益との関係をより明らかに

してい〈ことが必要であろう。
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【佳】

注1)当然のことであるが、 Hを極小にするかわりに、財政負担の減少額!J.H 

B 

!J.H=f f(s)ds-o(B-B) を極大にしても同ーの条件を求めること
B 

ができる。

注2)また、これは前記図形上の意味とも一致する。 a射す=!J.Y主宰また!J.i9f 

=!J.華内ゆえに Y:fP芽の面積は翌年明の面積と等しい o rAl~:=抑制だから

ま申書生=対却が成立する。つまり休耕面積と接線とによってできる三角形の

高さと qとは等しいのである。

住3)現実にわが国において米生産調整政策として実施されてきた内容は、その

調整の対象となる土地の生産力(反収)の違いが考慮に入れられて、奨励金

のレベルを快定し、これをもとに支給されてきたのである。およそ始めの10

年間においては、農業共演の基準収穫量(10a当り収量)に基づいて、例え

ば1910年ならば 1kg当り 81円で計算して 10a当り奨励金金額が一筆ごとに支

給される仕組を基本としていた。一般に反当りに何万円といわれるのは、平

均的な反収をあげる土地の奨励金レベルをさしているのであった。この初期

の奨励金の支給方法の lつの特徴は、土地の一筆ごとに奨励金レベルの計算

が行なわれる点にあったといえる。ところが、 1918年「水田利用再編対東"

開始の年)以降は、計算のベースになる基準収穫量が、事務の簡素化を図る

目的で統一基準収穫量の設定という方向に変更された。つまり、原則として

市町村を設定単位として、設定単位内に住居を有する農業者の当鞍年度の生

産調整水田についての前年度産水稲に係る各筆ごとの基準収穫量の平均をとっ

て、統一基準収穫量とするのである。以上 2つの異なった方法で、反収にス

ライドする奨励金制度が運用されてきたといえるのである。この点に注目し

てこの第 7節の毛デルは構築されている。

住4)例えば、図5-8a)の最も生産力の低い土地にどれだけの奨励金 δが出され

るかは、改のようにして確認することができる。この土地の祖収益は、図に
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示すように横軸に直線を引き縦軸にぶつかる時の値である。そ Lてその直線

が奨励金直線とぶつかると δ軸に δ1という奨励金レベルがわかる。それが

わかると、それを45度線により第 1象限の図にもって〈ると、その土地の地

片の奨励金総額がわかるのである。

佳5)この α型奨励金の考え方は、生産調整量自身に補助金を出す「出荷割当奨

励金」の場合と基本的になんら変わりはな L、。図5-23に示すように供給曲線

に及ぼす牢響も全く同じである。ただ、この出荷割当奨励金の場合には作柄

変動の彫響大きく受けるのに対して、 α型奨励金の考えは、過去の実績に基

づ〈という点でより現実可能性をもっていると考えられる。しかし、本章の

モデルでは無視 Lたが、生産者が生産要素聞の配分を変更し、労働投入等を

増やすような行動に出る可能性が大きい場合には、出荷割当奨励金の方が優

れているかもしれない。

注6)ここでは、新たな財政負担とは休耕奨励金支払い総額だけであると仮定し

考えてきた。 Lかし、現実には、この制度実施のための事務経費がかかり、

これを政府(納税者)は財政負担しなければならない。この場合、一筆ごと

の反収にスライドさせる α型奨励金において最大の事務経費がかかり、つい

で同型、そして固定奨励金の場合が最も安上がりとなる。現実の政府財政負

担を検討する際には、この点を含めて考えねばならないであろう。
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図5-23 出荷割当奨励金による供給曲線のシフト
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穿~ 6 重量

第 1節はじめに

f面オ古事芝イヒと車圭主言 0:;:， 主賓壬~1ヒ

一二二弓主イ乍 0::>寛章王宮討ヨヒ支E'ニ女寸す一る

屋葺語主主三イ本長弓守衛書命白勺安妾元庄一

わが国の農産物価格政策の特徴の lつは、農産物ごとに縦割り的で、政策目

的や政策価格の性格が、制度的に異なった体系となっている点にあることは、

先の第 4章で述べた通りである o そ Lてこのことが、作物聞の相対価格のアン

バランスの一因となり、生産政策と相互補完的な総合的価格政策の構築がいま

求められているわけである。これは市場における需給関係のみではなく、作物

聞の眼益性を問題にする経営の複合化という視点からも、経営複合的価格政策

という名でその必要性が指摘されている。

ところで、土地利用の高度化、経営の複合化が話題にのぼる頗度に反して、

その生産の意志決定メカニズムに経済理論的なメスを入れたものはきわめて少

ないといえよう。本来、これなくして価格政策と経営の複合化との関係を輪じ

ることなど意味をなさないといってよい。

そこで、本章では、農家の意志決定に経済理論の洗礼を与えた「農家主体均

衝輪Jに、農業生産の季節性の問題をとりいれるというかたちで、時間慨念、を

導入し、経営の複合化に対応可能な方向に主体均衝論を拡張することを第 1の

課題と Lている。 υ そして、ここで明らかとなった複合経営農家の行動メカニ

ズムをもとに、価格変化に対する反応を考察し、価格政策との関係について検

討することを第 2の課題としている。その際、本質を示すためにモデルを単純

化 L、一般に農繁期である夏季半年と農閑期である冬季半年とに同一耕地で二

毛作を行なっている農家の主体均衡を考え、その《生産物価格》変動効果をみ

ることによって、価格の変化と経営の複合化との関係を経済理論的に明らかに

するという方法をとっている。
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まず第 2節では、労働市場の存在しない最も単純な基本モデルの農家につい

て、モデル構築のための諸仮定の設定とその特質・意味づけを検酎する。

第 3節では、こうして構築される基本モデルの農家の主体均衡条件を示すと

ともに、その経済学的意味づけ、さらにこれらの蟻何平面上での表現のされ方、

とくに経済余剰との関係について考察を行なう。

第 4節では、基本モデルの恒定の一部を変更 L、現実とのより対応を考えた

「完全暁争的な日雇い労働市場に直面する農家jについて、主体均衡条件およ

びその経済的意味さらに図形上の特融を、基本モデルの場合と比較しつつ検討

を行なう。

そして最後に第 5節では、この両毛デルの農家について、生産物価格が変化・

変動した場合の影響・効果を、比較静学的手法により明らかにし、その意味す

るところを検討する。そして、政策価格の変化と経営甑合化との関保を理論的

に明らかにする。

第 2節 基本モデルに関する諸仮定

まず、労働市場の存在しない最も単純な基本毛デ.ルの農家についてみていく

ことにしよう。そのために、炊の15の仮定を設けた。

《仮定 1)) 生産を営なんでいるのは農家である。つまり、生産はあとで示す

農家のもつ効用関教をもとに、効用極大化原理に基づいて行われる。

《仮定 2)) 農業生産のシーズンを夏季半年と冬季半年との 2シーズンにわけ

て考える。そして、農家が生産する生産物は、夏季半年では X1のみ 1種類、

冬季半年では Xeのみ 1種類の計 2種類だけであるとする。さらに、その生

産物市場はともに完全観争的で、それぞれの価格 (P 1及び P2) は農家にとっ

て所与であり、農家はその価格で両生産物の全量を販売する。

《仮定 3)) 生産要素は、土地と労働だけである。

《仮定 4)) 農家の経営農地は自作地であって、その面積は所与一定(吉)で
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ある。つまり、土地市場も土地用役市場も存在せず、地代の受け取りも支払

いもないのである。そして、この土地を夏季は X1作に、冬季は X2作に投入

L 、 Lかもこのような 2毛作によって生産に影響(地力低下等による単収低

下の影響)はないものと考える。

《仮定 5)) 労働市場も存在しない。したがって、自家農業のために利用可能

な労働は家族労働だけである。

《仮定 6)) 夏季の労働投入量 A1と冬季の労働投入量A2とは、時期的に全〈

重ならず独立である。

《仮定 7)) 農家の生産関数は、

夏季X1作・・.X J二二 F(A1:B) 
、‘，J

-
E
E
-
.
 

，，、、
• • • • • • • • • • • • • • • • 

冬季X2作・・・ X2==ゆ (A2 :B) 

であり、ともに所与である。またこれら生産関教は、 FA1> O . FA1A1< O .  

ゆA2>O.  ゆA2A2く 0・・・・(1-1) という性質(限界生産力遍誠)を持つも

のとする。

《仮定 8)) また、上記の夏作生産関数と冬作生産閑散との関係は、以下のよ

うに考えておくことにする。

P 1 F (A 1 ; 8) = P 2 rt( A宮;8) = 0 

where A 1ニ A2=0 

かつ
〆、 J、

P 1 F A 1 (A 1 B) > P 2 rt A2 (A 2 ; 8) ・・・・・・・・・・(1-2) 

where A 1 = A 2>  0 

つまり、一般に農閑期である冬作の限界価値生産力の方が、農繁期の夏作の

場合より小さいことを仮定してお〈のである。これは、数式展開上というよ

りも、むしろ現実との整合性及び図の表現上のために取り入れた仮定である。

《仮定 9)) 農家は、夏作意志決定と冬作の意志決定とを同時に行なう。つま

り、夏作と冬作とを同時に両方を含めた年間総生産の意志決定として、年聞

を通 Lて行動すると考えるのである。これはまた、非常に経済合理的な行動

仮定であろうと思われる。
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《仮定10)) さくがら変動は考えないものとする。

《恒定11)) 夏季と冬季という期聞の違いを問題にするけれども、ここでは利

子に関する問題を無視することにする。つまり、利子所得はうまないと考え、

(Bohm Bawerkのいうところの)酎忍は考えないと仮定する。

《仮定12)) 農家の効用関教は、改のように所与であるとする。

U U (A1. A2. M) 2>...................・・・・・・(2) 

ただし、ここでMは年間農家所得、 Al及び A2は先述のようにそれぞれ夏季

作の労働投入量及び冬季作の労働投入量である。つまり、所得に聞しては、

夏に l万円増えることも冬に l万円増えることも年間所得が l万円増えるこ

とに変わりがなく、年間農家所得の閑散であるのに対して、労働に関しては

夏労働と冬労働との関数であると考える。また、労働に伴う苦痛に関しては、

夏労働と冬労働との聞に違いはないものと考えている。

《仮定13)) r家族労働量の生理的上限」は夏季と冬季とで相等しく、

A 1 = A 2 (= 1/2 A) である。

《仮定14)) 農家の年間「最低生存所得」を想定し、各図の MoMo'糠で表わ

されるものとする。

《仮定15)) 夏労働 A1と年間所得Mとに関する無差別曲線図表と冬労働 A2と

年間所得Mとに関する無差制曲線図表とは形が全く閉じであり、 2つの図の

閉じ位置にある無差別曲線の効用水準は等しいと考える。無差別曲線の形と

ともにこのことを効用関教の性質で定式化すれば以下のようになる。 3)

U Al < 0， U A2く O. U M>  0・・・・・・・・・・(2-1 ) 

U AIA2 = 0 (恒定 6より) ・・・・・・・・・・・(2-2)

(2-2)式から、
斗一 UA1 コー UA2 

ニー (一一一ー)=0 及び一三一 {一一一一)=0 
~A2 UM dA1 UM 

も導かれる。つまり各無差別曲線の傾きは他期の労働投入量から全く膨響を

受けないことを意味している。

また、

U Al = U A2 曹here (Aぃ M) = (A 2 • M) ・・・・・・・(2-3)
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主らに、両無差別曲線の形に関しては、

0;;;亘Al<Al' 0孟 A2くA2 の範囲について、

YMo・線より下の領域では、

一一 一 一-VAl v A2 

一一←ー =α， 一一←ー =α (> 0 ) 
UM UM 

(つまり、一定の傾 ~α の右上がりの直線)

YMo'糠より上の領域では、

-U Al a -UA1 

〉 α， )> O. 
UM OA1 UM 

-UA2 a -UA2 

>α ， )> 0， 
UM dA2 UM 

B
一川

-U Al 

(一一一一)>0 
UM 

コーUA2 

乙ー 〈一一一一)>0 
dM UM 

(つまり、右上がりの下に凸な曲線)

という性質をもっていると仮定する。一方、 A1 = A 1・A2=A2 という生

理的上限においては、無差別曲線の勾配(労働の限界評価)は無限大である

とする。

第 3節 主体均衛とその図形表示

以上のような諸仮定のもとにある基本モデルの農家にとって、農家所得M

(=農業所得)は、

A
V
 

E
 

P

昼、+
 

、-''d

〈

B
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.，. 

!
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E
l
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-

，SE
‘、‘

4
4一
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n
p
-

D
a
』一一M

 
、.，，n吊

M，E巴、
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B

一
会』一-

A
n
-

11 

M1 M2 

(??:;D (冬作から得)

られる所得

であらわされる。この式の右辺第 l項は、夏作から得られる農業所得を、第 2

項は、冬作から得られる農業所得を示している。
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夏季に X1作、冬季に X2作という二毛作を行ないうる農家の経済活動の目標

は、農家所得を示す上記(3)式を予算制約式として、劫用関数(2)式の Uを極大

化することである o この場合、農家が自由に動かしうるのは、各季の労働投入

量 AlとA2とであるから、 U極大の必要条件、すなわち主体均衡条件として、

-U Al 
P 1 F Al = 一一一一 (-='Zl) .........................・・(4)

UM 

及び

-UA2: 

P 2: q， A2 = 一一一一 (==22) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)
UM 

が得られる。そしてこの両式の意味するところは、 1つは、

(夏季 X1作労働の限界価値生産力)= (夏季家臨労働の限界評価)

であり、もう lつは、

(冬季 X2作労働の限界価値生産力)= (冬季家族労働の限界評価)

ということである。

そして、この両主体均衡条件(4)式と (5)式及び予算制約式(3)式という 3つ

の式からなる連立方程式の解として、 A1.・A2およびMの均衡値 CAJt- .A2>t

およびMt-)が同時に決定されるのである。

さてこのモデルにおける主体均衛を図形表示したのが、医]6-1-1a"'-'図6-1-2b

の 4つの図である。図楠ート}aと図補ートlbとは夏季の均衝を、図6-}-20と図6-

卜 2bとは冬季の均衡を示 Lている。そしてまた、この 4つの図を藍理し、夏季

の均面図と冬季の均衡図とを重ね合わせたものが図十2aと図6-2bとである。

まず、図6ートla及び図6-1-2aにおいて、横軸はそれぞれ夏季と冬季との家族

労働投入量(A 1及びA2) を、縦軸はともに年間の農家所得 (M) を表わす。

また、 H1AJ及び H阜A2は、それぞれ各季の家族労働の生理的上限掠であり、

MoMo'は年間最低生存所得線である。

ところで、この両国をみる場合に注意しておかねばならないのは、両国とも

別の期聞の均面労働投入量がすでに決まっているとして図が描かれているとい
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図6-1 二毛作農家の主体均衝図(1 ) 

左上=図6-1-1a 右上=図6-1-2a

左下=図8ートlb 右下=図6-1-2b
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う点である。もっとわかりやすくいえば、夏季の均衡を示す図トトlaにおいて

は、すでに冬季における均商労働投入量A♂が(さらにこれにより冬季に得ら

れる所得Mよも)決まっているとして圏が描かれており、同様に冬季の均衛図

図ト1-2aは、 A1 * (さらにはM1*) が決まっているとして描かれているので

ある。これは、同時(連立)方程式体系による均衡点の決定を平面図で幾何学

的に表現しようとする際には必ずとられる、またとらねばならない手法である。

図6-1-1a図6-1-2aにおいて、。 lG1は夏作の価値額で示した生産曲線であり、

また 02G:;:は冬作の価値額表示の生産曲線である。これらはまた、この場合、

各季におけるそれぞれ半年の農家所得曲線でもあ否。

lXに、 JtI<. 1曲線と J:;: K:;:曲線とについてみてみよう。この両曲棉は、それ

ぞれ年聞の農家所得曲線をあらわしている。 J1 K 1は、冬季における均衛労働

投入量A2*がすでに決まっており、そしてまたそのため冬季における均面農家

所得M♂が決まっていると Lて、 OlG1曲糠を上方にM♂だけ平行移動してつ

くられた曲線である o つまり、すでに o1 J 1 =Mよという一種の財産所得をもっ

ているのと同様に、冬季の所得を所得をすでにもっているとして、 J1点を出

発点として年間農家所得曲線 J1 K 1が描かれているのである。そしてまた、農

家の夏季における労働投入量 A1の快定の際に考l邑に入れられるパスは、この

J 1 K 1である。この J1 K 1と無差別曲線 J1との接点 Qlが夏季における労働投

入量の主体的均衝点である。つまり、この Qlで(4)式が満足されているのであ

る。

同棟にして、図ト1-2aにおいて J2'K2曲線は、夏季における均衡労働投入量

A 1"が決まり、夏季の所得M1+が決まっているとして、 02'G2をM1'"だけ上方

に平行移動させたものである。そ Lて、この J21¥.2が冬季における Az決定の

際のパスである。 J2' K2と無差別曲線 I0との接点 Q2tJt、この冬季における主

体的均衡点であり、この点で(5)式が満たされているのである。

おのおの、下のb図の方に目を転じてみよう。 L1Lどは夏作労働の限界価値

生産力曲線を、また L2' L 2'は冬作労働の限界価値生産力曲線を示している。
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図6-2 二毛作農家の主体均衛図(II ) 

上=図6-2a

下=図6-2b
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一方、 V1 V l'は、農家所得曲線 J1 K 1上を切る各無差別曲線の傾きの大きさ

を横軸からの商さで示すところの夏季の家族労働の限界評価曲線である。同様

に、 V2 V 2'は、 J2K2をパスとして考えられる冬季家族労働の限界評価曲線

である。そして、 L 1 L l'とV1 V l'との交点 Ql'および L2 L2'とV2 V 2'との

交点Q邑'が、(4)式および(5)式を満Eするそれぞれ各季の主体的均衛点である。

ところで、両季における限界評価曲椋を比較してみると、い〈つかの興味あ

る点が目にとまるだろう(図6-2aおよび図6-2b参照)。

まず第 lには、常に冬季の限界評価曲線 V2 V 2'の方が夏季の V1 V l'曲線よ

り上方にあるという点である。心これに対して、第 2点としては、均衝点Ql' 

とQ2'とについて比較してみると、 Ql'点の方が Q2'点より上方にあるという

点である。

一般に農繁期である夏作における主観的労働費は高く、農閑期である冬作の

場合の主観的労働費は低いだろうと想像される。そのため、それぞれの時点の

限界的主観的労動費を示す V1 V l'の方が V2 V 2' より上にあるように思われが

ちだが、この図をみればわかるように決してそうではないのである。我々が感

覚として感じているのは、均衝点における限界的主観的労働費の高い低いとい

うことなのである。このあたりまえだが非常に重要なことを、この図は示 Lて

いるのである。

さて、図6-卜 10や図6-1-2nにおいて長さで表わされたものは、図6-1-1b及び

図6-卜 2bでは面摘で、同様に勾配は長さで表わされる。

たとえば、夏作から得られる所得は、図6ート lnでは R1 A 1.の長さ、区16-1-1

bでは面積 L1Ul'A1:t'Qt'の大きさで示される。同様に冬作による所得は、そ

れぞれ R2 A 2.の長さおよび.面積 L2U2'A2
tQ2'の大きさで示すことができる。

ところで、 V1 V l'や V2V2・は、それぞれ各期の家族労働の限界評価曲線で

あるが、これは先に示したように言葉を換えて主観的限界(家族)労働費曲糠

と呼ぶことができる。そうすると、この曲線の下の面積は生産を行なうに際し

ての主眼的労働費の総額を示す。この主観的家族労働費を農家所得から差 L引

- 1 9 4 -



いた残りが、経済余剰(中崎によれば自己雇用・生産者余剰)である。

そして、この場合の極大経済余剰を示すと改のようになる。

夏季における極大経済余剰 (ES1*) 引

Al事

=f 
o 

-UA1 

( P 1 F Al一(一一ー) } d A 1 

UM 

(限界経済余剰)

ヘ=P1F (A1*;B) 
-
a
T
 

O』A

o

 

p
'
d
 

-UA1 

(一一一 ) d A 1 

UM 

ー[面積 L101'A1*Qt']

ー[面積 L1V1Ql']

冬季における極大経済余剰 (ESe*)

[面積 VJ 0 1・At*Ql']

申
-
1

0』A

o

 

r
J
 一一

-UAe 
( P e ft Ae一 (一一一) } d A e 

UM 

へ
=P2ft (Ae*: B) 

Al率

一J
o 

-UAe 
(一一 )d A 2 

UM 

[面積 Le02・A♂Qe']ー[面積V202' A♂Qe・]

ー[面積 L2VeQe']

そして、年聞の極大経済余剰は、

ES宇 =E S 1* + E Se. 

= [面積 L.V1Ql']+ [面積 LeVeQe']

で示される。

以上の図における対応関係や経済余剰の大きさ等を整理したものが衰トlで

ある。
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主毘的家族労働費

(極大)程高余剰

表トl 生産・所得・費用及び経済余剰の図形対照表

一基本毛デル農家の場合一

〈夏作 Xl)>- 《冬作 X2)> 〈年間〉

Ml* ー+ M2* . 一一
M* 

RIM ( J 101= QIRu QIA1 

( j 202= Q2R2) R2JJ Q2A*2 

面積 LI0iAlQi

面積 L20iA2Q2'
'ー 且

" 

面積羽白rAIQI . 面積百0IA2Q2

面積 LIVIQl . ' 面積 L2V2QS



第 4節 「完全観争的日雇い労働市場に直面する農家Jの場合

さて、本節では、前節で考察した農家経済活動における基本モデルに関する

仮定の一部を変更 Lて、 「完全臆争的日曜い労働市場に直面する農家」につい

て、基本モデルの場合との違いに視点をおいて少しみてみることにする。

仮定 5を変え、農家は完全蹟争的な日雇い労働市場に直面していると仮定し

よう。すなわち、農家は与えられた市場賃金串において、任意の量だけ労働を

売ることも買うことも可能であると仮定 L、そうした農家の主体均衝を以下で

は考察しようというものである。

そして、記号を次のように定めることにする。((家族労働量》を夏季 AIo

冬季.A eで表わ L、 《自家農業投入労働量》を夏季 A 冬季 Aeで表

わすことにする。そうすると、たとえば、夏季の場合について、 At>At'な

ら眉われ兼業農家、 A1 < A l'なら雇い入れ農家であることを意味している。

また、労働市場での賃金串は、夏冬を問わずWで所与一定であるとする。引

そうすると、農家のもつ効用関数は、

u = U (A ぃ Ae， M) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

と変わりはないが、一方農家の年間所得は、

へ
M=PtF (A1';  B) + (At-A1') W 

，、
十 Pe<T (Ae' B) + (Ae-A2') W.......・・・・(6)

(=Ml+Me) 

というかたちで表わされる。

この農家が自由に動かし得るのは、 A1・At'oA2oAe'の計 4変散である

から、 (6)式を予算制約式として(2)式の Uを極大化することにより、下記の 4

つの主体均商条件が導き出される。

P1FA1'=W・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(7)

Pe tjJ A2' =W・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(8)

-U Al 

( z 1;;:::) 一一 = W....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(9) 
VM 
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-UA2 

(2己三) 一一一 =w・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(l0) 
UM 

これらの経済的意味は、 (7)・ (8)両式が、

(各季の自家農業投入労働の限界価値生産力-市場賃金串)

ということであり、まさに農企業の均衡条件である。

また、(9)・(I0)両式は、

(各季の家族労働の限界評価-市場賃金串)

ということであり、つまり労働者家計の均衛条件と一致する。

このモデルの場合、(7)式.--...(10)式と(6 )式とは連立方程式を構成しない。つ

まり、第 l段階として、それぞれ(7)式から AJ....が、 (8)式から A2' *"が決まり、

両季の生産量が決定される o つづいて、この Al' +・ A2' ・の値を所与と Lて、

第 2段階として、 (g)式・(I0)式と (6)式とが連立方程式を形成し、その解とし

てAl' A 2 • Mの均衡値が同時に決定されるのである。

そこで、この均衡を図形表示したのが、図6-3aおよび図6-3bである。これは、

前節の図6-2a.図6-2bと同様に夏季の均衛図と冬季の均衡図とを重ね合わせた

タイプの図で示している。

図6-3aにおいて、まず生産量の均衡点 R1 (夏)と R2 (冬)とが決定される。

この際、仮定より、 P 1 F A 1 >  P 2 i/J A2 where A 1>  A '2であるから、均衛点

について R，は R2より右にある。つまり、 A1'+>A2" である。この第 l段

階の企業としての生産量の決定を所与と Lて、 (;; 21/ 詰M) > 0 及び

C;}Z2/dM) >0 という無差別マップの性質より、夏冬とも同ーの農家所

得曲線 JKが決まる。そして、この JKと無差別曲線との接点Qで、夏冬同一

量の家族労働量 CA1+=A2つが決定されるのである。

なお、この場合、夏と冬との農家所得曲線はともに JKとなり完全に一致す

るため、図6-3bにおいて、家族労働の限界評価曲線も基本モデルの場合とは異

なり夏と冬とでは同ーの vv・となる。これは市場賃金率が季節を問わず一定

( W)，の場合の大きな特闘であろう。

この図6-3bにおいて、生産量の均面点は夏は L1 L l'とww・との交点 R1・、
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図6-3 二毛作農家の主体均面図 (m)
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表6-2 生産・所得・費用及び経演余剰の図形対照表

ー完全艶争的日雇い労働市場に直面する農家の場合一

N

D

D

 

《夏 季〉 《冬 季〉 〈年 間〉

図 3a RlAl.'* R2Az. 
生 産 額

図 3b 面種 L16Ai.Ri •• 面積'L20A2，Rl

国3a Rlt1 
支払い賃金

国 3b 面積ddA;・Ri
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・

図 3a t2R2 
受貯取り賃金

図 3b 面積 RiAFAJd

国 3a SlAl(= J12) S2A2(= J J2) QKl(Qh) 
屋家所得

図 3b 面積 L10A.iQb'. 面積 L2OkQR2'

主担的家接労働費 面積 VOAl.*o. 面讃 voAlo.

(橿大)笹構余剥 面積 LIVQRl
， 

面積 L2VQR2
'----



冬は L2L2・と WW'との交点 R2'であり、ここで(7)・ (8)式が満たされている。

また、家族労働量の均衡点は夏冬とも VV'とWW'との交点 Q'であり、ここ

で(9)・(10)式が満たされているのである。

一方、経済活動を行なうことにより得られる極大経済余剰は、

ES1*= [面積 L1WR1'] + [面積WVQ・]

ES ♂=  [面積 L2WR/J+ [面積WVQ'J 
』ーーーーー-.".-一一ーー~】，ーーー---ーー一ーーー

(生産者余剰)労働者余剰)

から、

ES*=ES1
事十 ES 2>1-

= [面積 L1WR1'J+ [面積 L2 W R 2' ] + 2 [面積WVQ・]

で示すことができる。

以上のような経済余剰の大きさや生産額等について、少し輩理しておいたの

が表6-2である。

第 5節 主体均衝の《生産物価格》変動効果

前節までは、 「労働市場の存在 Lない基本モデルの農家Jと「完全艶争的日

贋い労働市場に直面する農家Jという各モデルについて、どのような主体均衝

が成立するか、そしてそれを図示すればどのようになるかという問題を考えて

きた。本節では、各モデルについて、主体均衝のパラメータ一変動効果、その

なかでも《生産物価格》の変化が主体均衝に及ぽす影響Iこし I!って考察してゆ

くことにする。

主として基本モデルの農家の場合についてみてゆ〈わけであるが、 《生産物

価格》の変動効果に入る前に、その準備段階として、まず《財産所得》変動効

果について考えてみることにする。

そのために、農家の《財産所得》を表わす [EJという項を加えて、農家所

得Mの定義式を改のように変更する。
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r、
M=P1F (A1; B) +P2rP (A2: B) +E.....・・・・・・・・(3・)

そうすると、農家の主体均衝を表わす連立方程式は、

M=P1F (A1: B) +PerP (A2: B) +E ・・・・・・・・・・・(3・}

h 

P1FA1 (A1 B) 

P 2 rP A2 (A 2 ; B) 

ーUAl 
(= Z 1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

UM 

-UA2 
一一一一 (= Z2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

UM 

のようになり、この解として A1 • A 2.及びMの均衛値が決定されるわけである

が、この関係は見方をかえれば、 A1 • A 2.及びMがそれぞれパラメータ-P 1 • 

P2.・ B及びEという 4変数の陰伏的な閑散であることを示している。

そこで、この連立方程式のそれぞれの両辺を [E]に関して徹分して得た下

記の連立方程式を解くことじよって E変動効果{(JA1/oE. iJA2./tJE. 

dM/ dE)を知ることができる。

iJA 1 iJA2 

P 1 F Al一一+P 2. rP A2一一一d E -. ..- ~ E 

~ 21 dA 1 JZ 1 

dM 

dE 

dM 

=-1・・(11)

(P1FA1Al一一一一) 一一一 一一一 =0・・・・(12)
~E dA1 dE dM  

dZ2 ~A2 dZ2 
( P 2 rP A2A2-一一一) 一一一一.._-- d A 2.詰 E d M  

dM 
一一ー =0・・・・03) 
dE 

この連立方程式の左辺の係数からつ〈られる行列式を Dであらわすと、

D=. P 1 F Al Pe rP A2 • - 1 

dZ 1 忌ZI
P1F 一M 一M ー話，一一ー 。

A1 ~M 

話22 dZ2 。
P 2 rP A2A2-d 

Ae oM  
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である。

またこの Dの値が負値 (Dくo)となることは主体均衡の安定条件でもあるが、

これは、生産関数および効用閑散の性質に関する仮定より満足され、 D<Oで

ある。

クラーメルの公式を用いて、上記連立方程式の解をもとめると、

aA1 

dE 

1 ;;)ZI eJZ2 

=ー {一 一一一 ( P24JA2A2一一一一 ) 1 く 0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(14)
D iiM 'JA2 

()A 2 1 

一一ヨE D 

d M 1 

d Z 2 DlZ 1 

{-一一 (P1FAJAl一一一)I 
詰M - ------ (}A! 

く 0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・05) 

dZl JZ2 
{-( Pj  F A1A1一一一 )(P2 rtA2A2一一一一)I > 0・・・・・・06) 

d E D ')A1 dA2 

となり、すべて符号は確定する。

この《財産所得》変動効果の結果を頭に残しておいて、次に本輸の《生産物

価格》変動効果に目を移すことにする。夏作価格 PJの効果と冬作価格 P 2の効

呆とはシンメトりーであるから、ここでは夏作価格 PJの変動だけを見てゆ〈

ことにする。

第 3節で示したように、
d、 ，、

M= P 1 F (A 1 ; B) + P 2 rt (A 2 : B) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3) 

^ -UAJ 

P 1 F AJ (A 1 B) 一一一 (= Z J) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)
UM 

-UA2 

P2 rPA富 (A2 : B) 一一一 (= Z 2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5) 
UM 

という連立方程式の解として AJ • A 2及びMの均衛値が決定されるわけである

が、ニれは、さきの(3)式'"'-'(5)式の場合と同様に、 AJ • A 2及びMの均衡値が

パラメーターたる PJ・P2及びBの閑散であることを暗に示している。

そこで、夏作価格 P1について、 P1で上配連立方程式を偏融分して得た下配

の連立方程式
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iJA. aA2 oM 
P 1 F A. + P 2 ft A2一一一 =-F・・(17) 

e)E ~E OlE 

;12. eJAl JZ. JM  
(P1FA1Al一一一一) = F Al・・(8)

dA1 tJ E dM  .;lE 

i}Z2 みA2 ~Z2 みM
( P 2 r/J A2A2一一一日) 一 =0・・・・(9)

;A2 JE aM  OlE 

を解〈ことによって、 P.変動効果 ((JA1/dPl' ØA2/()P 1 ・ ~M/ ~P d 

の符号をみることができる。そして先の《財産所得》変動効果の結果を用いて

整理すると改のようになる。

。
』

-

O

』

Z

一A

「

e
』
「
d
v

2
 

A
 

A
Z
 

A
 

4
叫
snc 

D
t
 

A
 

P-
An 

「

d

~22 
-P 2 r/J A2 P Al 

~M 
+ 

d P t D D 

O
E『
『

由

民

ヲ
&
一

A
口

、d

一3
g

E
 

A
 

2
 

A
 

，φ
・2

 

D
E
 

ー一一
M

q
h

一
ー'一「

d
v

pa 

+ 
D 

議Z2
F A 1 ( P.2 r/J A.2 A2 -一一一)

B A2 
十

D 

(t) 

JZ2 
-P 2 r/J A2 F Al 

() M dA 1 ~ 
+ F(一一一)主 O

D 'dE 

(t) ト)(不定}

1& S&l S&2 

...... ... . ...... . .. .・・・・・・・・(20)

'dA合

'. dZe 
P t F Al F Atで一一

dM  

同 .~lZ2 JZ t 

-F一一一(PIFAIAI一一一一一}d M"" ." ~.~. dlC
1

' 

+ 
d P t D D 
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ー2
2

P 1 F Al F Al一一一
~M 

D 

(ー)

'dA2 
+ F( 一一一一 ) < 0・・・・・・・・・・・・・・・・・・(21)

'dE 

{ー)

SE IE 

'dM 
、、，，

E

-

2

 

Z

一A

4
9

一へ，。
F-
A
 

9』A
 

I
伊2

 

p
・

，，‘、A
 

P
・A

 

pb 
D
l
 

+ 
()A1 D 

h
v
-
-
h
a
 

z--A 

a
一2

oh 
A
 

OE-A
 

・φE
 

p
s
 

，a‘、
1

-

2

 

q
b

一A
門

司

d
一ペ
d

A
 

A
 

p
a
 

p
a
 

p-

+
 

D 

dZ2 

P 1 F Al F Al ( P 2 rt A2A2一一一一一)
d Ae 

D 

(+) 

SE 

oM 
+ F (一一一)> 0・・・・・・(22)

dE 

(t) 

IE 

OAl dX 1 .~ JA2 
さらに、 一ー さ oより 一一主 0・…(23).また一一く O より

d P 1 OPl - OPl 

dX2 aM2 aM 
一一一 <0・・・・(24) と 一一一 <0・・・・(25)• そして一一一 >0 と上配
d P 1 d P 1 apl 

al'yfe OlMl 
一一一く O より 一一ー >0・・・・(26)がそれぞれ導き出されるのである。
~Pl ~Pl 

可，

ところで、 (20)式は「夏作J物の価格P'1の変化が夏作への家接労働投入量A1

に及ぼす効果Jを表わすものであるが、この効果は、 (20)式の右辺第 1項で表

わされる《第 1 (直接的)代替動果>> (S.E1) と第 3項の《罰得劫畢)) (1 
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E)と、さらに第 2項で示される冬作との代替関係によっておこる冬作の所得

変化を補償 Lょうとするリバーカッシ冒ンを示す《第 2 (間接的)代替効果》

(S E 2) とも呼ぶべき効果という 3つの効果に分解される。第 1項および第

2項は正値、第 3項は負値であるから、全体としては正負不定となり、符号は

各効果のどれが優勢であるかに依存する。ただ、一毛作の場合と比べた場合、

第 2項で示される《第 2代替効果》の項目が新たに加わっているのが特徴的で

ある o

そして、その分解されたそれぞれの効果の経済的な意味は、まず、 《所得効

果》については、 『夏作物の価格 P1が上昇すると、農家は財産所得が増した

のと同棟に豊かになり、苦痛をともなう労働、この場合、夏季家臨労働投入量

A1を誠らそうとする』ということである。

また、 《第 l代替効果》の方は、 『夏作物の価格 P1が上昇すると、夏作に

関する限界報酬が増し、働d-甲斐が増すため、夏季の家臨労働投入量 Atを増

加させようとする』ということを示している。

これに対して、 《第 2代替勅果》の意味するところは少し複雑である。つま

り、 『まず、夏作物の価格 P1が上がることにより、冬作の価格が相対的に下

がったと感じられ、冬作への労働意欲が捕過し、冬作への労働投入が減少する。

これにより冬作の生産が減少し、その所得減少分を夏作の方でカバー Lょうと

して夏作への家族労働投入量 A1を増加させようとする』効果である。

つづいて、 (21)式の冬作への家族労働投入量 A2に及ぽす効果も (22)式の年

間農家所得MIこ及ぼす効果も、ともに第 1項《代替効果》と第 2項《所得効果》

とに分解されるが、この場合、両式とも 2つの分解された効果の符号が一致す

るため、 (21)式は負、 (22)式は正と符号は確定 Lている。

これら夏作 X1の価格 Ptの変化が均衡に及liす影響を、今まで計算 Lて示 L

た基本モデルの農家の場合だけでなく、第 4節で考えた「完全艶争的日雇い労

働市場に直面する農家」の場合をもくわえて、整理して符号関係を明らかにし

たものが表6-3である。なおこの中で「土Jとなっているのは符号正負不定を、

rOJとなっているのは変化なし、つまり影型:1(1，全〈ないことを、それぞれ示
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表6-3 夏作X1の価格 P1変動効果の符号

M

D

J
『

¥¥ 夏季 a.. 季

自家農業室長労働 生産量 家 自家屋業 .豪華労働
生産量

毘 家 年間所得

投入労働量投入量 所 得 投入労曇量 投入量 所 得

8Al 8Xl 8Ml 。'A2 θX2 伽 2 ruf 
「基本モデルの θPl 。Pl 。Pl 8Pl 8Pl θPl θPl 

農家」
士 + + 士- ー ー 一

. 

「完全競争的日雇
8A1' 8AI θXl 仇h 8~ぜ 8A2 8x2 8M2 Ô~f ‘ 

8Pl 。Pl δPl 8Pl δPl θPl 8Pl 。Pl SFI 
い労働市場lC直面

する農家J + 一 + + 。 ー 。 ー i 

， 



している。

この表からは色々なことが読みとれるだろう。たとえば、夏作の価格 P1 が

上昇した場合には、夏作X1、冬作X2をとわず兼業労働量が減ったり、雇用労

働量が増えたりすることなどが読みとれる。

なかでも特に興味をひかれるのは、冬作生産に及I!す影響(;;>x 2/ J P d 

に関してである。これについて少し考察して本章をしめくくることにする。表

補-3に示す通り、基本毛デルの場合、この値は負の値、つまり夏作価格の上昇

は冬作生産の減少をうむという結果が出ている。これは、たとえば戦後日本農

業におこった米麦二毛作での冬作放棄の lつの要因と考えられるかもしれない。

一方、日雇い労働市場を考慮に入れたモデルの場合には、全く冬作生産に影響

は及ばないと出ている。また、この表には表わ Lていない常動兼業農家の場合

には、基本モデルの場合と閉じく負の値となっている o つまり、~x 2/ o' P 1 

の値は常に[i1X2/JPtJ孟 Oとなり、 [i)X2/ i)P1J >0となる場合は

存在しない。夏作価格 P1の上昇(下落)は、冬作生産 X2を増加(減少)させ

たりはしないのである。

ところで、実際に[詰X官/()P1J>0となるような場合は存在しないので

あろうか。たとえば、夏作価格 P1の下落に反応して、常勤兼業を行なうか行

なわないかの選択のような、非連続な選択に農家が直面する場合には起こる可

能性があるのではないかと考えられる。

まずはじめに、ある価格体系下で、常勘兼業農家になるよりも専業農家にと

どまった方が効用が高〈有利であったとする。この時、夏作の価格 X1の価格

P 1が低下して逆に常勤兼業農家となった方が有利となり、常勤兼業農家とな

ることをこの農家が選択 Lたとすれば、この時には、夏作だけでな〈、冬作へ

の自家農業投入労働量も当然のごとく誠少し、冬作生産自身が減少すると考え

られる。このような場合には、 [aX2/t}P1J >0となるであろう。
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第 6節おわりに

以上、本章は、経営の複合化の意志決定メカニズムに経済理論的なメスを入

れ、これをもとに政策価格の変化に対してとる経営体の生産反応を分析して、

価格政策と経営の複合化との関係あるいは及ぽす影響といったものを理論的に

明らかにしようとしたものであった。

本章における分析の意味づけあるいは特徴、さらにこの研究分野にしる Lた

貢献は、多数あげることができょうが、整理して示せば以下のように表現する

ことができるだろう。

農家の意志決定に対して経済理論の洗礼を与えた理論結品といわれている

「農家主体均宙論」のもつ欠点の 1つ、期間・時聞の違いに対する考胞の欠加

に対して、 「農業生産の季節性」という問題を組み込む形で時聞の要素を入れ、

現在直面している各種の問題に応用度の高い形に理論を大幅に拡張し、新たな

境地を聞いた点に大きな特離を持っている。

つまり、従来の農家主体均衛輸は、瞬間生産・意志快定を基本とし、期間の

違い、言葉を変えていえば生産要素に関して直接時間的に蹟合関係にない意志

決定に関しては問題に Lてこなかった。そのため、同一時期に 2種 3橿の作物

を醗合的に作付・生産する農家に関しては分析することができるが、裏作を行

なうか否かとか、土地条件の制約のもとで多毛作化によって土地利用率を高め

て収益を上げるという方向の意志決定等を説明さらには分析の士債の上にのせ

ることはできなかった。さらに、労働ピークをゆるやかにするための品種選択

の問題に関しても適用にかなりの困難を要した。しかしながら、 「農業生産の

季節性」の問題を主体均衡輸の中に取り入れた、本章でのモデルの枠組を用い

れば、本章で行なったような価格政策との関係はもちろんのこと、この問題以

外にも、新たな方向へのさらなる応用が容易に可能となるという点でこの研究

分野に大きな貢献を与えたといえよう。

価格政策と経営の複合化との関係という謀聞に限った場合には、衰6-3に整

理して示したように、生産物価格変動効果を比較静学によって、複散のモデル
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の場合に関して検討し明らかにしている点に大きな貢献があろう。ただ本文の

最後に部分でコメン卜しているように、この手法を用いる限り、非連続な選択

に農家が直面する場合の可能性をすっきりとしたかたちで表現することができ

なも、。今後に残された課題といえそうである。

【佳】

注1)農業生産の特質と Lて考えられるものを大別すると、①農業生産の技情的

特質、②農産物の商品的特質、@農業生産を営なむ主体的特質、という以上

3つのものに整理できる。このうちの①の技術的特質の一つの大きなフプク

ターと Lて、ニこで取り上げた生産の季節性がある。また一方、 「農家主体

均衡論」は、その名が示す通り、本質的には他の特質を捨象し、生産主体が

効用極大化行動をとる農家であるという 3番目の主体的特質に焦点、をあて、

これを糟績な説明モデルと仁て理論化 Lたものである。

注2}効用関散を U=U(A1・A'2.' M，・ M'2.}と考えて分析を進めてい〈こと

は可能であろう。しかしながら、まず年間通 Lての意志決定という重要な仮

定とパラレルであるという点で M で考えた方がよいと思われる。つづいて

また、変散を増やすことによってただでさえ複雑な効用関数に関する仮定が

さらに増え、しかしながらそれに対するメりットはほとんど考えられないと

思われる。できるだけ変数の散は少なく単純化させる方がベターであろうと

考えられる。

注3)図形上での仮定と数式上の仮定とがどうもしっくり一致していない。筆者

はI、これに対してできるだけ工夫を加えたが、まだ十分ではないように思う。

この対応関係を今後の 1つの課題としたい。
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注4)もL、 J1 K 1がQ2点上あるいはQ2点の上方を通ると仮定した場合、生産

閑散の性質(1-2 ) P 1 F A 1 > p 2 o A2冒hereA 1 = A e> 0 と(1-1) F AIAl 

くO より、 (Q 1における勾配)く(Q21こおける勾配) となる。

これは、無差別曲線の性質 ([dZI/dM]>0. [dZ2/DlM] >0) 

に矛盾する。

つまり、 J1 K 1はQ2点の下方を必ず通り、均衝点より左側では必ず J2 

K2の方が J1 K 1より上方に位置している。また、均衡点については、 Qlは

Q2の右側に〈る、つまり A1 *> A♂である。

図6-4

](1 

J1 

佳5)この極大経済余剰に関 Lて気がつ〈のは、夏季における ES 1.の方が冬季

のES♂より大きくなっていることである。 1つは限界価植生産力曲綿につ

いて夏季 L1 L l'の方が LeLe・より常に上方にある点から、もう lつは限界

評価曲糠については逆に夏季の V1 V l'の方が V2 V 2'より常に下方にあると

いう 2つの意味で二重に夏季の経済余剰を示す面積が大き〈なっている。
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佳6)もし、労働市場で賃金串が、 IW1、冬Weと異なっている場合には、主体

均衡を示す連立方程式は、

M=P1F+ (A1-A1') 

P1FA1'=W1 

P 2 CP A2' = W2 

-UA2 

U闘

W1 

W2 

W1+P2cP+ (A 2-A 2' ) We 

となり、 これを W1>We の場合について図形表示 Lたのが、 図6-5a及び図

6-5bである。特世としては、再び限界評価曲線が夏冬で異なって〈る点であ

ろうか。 あとは図を見て考えてもらえぽ理解 Lていただけると思う。
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図6-5 二毛作農家の主体均衡(IV)

、、、

A: AtA:. A~. 

H 
K; 
K; 

K. 

K2 

A.=Az 

1-1' 

w: 
iJJV; 

上=図6-5a

下=図6-5b

L;1L: 
A: A7Af.Af 

- 2 1 3 ー

A.-Az 

=すA



来冬耳E 重要来勺と車吉言命

本論文は、日本経済における農業の役割・位置付けが不明確なまま農政の方

向が揺れ動いている点に日本農業の弱点があるという問題意識から、わが国農

業さらに農業政策の果たすべきあるいは果たさねばならない役割を明らかにし、

今後の農政、なかでもとくに揺れに揺れ見直 Lがせまられている価格政策をめ

ぐ‘る問題に対して、経済学の立場から本格的な分析・検討を行なうことを目的

としていた。

本論文の主要な内容を以下のように要約することで結論とすることにする。

まず第 l章では、戦後期における農政論の展開を検討することを課題と Lた。

その際、戦後期をその中心的政策課題によって、農業部門内部問題対応期、農

工問問題対応朗、国際間問題対応期という 3期にわけて、対象とする政策分野

別に、各期の最点となった農政論の流れを明らかにしてい〈という方法をとっ

た。

まず戦後第 l期ー農業部門内部問題対応朗一 0945'"'-'60年)では、食料問題

の解決をめぐって展開された農政論をとりあげた。そこで 1項では、食料増産

政策およびMSA協定の受け入れをめぐる論争を取り扱った。ついで 2項では、

価格政策をめぐる農政に目を転じ、食橿管理制度、米価水準の決め方、農業保

護関税などの論点について考察した。さらに 3項の島地制度・政簡をめぐる農

政輪、および 4項の農業における過剰就業をめぐる農政拍について論評 Lた。

次に戦後第 2期ー農工間問題対応期ー 0960'"'-'15年}では、高度経済成長に

ともなって、農業問題が食料問題から農業調整問闇へと転化 L、それに対応し

て、農工聞の所得格差・生産性格差を是正することを目憶と Lて、基本法農政

が量場した段階の農政論を取り扱った。 1項の生産・貿易政策に関しては、食

料需要構造の近代化に適合した生産構造の転換が問題になり、さらに農産物輸

入自由化をめく'る論争が萌芽を見せた時期の、極々のピダ司ン論などをとりあ

げた。 2項の価格政策については、米過剰時代に突入して、米価凍結論、食管

制度改革の論議が盛んになってきた時期の代表的著作をとりあげた。 3項の島
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地制度・政策をめぐる論点としては、自作農主義から借地農主義への転換、地

価高踏と農地の資産的保有をめ「る農政論争を検討した o 4項の産業調整政策

をめぐる農政論としては、農家労働力の流出によって、過剰l就業が解消されて

いくメカニズ.ムに関する研究をとりあげた。

第 3は、 1975年(昭和50) を転機とする戦後第 3期一国際間問題対応期ーの

諸著作・諸論争を検討 Lた。この時期は、安定経済成長期にはいり、全産業的

に生産の効率化が要請され、さらに農産物輸入自由化にかんする内外からの圧

力も強まって、農業の国際間問題対応が問題になった時期である。そこぞ、 l 

項の生産・貿易政策をめぐる農政論としては、農産物、とくに牛肉・オレンジ

の輸入自由化のもたらす便益や農業保護費用の計測と、その評価に関する論争、

農業への行政投資や農業技術の開発・普及に関する評価などを検討 Lた。 2項

の価格政策については、農産物の過剰と需給調整、食管制度の社会的費用や便

益などに関する論点を示した。 3項の農地制度・政策については、 1975年の農

用地利用増進事業に始まる借地農主義の強化、および集落営農の推進などによ

る、農業構造の再編をめぐる輪開を検酎した。最後に、 4項の産業調整問題を

めぐる輪点としては、産業連関分析による農業の位置づけ、労働の産業間移動

に及ぼす農産物価格政策の影智、兼業農家の農政上の位置づけを考察 Lた。

つまり、国民経済の成長・発展及び農業・農村の変化に対応して、農業問題

の変貌と農政の展開が見られたわけであるが、操業経済学者・農政研究者はこ

の揺れ動〈政策をどう認識・評価し、また政靖提案・政範手段の提示を行なっ

てきたのかを、戦後における農政輸の流れと研究業績のトレースを通じて見る

ニとにより政策分析の到達点を明らかにしてきたのが第 l章であった。

この第 1章において明らかとなった農業・農政を取り巻く論調の変化・流れ

をもとに、そこからさらに一歩踏み込んで、第 2章では、戦後における日本経

済・産業構造の展開と今後の方向を明らかに L、その経済のダイナミックな流

れの中に農業さらに農政をどう位置づけてゆ〈のかを考察した。

技術革新と経済の成熟化とをベースとした長期的な構造転換の方向、急速な

円高の進行がもたらす早急な構造調整の必要性の高まり、こうしたなかで、経
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済成長の成果を国民生活の質の向上に握り向けることがでさるような新たな産

業構造の姿と、そこへ至るスムーズな道筋を示すことが求められている。

こう Lた経済の大きな枠組みのなかで、わが国農業をどう位置づけてい〈の

か、また新 Lい産業構造のなかで各種の社会経済的役割をどう果たしていくの

か、またそれは可能なのか、ということを探り考えていくことがこの第 2章の

主たる課題であった。つまり、今後の望まれる経済構造の転換方向を見据えな

がら、そのなかで農業という産業部門が存在しうる道を考える手がかりを探り

だそうとしたわけであった。

まずはじめに、わが国の戦後経済を産業構造の質的変化の過程と産業立地の

移動という 2つの側面から概観した。そしてこうした過去の傾向をもとに、現

在のわが国産業構造には 2つの変化の硫れが見られること、さらに今後の産業

構造は 4つの基本的要因によって変わっていくだろうということを指摘し、産

業構造の将来展望を行なった。そしてここにいたる産業調整過程での農業・農

政の対応についても考察を行なった。

農業政策は、農業の国民経済における役割をどう評価するか、またそれはど

の程度果たされているか、にもとづいて推進されるべきものであるが、つづい

て行なったのは、農業の社会経済的役割の検討であった。つまり、農業が国民

経済において果たしてきた役割を歴史的に撮り返りつつ、望まれる新しい産業

構造のなかで今後果たすべき、あるいは果た Lうる社会経済的役割とは何かと

いう点について検討・考察を行なった。

さらに前段の農業の役割論の検討を前提として、農業のもつ地域性、地域基

盤産業という特性ゆえに、国土空間構造の利用再編成の必要性を指摘した。そ

して、農業の役割のなかで「緑の空間と国土・白熱環境の保全j という役割が、

将来ますます重要になることを明らかにし、そのためにはいま何をしなければ

ならないかを考察した。結局、①食料の安定的・劫串的供給、②活力ある地域

経済・社会形成の基盤、@掃の空聞の提供と国土・白熱環境の保全、という 3

つに農業のli割は要約可能であるが、斬 Lい農業政績は、これら 3つの役割を

バランスよく総合的に実現することを諜聞とし、そのためには、二れまで不十
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分であった第 2、第 3の役割の達成を補強するニとにも力点をおき、都市政策

と有機的に関連づけ、調整をとりながら推進しなくてはならない点を強調した。

一方、農政の問題を考える場合、この第 2章で行なった農業の役割論の検討

から導かれる農政の方向性とともに、政策目揮と手段との関係という政策体系

の特質を理解してお〈ことが欠くべからざるもう Iつの大きな問題である。こ

のことを課題としたのがつづ〈第 3章であった。

現在行なわれている農業政策はどういう内容で、またどういう方向を向いて

いるのか、つまり政策としての現状はどうなっているのか。また、目的一手段

の祖合的体系といわれる政策体系は、どういう特質をわが国の場合もっている

のかまた変化してきているのかを問題にし把握 Lておくことが必要である。第

3章では、この点に注目し、わが国の農業政策がどのよう iニ展開され現状がど

うであり、どのような問題点を地えているかに民点を定め、現行農業政策の体

系とそのかかえる基本的問題点を明らかにした。つまり、 〈農業基本法〉以降

の農業政策を対象に、農業政策の現状とその特質を述べるとともにこれを批判

的に検討し、その基本的諸問題を摘出し、今後の農業政策のあり方を展望する

ための基本的視点の明確化を試みた。

まず、 く農業基本法〉以後農業法制がどのように変わってきたか、農業に対

する財政支出構造がどのように変化してきたかを解明した。 後者については、

1981年度(昭和56) 以降農業予算総額が停滞・低下 Lてきていること、一般会

計予算に占める操業予算が1975年度(昭和50)以降すでに低下してきているこ

と、政策別配分比率からみれば1971年度 (BH和46)以降価格政策費の比率が低

下し、生産・構造政策費の比率が上昇していること、支出別にみれば1970年度

(昭和45)以降移転支出が減少し、とくに1980年代に入って資本形成が増大 L

ていることを指摘した。ニれらの点からみるかぎりでも、農業政策は転換しつ

つあるとみてよい。

ついで、わが国農業政策の現状と特質とを、構造政策、生産政策、価格政策、

国境調整措置、食品産業政慣という 5つの分野ごとに整理し述べた陸、現行農

業政策の目的と政策手段の特質ならびにその政顕体系の構造とを明らかにした。
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そこで、わが国農業に謀せられた本源的制約条件によって農政に要請される基

本目標は、 「圏内食料を安定的に供給するために、必要な農地資源と農業労働

力を確保しつつ、生産性の高い農業を育成し、あわせて農業従事者に妥当な所

得を保証させること」であると Lた。そ Lて、その実現のためにい〈つかの下

位目揮を設定してきたが、農業を 1つの産業として確立させるという目揮に対

しては十分な調整・誘導機能を発揮できなかったという点をと〈に指摘した。

さらに現行農業政策の特質を、目的一手段の相互関係との関連で検討し、理念:

の一貫性の欠畑、目的一手段の不整合という問題点在指摘 Lた。

そして、最後に今後の農政の基本方向を示す農政審議会報告の特徴を述べ、

安全保障視点の欠落、地域の諸条件と実態の軽視、社会政策的視点からする政

策展開の方向性の欠如といった点を、この報告I二対する主要な批判点として強

調 Lた。

ここで確認したように農業政策の政策体系は、本来目標と手段の複合的体系

といわれているように、日開と手段とが螺旋的累積・重層構造をもち、高次の

目標一手段関係の手段が下位の目障となりこれがまた日開一手段の関係を形成

しているものである。そ Lて、個々の農業政策は自己完結的ではなく、さま 5

まな波及効果を持ち影押し合っているという意味において、相互依存関係にあ

る。ある場合には補完関係となり政第効果を増幅し、また別の場合には蹟台関

係となり政策効果を打ち出し合うといった具合である。以下の第 4章からは、

操業政策の中から焦点を価格政粛に Lぽり、これを中心に他の政策との関係を

考b担しながら農政の課題と展開方向を考察した。

第 4章では、農産物個格政策そのものを対象に選び、現行価格政策の批判的

検討と対案の提示とを行なった。つまり、品目別価格政策という側面と政策相

互聞の関係という 2つの側面から検討を行ない、農産物価格政策の課題とそれ

に蓄えるために採択される政策の将来の展開方向を提案した。

まず、価格政策の農業政策における位置づけとその役割をその機能面に民点

を当てながら経済学的に明らかにした。その際、公共経済学でいうところの

「所得分配政策jのいくつかの評価基準に照らして、価格政策と所得政策との
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関係を明らかにし、生産・構造政績との関係・考l越の必要を強調した。

このことを前提として、主要品目別価格政策の直面している問題について考

察を行なった。ここでは価格政策を市場への介入の程度の強弱にもとづいて

「市場統制型Jr市場価格誘導型Jr市場価格補正型Jという 3つのタイフ.に

分け、その代表例として、米・食肉・加工原料乳・野菜という 4つの品目をと

りあげた。米価政策については、現在の論点を大き<3つに藍理 L、そのなか

をさらに細分化してそれぞれに検討・分析を加えた。そして長期的には、市場

メカニズムをいかした「国境保護・圏内自由化」の方向を指向しつつも、さら

に重要なのは移行プロセス、手I1園、そのスピードという調整過程の問題である

ことを強調した。食肉政策については、安定帯価格政策の長所・短所の指摘と

ともに、食肉政策の制度としての構造特性の検討を行ない、これをもとに安定

帯への価格の復元力の弱さという問題点を指摘 Lたo そしてその要因として 4

つの可能性を考えそれぞれについて検討を加えた。加工原料乳価格政策につい

ては、その制度を政策手段からみて 4つの柱からなるものとして把握 Lた。そ

のなかで、特に重要と思われる原料乳に対する不足払い制度と乳製品に対する

国境保護措置(輸入割当制度)という 2つの側面に黛点をあて、単純化 Lた理

論的モデル分析を行なった。原料乳の保証価格水準の高位性あるいは原料乳の

基準取引価格の見横もりの際の加工・販売経費等の低評価とが、構造的過剰を

生んできた重要な要素であることを指摘し、この改善の必要を強調した。野菜

の価格政策については、これを価格支持機能を持たず価格安定機能のみをもっ

制度と位置づけ、他の制度と比較した構造的特性として 4つの点を指摘した。

そしてこの特性を前提として、価格安定効果の大きさ、価格高踏時の対応、さ

らに制疫の実施・適用上の問題について検酎を行なった。さらに過剰時代にお

ける制度の姿についての展望も行なった。

一方政策相互聞の関係という側面からのアプローチとしては、まず価格政東

相互間の関係さらに生産政策との関係として、価格政策の総合化の問題をとり

あげた。価格のもつ資源配分のシグナルとしての機能を重視する総合的価格政

策の概念の整理と、そのなかでも作目聞の価格バランスの問題と価格決定機構
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にからむ問題に考察の焦点をおいた。つぎに構造政策と緬格政策との関係につ

いて経済理論的な考察を行なった。その際、構造問題を農業と農業外との関係

に規定される問題と農業部門内部において規定される問題という両サイドにわ

けて考え、価格政策と聞で相E関係が複雑でありそして重要なのは、後者であ

る二とを指摘し、このことを理論的に整理し経済的に考察を行なった。さらに

今後重要となってくるのは、所得分配面をも考l位した、いわゆる調整過程にた

いする動学的理論分析であることを強調した。

つづいて、以下の第 5章・第 6章では、第 4章で行なった考察に直接つなが

る問題の本質をさらに詳細に経済理論のメスで明確にしようとしたものである。

つまり、価格政策をめぐって発生して〈る問題、他の政策との関係に注目した

問題を分析対象としているわけである。

まず第 5章では、価格政策のマイナスの副産物といってよい生産過剰に対処

する生産調整政策{これそのものは、供給曲線をシフトさせる政策という意味

で生産政策に分類されるべきものであるが)を分析対象として、経済理論的に

再検討・再評価を与えようとしたものであった。

ここでは、休耕に関する農企業の現実的・短期的対応をもとに、つまり経済

理論的知識と技術的先験情報に基づいて、生産者の単純化した主体均衛モデル

をまず構築した。その際、農企業の主体均衝の中心概念に「土地の肥沃度の違

い」というものを明示的にすえた点に大きな特徴がある。つまり、等質な土地

という一般の仮定から現実にー接近づけた点である。

このモデルをベースとして、奨励金の支給による農産物市場の市場均衝の変

化を見ることによって、市場における各経済主体の損得と国民経済全体の損得

とを総合的に理解・判断そして評価するための試みの提示というのが本章の最

大の課題といってよかった。

これまでの生産調整政策に対する評価が、理論・実証をとわず、農家経済等

に対する影響のみを研究・分析の対象と Lたものに偏りがちであったのに対 L

て、ここでの考察では国民経済的な観点から政策の評価を行なったことである。

特に、ミクロレベルの生産反応をもとに政策が農産物供給曲棟へ及ぽす膨特を
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分析し、ニれをもとに余剰分析により社会的純損失 (NS C) の変化をみた点

に大きな特闘があった。この際、印象的なことは、生産調整により NSCが減

少するという事実よりも、 NSCの変化が調整量の大きさともとの供給曲線の

スロ プとにのみ依存し、供給曲線の上方あるいは左方シフトの仕方には全〈

依存しないということの尭見であった。

さらに、考案の中に政策発動の出発点である政府の財政負担というものに 1

つの焦点を当てたことに大きな特甑を持っている。これは、その過程で、国民

経済全体でみた貴顕配分上の効率性の最適化と財政面からの最適化とにはギャッ

プが発生するという指摘となって現われている。

また、先に指摘したように NSCにおいては同値であるところの異なる奨励

金制度の運用(奨励金の配分)方法について、現実の運用から 3つの場合を考

え、政策コストとその政策効果の安定性という 2つの観点から比較・評価を行

なった点がこの研究分野に Lるした貢献としてあげられる。

最後に、第 6章では第 4章の総合的価格政策に関連して、経営の複合化と価

格政策の関係について理論的な考察を行なった。これもいわば経営の複合化と

いう生産政策と重なり合う問題との関係領域である。総合的価格政東には市場

における需給関係という側面とともに、経営複合的価格政策という側面からも

現在大きな注目をあび.ている問題である。

しかしながら、土地利用の高度化、経営の飽台化が話閣にのぼる頼度に反し

て、その意志決定メカニズムに経済理論のメスを入れたものは皆無といっても

言い過ぎではない。そこで、ここではまず、農家の意志決定に経済理論の洗礼

を与えた「農家主体均衛論Jに、農業生産の季節性の問題をとりいれるという

かたちで、時間の要素を導入し、経営の複合化に対応可能な方向に主体均衡拍

を拡張し、斬たな境地を聞いた点に大きな特徴を持っている。そして、明らか

となったこの複合経営農家の行動メカニズムをもとに、価格変化に対する反応

を検酎し、価格政策との関係を考察している。

従来の農家主体均衛輸は、瞬間生産・意志決定を基本とし、期間の違い、言

葉を変えていえば生産要素に関して直接時間的に時台関係にない意志快定に関
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しては問題にすることができなかった。そのため、同一時期に 2種 3種の作物

を鞍合的に作付・生産する農家に関しては分析することはできるが、裏作を行

なうか否かとか、土地条件の制約のもとで多毛作化によって土地利用率を高め

て収益を上げるという方向の意志決定を分析の土債の上にのせることは不可能

であった。

そこで、この第 6章の分析においては、まず本質を示す労働市場の存在しな

い最も単純な基本毛デルの農家について、モデル構築のための諸仮定の設定と

その特質・意味づけを検討した。つまり、モデルの基本的フレームワークを明

確に Lたのである。具体的には、効用関教の性質の特定化の工夫によって、一

般に農鰐期である夏季半年と農閑期である冬季半年とに同一耕地で二毛作を行

なっている農家を考えたわけである。

そして、こうして構築された基本モデ且ルの農家の主体均衡条件をこの効用関

数の極大化によって示すとともに、その経済学的意味づけ、さらにこれらの幾

何平面上での表現のされ方、とくに経済余剰との関係について考察を行なった。

つぎには、基本モデルの仮定の一部を変更し、現実との対応をより詳細に考

l草した「完全醍争的な日雇い労働市場に直面する農家jについて、同様の分析

を行ない、基本モデルの場合と比較・検討を行なった。

そして最後に、この両モデルの農家について、生産物価格が変化・変動した

場合の影軒・効果を、比較静学的手法により明らかにし、その経済的な意味を

検酎 L、政策価格の変化と経営複合化との関係を理論的に明確なものとした。

以上が本輪文の各章ごとの要約であるが、重要ではあるが不十分な分析 Lか

しきれず、問問点の指摘のみに終わった、いわば今後に残された課題を提起 L

て本論文をしめくくることにする。

それは一雷でいってしまえば価格政商と構造政策との関係である。

輪点そのものはすでに第 4章で明確に Lているのであらためて繰り返しはし

ないが、政策価格水準の農業構造に及ぼす影官!の方向と大きさおよびその変化

の経路とが、そのおかれた条件ごとに違い、それらの関係を明らかにすること

が必要なのである。
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今後さらに進展する農業の国際化と内外価格差の拡大という状況下において、

わが国の農業が生き残るためには、結局のところ、農産物価格の引き下げは避

けられず、また長期的にみても必要不可欠なことであろう。しか Lながら、問

題となるのはその移行のプロセス、手11関、そしてスピードをどうするのかとい

う点であり、構造調整の過程で尭生する社会的・経済的摩擁をいかに円滑に小

さくできるかということが重要なのであり、この点に関しては、先の農業構造

との関係の解明なくして答えは睡昧な形でしか表現できそうにない。

ニの問題の解決に関して、著者は、農業構造の中心的特性を示す理論モデル

をいかに操作可能な形で構築するかという点と調整過程を重視するという意味

でその動学化にかかっていると考えている。今後に残された課題としたい。

さて、最後に、市場メカニズムを媒介として発生する価格政策相互間あるい

は他の政策との聞に生じる相互依存性の重要性を再確認して本論文をしめく〈

ることにしよう。ある場合には補完関係となり政策効果を増幅し、また別の場

合には蹟合関係となり政策効果を打ち消し合う。こうしたことはすべて市場メ

カニズムを媒介として発生している。価格は市場における資源配分のシグナル

であり、所得はもちろんのこと生産や楠造といった側面のすみずみに大きな波

及効果を持っている。市場メカニズムが価格メカニズムといわれるゆえんであ

る。

著者は、基本的lニ、政擁的介入・干捗を市場メカニズムの補完的役割を果た

すものと位置づけている。そして、機能面からみて市場メカニズムに代替可能

なものとは位置づけない立場に立っている。

市場メカエズムのもつ弱点・限界を補正する意味で実雄主れる政措的介入は、

逆に市場メカニズムを通して起こる政策聞の相互依存性に壁となって立ちはだ

かれるおそれが存在している。政策学を研究するものにとって市場メカニズム

への注意は常に怠るニとのでぎない問題といってよかろう。
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